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申 請 者 名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 

再処理施設に係る廃止措置計画変更認可申請書 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 50 条の 5第 3項に

おいて準用する同法第 12 条の 6第 3項の規定に基づき，下記のとおり核燃料サ

イクル工学研究所 再処理施設の廃止措置計画変更認可の申請をいたします。 

 

記 

 

一．氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

氏名又は名称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住    所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 

代表者の氏名 理事長 児玉 敏雄 

 

二．工場又は事業所の名称及び所在地 

名    称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

所 在 地 茨城県那珂郡東海村大字村松 4番地 33 

 

  



三．変更に係る事項 

平成 30 年 6 月 13 日付け原規規発第 1806132 号をもって認可を受け，別表

のとおり変更の認可を受けた核燃料サイクル工学研究所の再処理施設の廃止

措置計画（以下「廃止措置計画」という。）に関し，次の事項の一部を別紙の

とおり変更する。 

 

五．廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設 

六．性能維持施設の位置，構造及び設備並びにその性能，その性能を維持

すべき期間並びに再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則（平

成二十五年原子力規制委員会規則第二十九号）第二章及び第三章に定

めるところにより難い特別の事情がある場合はその内容 

十一．施設定期検査を受けるべき時期 

添付書類四  廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，浸水，地震，火

災等があった場合に発生すると想定される事故の種類，程

度，影響等に関する説明書 

添付書類六  性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期

間に関する説明書 

添付書類十  回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す工程に

関する説明書 

添付書類十一 特定廃液の固型化その他の処理の工程に関する説明書 

 

四．変更の理由 

性能維持施設の詳細を定める。 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実施範囲及び実施内容等を整理

したことから，その結果を反映する。 

施設定期検査を受けるべき時期を定める。 

  



別表 

 

変更認可の経緯 

 

認可年月日 認可番号 備 考 

平成 30 年 11 月 30 日 原規規発第 1811305 号 

再処理施設に関する設計

及び工事の方法の認可を

受けている案件について

廃止措置期間中に工事を

行うことを明記，ガラス

固化技術開発施設の工程

制御装置等の更新 

平成 31 年 2 月 18 日 原規規発第 19021811 号 

ガラス固化技術開発施設

の溶融炉制御盤の更新， 

ガラス固化技術開発施設

の固化セルのインセルク

ーラの電動機ユニットの

交換 

 

 



 

 

 

別紙 

 

 

 

 

 

 

核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 

 

変更前後比較表 
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変更箇所を   で示す。 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

五．廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設 

再処理施設は，廃止措置期間中においても使用済燃料の貯蔵，放射性廃棄物の

処理・貯蔵，核燃料物質の保管を継続して行う必要がある。これらの施設について

は当面の間，再処理運転時と同様に性能を維持する必要があることから，表 5-1 に

示す再処理運転時の施設定期自主検査の対象としていた設備及び緊急安全対策等

として整備した設備，また，これらを含む系統を性能維持施設とし，詳細な設備に

ついては平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。ま

た，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の詳細内容については，遅くとも平成

31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行うこととしており，これ

らの安全対策で整備する設備についても性能維持施設とし，逐次廃止措置計画に

反映する。 

 

これらの性能維持施設に要求される機能等については，「添付書類六 性能維持

施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五．廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設 

再処理施設は，廃止措置期間中においても使用済燃料の貯蔵，放射性廃棄物の

処理・貯蔵，核燃料物質の保管を継続して行う必要がある。これらの施設について

は当面の間，再処理運転時と同様に性能を維持する必要があることから，表 5-1 に

示す再処理運転時の施設定期自主検査の対象としていた設備及び緊急安全対策等

として整備した設備，また，これらを含む系統を性能維持施設とする。さらに，早

期のリスク低減の観点から，ガラス固化処理を行う系統を性能維持施設とし，その

機能及び検査内容について，平成 31 年度の施設定期検査の時期を見据えて廃止措

置計画の変更申請を行う。また，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の詳細内

容については，遅くとも平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請

を行うこととしており，これらの安全対策で整備する設備についても性能維持施

設とし，逐次廃止措置計画に反映する。 

これらの性能維持施設に要求される機能等については，「添付書類六 性能維持

施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○性能維持施設の詳

細な設備を定めるた

め。 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

表 5-1 性能維持施設（2／17） 

設 備 名 称 等 

第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2） 

空気圧縮機 
ガラス固化技術開発施設（TVF） 

プルトニウム転換技術開発施設（PCDF） 

クリプトン回収技術開発施設（Kr） 

分離精製工場（MP） 
プルトニウム溶液蒸発缶 

冷水設備用ポンプ 

資材庫 浄水設備用ポンプ 

ユーティリティ施設（UC） 冷却水供給ポンプ 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 
冷却水設備プロセス用ポンプ 

冷水設備用ポンプ 

中央運転管理室 蒸気設備 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 
保管ピット 

冷却塔 

ガラス固化技術開発棟 

建家・構築物 

ガラス固化技術管理棟 

第二付属排気筒 

クリプトン回収技術開発施設（Kr） 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

ウラン脱硝施設（DN） 

ウラン貯蔵所（UO3） 

第二ウラン貯蔵所（2UO3） 

第三ウラン貯蔵所（3UO3） 

プルトニウム転換技術開発施設（PCDF） 

除染場（DS） 

分離精製工場（MP） 

分析所（CB） 

ユーティリティ施設（UC） 

資材庫 

主排気筒 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫（HASWS） 

 

 

 

 

表 5-1 性能維持施設（2／17） 

設 備 名 称 等 

第二アスファルト固化体貯蔵施設（AS2） 

空気圧縮機 
ガラス固化技術開発施設（TVF） 

プルトニウム転換技術開発施設（PCDF） 

クリプトン回収技術開発施設（Kr） 

分離精製工場（MP） 
プルトニウム溶液蒸発缶 

冷水設備用ポンプ 

資材庫 浄水設備用ポンプ 

ユーティリティ施設（UC） 冷却水供給ポンプ 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 
冷却水設備プロセス用ポンプ 

冷水設備用ポンプ 

中央運転管理室 蒸気設備（一般用ボイラ含む。） 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 
保管ピット 

冷却塔 

ガラス固化技術開発棟 

建家・構築物 

ガラス固化技術管理棟 

第二付属排気筒 

クリプトン回収技術開発施設（Kr） 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

ウラン脱硝施設（DN） 

ウラン貯蔵所（UO3） 

第二ウラン貯蔵所（2UO3） 

第三ウラン貯蔵所（3UO3） 

プルトニウム転換技術開発施設（PCDF） 

除染場（DS） 

分離精製工場（MP） 

分析所（CB） 

ユーティリティ施設（UC） 

資材庫 

主排気筒 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫（HASWS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一般用ボイラの位

置付けの明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

六．性能維持施設の位置，構造及び設備並びにその性能，その性能を維持すべき期間

並びに再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委

員会規則第二十九号）第二章及び第三章に定めるところにより難い特別の事情があ

る場合はその内容 

 

1 性能維持施設の位置，構造 

1.1 性能維持施設の位置，構造 

(1)性能維持施設の位置 

性能維持施設の位置は，再処理事業指定申請書の記載から変更ない。 

 

(2)性能維持施設の一般構造 
各施設の今後の使用計画を踏まえた上で，施設が保有する放射性物質による

リスクに応じて安全上の重要度を見直し，その安全上の重要度に応じて，再処理

維持基準規則を踏まえた必要な安全対策を行う。 

安全対策については，廃止に向かう限られた期間の中で使用を継続する施設

であることを踏まえ，恒設設備のみならず可搬型設備による代替策も視野に入

れ，より実効性のある対策を選定するものとする。 
各施設の安全上の重要度は，取り扱う放射性物質の種類や量を踏まえ，安全機

能の喪失による周辺公衆の被ばく影響を考慮し見直しを行う。その際には，可搬

型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を考慮するものとする。 
見直した重要度に応じて耐震性の確保や外部事象からの防護等，必要な安全

対策を行う。可搬型設備等による代替策については，地震・津波等により複数の

対策が同時に機能喪失することのないよう，配備数や分散配置を考慮するととも

に，代替策の機能が正常に機能していることを確認するための監視を行うことに

より，信頼性を向上させる。 
再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の設計を施設の現況等に照らし進め

ている段階であり，平成 29 年度末までの設計内容を踏まえて対策の可否を判断

するとともに，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実施範囲(既存設備へ

の影響やガラス固化処理への影響等を踏まえ，恒設設備による安全対策が実施可

能な範囲)及び実施内容を整理し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。そ

の内容を踏まえて詳細設計を進め，安全対策の詳細内容については，遅くとも平

成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。その際，再処理

維持基準規則により難い特別な事情があり，再処理維持基準規則を踏まえた安全

対策を実施できない場合については，必要に応じて可搬型設備等の代替策も視野

に入れ，安全機能の維持や回復を検討するとともに，その事情を明確にする。ま

た，再処理維持基準規則を踏まえた安全性向上対策のうち，実施可能なものにつ

六．性能維持施設の位置，構造及び設備並びにその性能，その性能を維持すべき期間

並びに再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委

員会規則第二十九号）第二章及び第三章に定めるところにより難い特別の事情があ

る場合はその内容 

 

1 性能維持施設の位置，構造 

1.1 性能維持施設の位置，構造 

(1)性能維持施設の位置 

性能維持施設の位置は，再処理事業指定申請書の記載から変更ない。 

 

(2)性能維持施設の一般構造 

各施設の今後の使用計画を踏まえた上で，施設が保有する放射性物質による

リスクに応じて安全上の重要度を見直し，その安全上の重要度に応じて，再処理

維持基準規則を踏まえた必要な安全対策を行う。 

安全対策については，廃止に向かう限られた期間の中で使用を継続する施設

であることを踏まえ，恒設設備のみならず可搬型設備による代替策も視野に入

れ，より実効性のある対策を選定するものとする。 
各施設の安全上の重要度は，取り扱う放射性物質の種類や量を踏まえ，安全機

能の喪失による周辺公衆の被ばく影響を考慮し見直しを行う。その際には，可搬

型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を考慮するものとする。 
見直した重要度に応じて耐震性の確保や外部事象からの防護等，必要な安全

対策を行う。可搬型設備等による代替策については，地震・津波等により複数の

対策が同時に機能喪失することのないよう，配備数や分散配置を考慮するととも

に，代替策の機能が正常に機能していることを確認するための監視を行うことに

より，信頼性を向上させる。 
再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の設計を施設の現況等に照らし進め

ている段階であり，その内容を踏まえて詳細設計を進め，安全対策の詳細内容に

ついては，遅くとも平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を

行う。その中で，再処理維持基準規則により難い特別な事情がある場合は，供用

中の施設への影響や対策の効果及び対策実施に要する期間等を考慮し，可搬型設

備を用いた代替機能維持による安全対策の実施も含め，安全機能の維持や回復の

最適化を検討するとともに，その事情を明確にする。この場合においては，緊急

安全対策として既に配備している崩壊熱除去機能及び水素掃気機能等を維持す

るための可搬型発電機及び可搬型給水設備等も含め有効性を確認した上で，分散

配置の仕方及び追加設備の必要性を検討し，その詳細について遅くとも平成 31 

年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

いては，自主的に対策を進め，実施した対策については，逐次廃止措置計画に反

映する。再処理維持基準規則を踏まえた安全対策に関する工程については，「十．

廃止措置の工程」に示す。 

 

廃止措置中に使用済燃料，使用済燃料から分離された物又はこれらによって

汚染された物（以下「使用済燃料等」という。）を取り扱う期間中は，性能維持

施設として必要な安全機能を確保するものとし，以下のとおり対応する。 

 
 
 

1)核燃料物質の臨界防止 
 
 
 
 

① 安全機能を有する施設は，核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単

一ユニット」という。）において，運転時に予想される機械若しくは器具の

単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合

に，核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう，核燃料物質を収納する

機器の形状寸法の管理，核燃料物質の濃度，質量若しくは同位体の組成の

管理若しくは中性子吸収材の形状寸法，濃度若しくは材質の管理又はこれ

らの組合せにより臨界を防止するための措置を既往の許認可のとおり講じ

ている。 
② 安全機能を有する施設は，単一ユニットが二つ以上存在する場合において，

運転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又

は運転員の単一の誤操作が起きた場合に，核燃料物質が臨界に達するおそ

れがないよう，単一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユニ

ットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨

界を防止するための措置を既往の許認可のとおり講じている。 
③ 再処理施設には，臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な

設備を既往の許認可のとおり設けている。万一，核燃料物質を含む溶液の

誤移送等による臨界事故が発生しても，液移送，硝酸ガドリニウムの供給

等により臨界を収束させることができるよう検討する。なお，分離精製工

場(MP)及びプルトニウム転換技術開発施設(PCDF)において核燃料物質を含

む溶液の誤移送等による臨界事故が発生した場合でも，液移送により未臨

界状態にすることができるとともに，配備している硝酸ガドリニウムの供

また，再処理維持基準規則を踏まえた安全性向上対策のうち，実施可能なも

のについては，自主的に対策を進め，実施した対策については，逐次廃止措置

計画に反映する。再処理維持基準規則を踏まえた安全対策に関する工程につい

ては，「十．廃止措置の工程」に示す。 

廃止措置中に使用済燃料，使用済燃料から分離された物又はこれらによって

汚染された物（以下「使用済燃料等」という。）を取り扱う期間中は，性能維持

施設として必要な安全機能を確保するものとし，以下のとおり対応する。 

なお，今後実施する工程洗浄における安全対策については，別途，工程洗浄

に係る廃止措置計画の変更申請に定める。 
 

1)核燃料物質の臨界防止 
核燃料物質の臨界防止の措置は，現状の管理方法を維持する。また，核燃

料物質の取扱いは，廃止措置の進捗に応じて変化することから，核燃料物質

の臨界防止の措置はその都度定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 
 

① 安全機能を有する施設は，核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単

一ユニット」という。）において，運転時に予想される機械若しくは器具の

単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合

に，核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう，核燃料物質を収納する

機器の形状寸法の管理，核燃料物質の濃度，質量若しくは同位体の組成の

管理若しくは中性子吸収材の形状寸法，濃度若しくは材質の管理又はこれ

らの組合せにより臨界を防止するための措置を既往の許認可のとおり講じ

ている。 
② 安全機能を有する施設は，単一ユニットが二つ以上存在する場合において，

運転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又

は運転員の単一の誤操作が起きた場合に，核燃料物質が臨界に達するおそ

れがないよう，単一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユニ

ットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨

界を防止するための措置を既往の許認可のとおり講じている。 
③ 再処理施設には，臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な

設備を既往の許認可のとおり設けている。万一，核燃料物質を含む溶液の

誤移送等による臨界事故が発生しても，液移送，硝酸ガドリニウムの供給

等により臨界を収束させることができる。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

〇工程洗浄における

安全対策は別申請で

行うことを明記 

 

〇臨界防止の考え方

について明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 
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変 更 後 変更理由 
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給により未臨界状態を維持することができる。 
核燃料物質の取扱いは，工程洗浄等の廃止措置の進捗に応じて変化するこ

とから，核燃料物質の臨界防止の措置はその都度定め，逐次廃止措置計画

の変更申請を行う。工程洗浄に関する工程については，「十．廃止措置の工

程」に示す。 
 
2)火災等による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，火災又は爆発の影響を受けることによる再処理

施設の安全性に著しい支障が生じるおそれを考慮して，消火設備及び警報

設備（警報設備にあっては自動火災報知設備，漏電火災警報器その他の火

災の発生を自動的に検知し，警報を発する設備に限る。以下同じ。）を既往

の許認可のとおり設置している。  

② 上記①の消火設備及び警報設備は，その故障，損壊又は異常な作動により

安全上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものと

するよう検討する。 

 

 

 

 

 

③ 安全機能を有する施設であって，火災又は爆発により損傷を受けるおそれ

があるものは，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに，

必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置を行うよう検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護対策においては，再処理維持基準規則はもとより，消防法，建

築基準法等に準拠するとともに「実用発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準」(平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 1306195 号原子

力規制委員会決定)を適切に取り入れることとし，火災等が発生した場合で

 
 
 
 
 
 

2)火災等による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，火災又は爆発の影響を受けることによる再処理

施設の安全性に著しい支障が生じるおそれを考慮して，消火設備及び警報

設備（警報設備にあっては自動火災報知設備，漏電火災警報器その他の火

災の発生を自動的に検知し，警報を発する設備に限る。以下同じ。）を既往

の許認可のとおり設置している。  

② 上記①の消火設備及び警報設備は，その故障，損壊又は異常な作動により

安全上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないよう，自

動消火設備及び自動火災報知設備の設置に係る詳細設計を実施する。現に

供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保安確保のため

の手段及び関連する防護対策への影響等について必要となる機能維持の代

替方法，対策に要する期間等を踏まえ，防護方法を定め，逐次廃止措置計

画の変更申請を行う。 

 

③ 安全機能を有する施設であって，火災又は爆発により損傷を受けるおそれ

があるものは，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに，

必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置に係る詳細設計を実施

する。現に供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保安

確保のための手段及び関連する防護対策への影響等について必要となる機

能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，防護方法を定め，逐次

廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」(平成 29 年 7 月 19 日

原規技発第 1707195 号原子力規制委員会決定)に基づき，想定する内部火災

による防護対象機器への影響評価を踏まえて，安全上重要な設備等（電源

盤や動力ケーブル等）に対して，火災防護対策に係る 2 重化・系統分離対

策の基本設計を実施した。 

火災防護対策においては，再処理維持基準規則はもとより，消防法，建

築基準法等に準拠するとともに「実用発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準」(平成 31 年 2 月 13 日原規技発第 19021310 号原子

力規制委員会決定)を適切に取り入れることとし，火災等が発生した場合で

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

  

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

6/230 
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変 更 後 変更理由 
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も維持すべき「防護対象安全機能」を選定した上で当該安全機能を有する

設備を「火災防護対象設備」に設定する。当該設備を火災等から適切に防

護を行うよう検討する。 

なお，内部火災による多重化された安全上重要な施設の同時損傷を想定

した場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機能及び高放射性廃液の漏えい

液回収機能を維持できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型給

水設備及び可搬型蒸気供給設備を配備している。現状の安全対策及び検討

中の安全対策の例を別添 6-1-1 に示す。 

 

 

④～⑫ 省略 

 

3)安全機能を有する施設の地盤 

安全機能を有する施設は，再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則(以下「事業指定基準規則」という。)第六条第一項の地震力が作用し

た場合においても，当該安全機能を有する施設を十分に支持することができ

る地盤に設置するよう耐震安全性を確認した上で，安全対策を行うよう検討

する。 

 

4)地震による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，これに作用する耐震重要度に応じた地震力によ

る損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものとなるよう耐震安

全性を確認した上で，安全対策を行うよう検討する。 

② 安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずるおそれがあるそ

の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大き

いものを耐震重要施設とし，設備区分による概要を表 6-1 に示す。耐震重

要施設の詳細については，平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計

画の変更申請を行う。 

 

 

 

 

 

耐震重要施設は，隣接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設と同様

に策定した基準地震動(以下「基準地震動」という。)による地震力に対し

て，その耐震安全性を確認した上で，安全対策を検討する。また，基準地震

も維持すべき「防護対象安全機能」を選定した上で当該安全機能を有する

設備を「火災防護対象設備」に設定する。当該設備を火災等から適切に防

護を行う。 

また，内部火災による多重化された安全上重要な施設の同時損傷を想定

した場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機能及び高放射性廃液の漏えい

液回収機能を維持できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型給

水設備，可搬型蒸気供給設備及び施設内の火災防護対策として予備ケーブ

ルを配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-

1 に示す。 

 

④～⑫ 変更なし 

 

3)安全機能を有する施設の地盤 

耐震重要施設は，再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則

(以下「事業指定基準規則」という。)第六条第一項の地震力が作用した場合

においても，当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤

に設置していることを基礎地盤の安定性評価により確認した。評価の詳細に

ついて別添 6-1-14 に示す。 

 

4)地震による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，これに作用する耐震重要度に応じた地震力によ

る損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものとなるよう耐震安

全性を確保する。 

② 地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度が特に大きいものは，高放射性廃液を取り

扱う系統等の施設であり，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開

発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟に係るものを耐震重要（Sクラス）施設

として選定した。具体的には，耐震重要施設の選定に当たっては，事業指

定基準規則の解釈別記 2第 2項に従い， S クラスの例①～⑨に該当するも

のを選定した。その際，安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響が大きい（5 mSv を超える）ものの選定基準は，安全上重要な施設のも

のと同じであることから，安全機能の喪失時の影響評価は安全上重要な施

設に対して実施したものを用いた。耐震重要施設を別添 6-1-15 に示す。 

耐震重要施設は，隣接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設と同様

に策定した基準地震動 Ss (以下「基準地震動 Ss」という。)による地震力

に対して，その耐震安全性を確認した上で，安全対策を検討する。 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

〇評価結果の反映 

 

 

 

 

〇耐震性確認結果の

反映 

〇耐震重要施設を定

めるため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 
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動(平成 29 年 9 月末までに策定済)については，本申請以降に廃止措置計画

の変更申請を行う。 

耐震重要施設である高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発

施設(TVF)開発棟において，高放射性廃液を保有する機器・配管系，それを

内包するセル，建家は，基準地震動に対する耐震安全性を確保するよう検

討する。 

 

なお，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)開発

棟において，高放射性廃液を保有する機器・配管系，それを内包するセル，

建家は，これまで実施した暫定基準地震動（Ss880 ガル）に基づく評価から

十分な安全裕度を有しており，安全機能を確保できる見通しである(別添 6-

1-2 参照)。また，これらへの蒸気並びに水の供給設備及び非常用給電設備

については，耐震補強対策をしなくても安全機能を確保できるよう可搬型

蒸気供給設備，可搬型給水設備及び可搬型発電機を配備している。現状の

安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-3 に示す。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉

所，ガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟に非常用電源を供給するガラス固

化技術開発施設(TVF)管理棟並びに蒸気及び水を供給する既存の設備につ

いては，基準地震動に対して基礎杭も含め耐震性が不足する見通しであり，

既存建家及び設備直下の大規模な補強工事は，困難な状況である。このた

め，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策を実施できないおそれがある

ことから，より難い特別な事情を明確にした上で，可搬型設備等の代替策

も視野に入れ，安全機能の維持や回復を検討する。その際，既に配備してい

る可搬型設備の有効性を確認した上で，分散配置の仕方及び追加設備の必

要性を検討し，その詳細について遅くとも平成 31 年度末までに定め，逐次

廃止措置計画の変更申請を行う。 

その他の耐震重要施設については，基準地震動に対する耐震性確保に向

けた検討を進める。 

③ 耐震重要施設は，基準地震動により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が

損なわれるおそれがないよう，耐震性確保に向けた検討を進め，平成 29 年

度末までに対策の可否を判断する。 

 

 

 

5)津波による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，隣接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設

 

 

上記の耐震重要施設は，基準地震動 Ss による地震力に対して原則，耐震

性を確保するものとし，基準地震動 Ss に対して耐震性が不足するものは，

補強することを基本とする。補強するものについては，安全対策の詳細設

計を実施し，工事の詳細を決定した上で，逐次廃止措置計画の変更申請を

行う。 

なお，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラ

ス固化技術開発棟において，高放射性廃液を保有する機器・配管系，それ

を内包するセル，建家は，これまで実施した暫定基準地震動（最大加速度

880 ガル）に基づく評価から十分な安全裕度を有しており，安全機能を確

保できる見通しである(別添 6-1-2 参照)。 

一方，耐震重要施設のうち，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供

給する第二中間開閉所及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術

開発棟に非常用電源を供給するガラス固化技術開発施設(TVF) ガラス固化

技術管理棟については，供用中の施設への影響や対策の効果及び対策実施

に要する期間等を考慮し，迅速かつ実効性のある可搬型設備を用いた安全

機能の維持や回復の実施を含め，最適化を図ることとし，その詳細を検討

する。 

なお，地震時においても安全機能を確保できるよう,可搬型発電機を配備

している。 

さらに，耐震重要施設のうち，蒸気及び水を供給する既存の設備につい

ては，供用中の施設への影響や対策の効果及び対策実施に要する期間等を

考慮し，迅速かつ実効性のある可搬型設備を用いた安全機能の維持や回復

の実施を含め，最適化を図ることとし，その詳細を検討する。 

なお，地震時においても安全機能を確保できるよう,可搬型蒸気供給設備

及び可搬型給水設備を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対

策の例を別添 6-1-3 に示す。 

③ 耐震重要施設は，基準地震動 Ss により生ずる斜面の崩壊によりその安全性

が損なわれるおそれがないよう，耐震重要施設の周辺斜面の耐震補強工事

に係る詳細設計を実施し，実現性，工法，工程等の詳細を検討する。その結

果を踏まえ耐震重要施設の周辺斜面に係る耐震対策の詳細を決定し，逐次

廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

5)津波による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，隣接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施

〇記載の適正化 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

〇記載の適正化 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

の津波に係る評価を踏まえて策定した基準津波(以下「基準津波」という。)

により，その安全性が損なわれるおそれがないものとするよう検討する。ま

た，基準津波(平成 29 年 9 月末までに策定済)については，本申請以降に廃

止措置計画の変更申請を行う。 

高放射性廃液を内蔵する設備については，基準津波に対する防護措置その

他の適切な措置を行うよう検討する。 

なお，暫定津波シミュレーションから高放射性廃液貯蔵場(HAW)の浸水深

を東京湾平均海面(以下「T.P.」という。)+12.8 m と評価しており，高放射

性廃液を内蔵する建家開口部に浸水防止扉を設置しているT.P.+14.4 mを超

えるものではない。また，基準津波の襲来により電源供給機能を維持できな

い場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持できるよう

可搬型発電機を T.P.+約 18 m の地点に配備している。さらに，漂流物等によ

り敷地内のアクセス性が低下した場合に備え，漂流物撤去用の重機を配備し

ている。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-4 に示す。 

 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉所

及びガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟に非常用電源を供給するガラス固

化技術開発施設(TVF)管理棟については，T.P.+約 8～11 m までの浸水防止対

策を実施しているものの，基準津波が襲来した場合に電源供給機能を維持で

きない可能性があり，基準地震動に対する耐震性も不足する見通しである。

現状よりさらに高い位置まで浸水防止対策を実施するには，建家等の耐震補

強が必要となるが，既存建家及び設備直下の大規模な補強工事は，困難な状

況である。さらに，蒸気及び水を供給する既存の設備についても，基準地震

動に対する耐震性が不足する見通しであることから，浸水防止対策を実施す

るには，建家等の耐震補強が必要となるが，既存建家及び設備直下の大規模

な補強工事は，困難な状況である。このため，再処理維持基準規則を踏まえ

た安全対策を実施できないおそれがあることから，より難い特別な事情を明

確にした上で，可搬型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復

を検討する。その際，既に配備している可搬型設備の有効性を確認した上で，

分散配置の仕方及び追加設備の必要性を検討し，その詳細について遅くとも

平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

その他の防護対象施設については，基準津波に対する防護措置その他の適

切な措置を行うよう検討する。 

 

6)外部からの衝撃による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）に

設の津波に係る評価を踏まえて策定した基準津波(以下「基準津波」という。)

により，その安全性が損なわれるおそれがないものとするよう検討する。ま

た，基準津波(平成 29 年 9 月末までに策定済)については，本申請以降に

廃止措置計画の変更申請を行う。 

高放射性廃液を内蔵する設備等の防護対象施設については，基準津波に

対する防護措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

なお，暫定津波シミュレーションから高放射性廃液貯蔵場(HAW)の浸水深

を東京湾平均海面(以下「T.P.」という。)+12.8 m と評価しており，高放射

性廃液を内蔵する建家開口部に浸水防止扉を設置している T.P.+14.4 m を

超えるものではない。また，基準津波の襲来により電源供給機能を維持で

きない場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持でき

るよう可搬型発電機を T.P.+約 18 m の地点に配備している。さらに，漂流

物等により敷地内のアクセス性が低下した場合に備え，漂流物撤去用の重

機を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-

4 に示す。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉所

及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟に非常用電源を

供給するガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術管理棟については，

供用中の施設への影響や対策の効果及び対策実施に要する期間等を考慮

し，迅速かつ実効性のある可搬型設備を用いた安全機能の維持や回復の実

施を含め，最適化を図ることとし，その詳細を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)外部からの衝撃による損傷の防止 

①  安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

 

 

 

 

〇記載の適正化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

よりその安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置，基礎地盤

の改良その他の適切な措置を行うよう検討する。 

なお，自然現象の抽出は，国内外の文献等から再処理施設の立地及び

周辺環境を踏まえて再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事

象を選定する。 

(a) 竜巻 

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(平成 26 年 9 月 17 日原規技発

第 1409172 号原子力規制委員会決定)に基づき，再処理施設の敷地で想定

される基準竜巻・設計竜巻及びそれらから導かれる設計荷重に対して，

防護措置その他の適切な措置を行う。 

高放射性廃液を内蔵する設備については，基準竜巻・設計竜巻を設定

した上で，防護措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

なお，竜巻発生時においても崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持

できるよう可搬型発電機及び可搬型給水設備を既往の許認可を受けた設

備から離して配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例

を別添 6-1-5 に示す。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)開

発棟の屋上に設置している冷却設備については，設計飛来物により損傷

する可能性があるが，竜巻防護対策(防護ネット等の設置)を施し飛来物

からの損傷を防ぐ場合，重量の増加により建家の耐震性が確保できない

可能性がある。このため，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策を実

施できないおそれがあることから，より難い特別な事情を明確にした上

で，可搬型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を検討

する。その際，既に配備している可搬型設備の有効性を確認した上で，分

散配置の仕方及び追加設備の必要性を検討し，その詳細について遅くと

も平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

その他の防護対象施設については，基準竜巻・設計竜巻に対して防護

措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

(b) 森林火災 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日原規

技発第 13061912 号原子力規制委員会決定)に基づき森林火災の影響を評

価する。 

安全上重要な施設は，敷地及び敷地周辺で想定される森林火災が発生

した場合においても安全機能を損なわないものとし，森林火災影響評価

によりその安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置，基礎地

盤の改良その他の適切な措置を行う。 

なお，自然現象の抽出は，国内外の文献等から再処理施設の立地及び周

辺環境を踏まえて再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象を

選定する。 

(a) 竜巻 

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(平成 30 年 11 月 28 日原規技

発第 1812177 号原子力規制委員会決定)に基づき，再処理施設の敷地で想

定される基準竜巻・設計竜巻及びそれらから導かれる設計荷重に対して，

防護措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

高放射性廃液を内蔵する設備等については，基準竜巻・設計竜巻を設

定した上で，原則，防護措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

 

 

現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-5 に示す。 

 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガ

ラス固化技術開発棟の屋上に設置している冷却設備については，供用中

の施設への影響や対策の効果及び対策実施に要する期間等を考慮し，迅

速かつ実効性のある可搬型設備を用いた安全機能の維持や回復の実施を

含め，最適化を図ることとし，その詳細を検討する。 

なお，竜巻発生時においても崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持

できるよう可搬型発電機及び可搬型給水設備を配備している。 

また，竜巻飛来物に対する開口部の防護等について，合理的かつ実効

性のある代替策として，可搬型設備を用いた機能維持を含めて検討した

上で詳細を決定し，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

 

(b) 森林火災 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日原

規技発第 13061912 号原子力規制委員会決定)に基づき森林火災の影響を

評価する。 

安全機能を有する施設は，敷地及び敷地周辺で想定される森林火災が

発生した場合においても安全機能を損なわないものとし，森林火災影響

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

を踏まえ，防護措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

なお，森林火災発生時でも消火活動が行えるよう，核燃料サイクル工

学研究所では消防計画に基づき，自衛消防組織を有している。現状の安

全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-5 に示す。 

 

(c) 火 山 

「原子力発電所の火山影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日原規技発

第 13061910 号原子力規制委員会決定)に基づき影響を評価する。 

再処理施設への火山影響を評価するため，再処理施設に影響を及ぼし

得る火山の抽出，設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価及び

再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象の検討を行

う。 

安全上重要な施設は，想定される火山事象が発生した場合においても

安全機能を損なわないものとし，火山影響評価を踏まえて，防護措置そ

の他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

 

(d) 竜巻，森林火災及び火山の影響以外の自然現象 

竜巻，森林火災及び火山以外の事象に対しては，再処理施設の立地及

び周辺環境を踏まえて，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない

ものとし，影響評価を踏まえて，防護措置その他の適切な措置を行うよ

う検討する。 

なお，竜巻，森林火災及び火山の影響以外の自然現象による安全上重

要な施設の同時損傷を想定した場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機

能及び高放射性廃液の漏えい液回収機能を維持できるよう可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機，可搬型給水設備及び可搬型蒸気供給設備を配備

している。 

(e) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と事故の組合せ 

抽出された自然現象については，その特徴から組合せを考慮する。 

事故については，設備や系統における内的な事象を起因とするものに

対しては，外部からの衝撃である自然現象との因果関係が考えられない

こと，及び自然現象の影響と時間的変化による事故への発展が考えられ

ないことから，自然現象と事故の組合せは考慮しない。 

② 安全機能を有する施設は，周辺監視区域に隣接する地域に事業所，鉄道，

道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合に

評価を踏まえ，防護措置その他の適切な措置を定め，逐次廃止措置計画

の変更申請を行う。 

なお，森林火災発生時でも消火活動が行えるよう，核燃料サイクル工

学研究所では消防計画に基づき，自衛消防組織を有している。現状の安

全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-5 に示す。 

 

(c) 火 山 

「原子力発電所の火山影響評価ガイド」(平成 29 年 11 月 29 日原規技

発第 17112910 号原子力規制委員会決定)に基づき影響を評価する。 

再処理施設への火山影響を評価するため，再処理施設に影響を及ぼし

得る火山の抽出，設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価及び

再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象の検討を行

う。 

安全上重要な施設は，想定される火山事象が発生した場合においても

安全機能を損なわないものとし，火山影響評価を踏まえて，防護措置そ

の他の適切な措置を行うよう検討を進めた上で詳細を定め，逐次廃止措

置計画の変更申請を行う。 

 

(d) 竜巻，森林火災及び火山の影響以外の自然現象 

竜巻，森林火災及び火山以外の事象に対しては，再処理施設の立地及

び周辺環境を踏まえて，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない

ものとし，影響評価を踏まえて，防護措置その他の適切な措置を行うよ

う検討を進めた上で詳細を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，竜巻，森林火災及び火山の影響以外の自然現象による安全上重

要な施設の同時損傷を想定した場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機

能及び高放射性廃液の漏えい液回収機能を維持できるよう可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機，可搬型給水設備及び可搬型蒸気供給設備を配備

している。 

(e) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と事故の組合せ 

抽出された自然現象については，その特徴から組合せを考慮する。 

事故については，設備や系統における内的な事象を起因とするものに

対しては，外部からの衝撃である自然現象との因果関係が考えられない

こと，及び自然現象の影響と時間的変化による事故への発展が考えられ

ないことから，自然現象と事故の組合せは考慮しない。 

② 安全機能を有する施設は，周辺監視区域に隣接する地域に事業所，鉄道，

道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合にお

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

おいて，事業所における火災又は爆発事故，危険物を搭載した車両，船舶

又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により再処理施設の安

全性が損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を行うよう検討す

る。 

なお，人為事象の抽出は，国内外の文献等から再処理施設の立地及び

周辺環境を踏まえて再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事

象を選定する。 

(a) 外部火災(森林火災を除く。) 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日原規

技発第 13061912 号原子力規制委員会決定)に基づき影響を評価する。 

ここでの外部火災としては，近隣工場等の火災及び爆発並びに航空機

墜落による火災を対象とする。また，これらの火災においては，核燃料サ

イクル工学研究所内及びその周辺に存在する屋外の重油タンク等の施設

を対象として，外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮

する。 

安全上重要な施設は，敷地及び敷地周辺で想定される外部火災が発生

した場合においても安全機能を損なわないものとし，外部火災影響評価

を踏まえ，防護措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

なお，外部火災発生時でも消火活動が行えるよう，核燃料サイクル工

学研究所では消防計画に基づき，自衛消防組織を有している。 

(b) 航空機墜落，爆発，外部火災等の火災以外の人為による事象 

再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象として選定され

た航空機墜落，爆発，近隣工場等の火災以外の事象に対しては，再処理施

設の立地及び周辺環境を踏まえて，安全機能を有する施設の安全機能を

損なわないものとし，影響評価を踏まえて，防護措置その他の適切な措

置を行うよう検討する。 

 

なお，人為事象による安全上重要な施設の同時損傷を想定した場合で

も，崩壊熱除去機能，水素掃気機能及び高放射性廃液の漏えい液回収機

能を維持できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型給水設備

及び可搬型蒸気供給設備を配備している。現状の安全対策及び検討中の

安全対策の例を別添 6-1-5 に示す。 

③ 安全機能を有する施設は，航空機の墜落により再処理施設の安全性を損な

うおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置を行うよう検

いて，事業所における火災又は爆発事故，危険物を搭載した車両，船舶又

は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）により再処理施設の安全性

が損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を行うよう検討を進め

た上で詳細を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，人為事象の抽出は，国内外の文献等から再処理施設の立地及び周

辺環境を踏まえて再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象を

選定する。 

(a) 外部火災(森林火災を除く。) 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日原

規技発第 13061912 号原子力規制委員会決定)に基づき影響を評価する。 

ここでの外部火災としては，近隣工場等の火災及び爆発並びに航空機

墜落による火災を対象とする。また，これらの火災においては，核燃料

サイクル工学研究所内及びその周辺に存在する屋外の重油タンク等の施

設を対象として，外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考

慮する。 

安全上重要な施設は，敷地及び敷地周辺で想定される外部火災が発生

した場合においても安全機能を損なわないものとし，外部火災影響評価

を踏まえ，防護措置その他の適切な措置を行うよう検討を進めた上で詳

細を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，外部火災発生時でも消火活動が行えるよう，核燃料サイクル工

学研究所では消防計画に基づき，自衛消防組織を有している。 

(b) 航空機墜落，爆発，外部火災等の火災以外の人為による事象 

再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象として選定さ

れた航空機墜落，爆発，近隣工場等の火災以外の事象に対しては，再処

理施設の立地及び周辺環境を踏まえて，安全機能を有する施設の安全機

能を損なわないものとし，影響評価を踏まえて，防護措置その他の適切

な措置を行うよう検討を進めた上で詳細を定め，逐次廃止措置計画の変

更申請を行う。 

なお，人為事象による安全上重要な施設の同時損傷を想定した場合で

も，崩壊熱除去機能，水素掃気機能及び高放射性廃液の漏えい液回収機

能を維持できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型給水設備

及び可搬型蒸気供給設備を配備している。現状の安全対策及び検討中の

安全対策の例を別添 6-1-5 に示す。 

③ 安全機能を有する施設は，航空機の墜落により再処理施設の安全性を損な

うおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置を行うよう検

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

討する。 

(a) 航空機墜落 

航空機墜落については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の

評価基準について」(平成 21・06・25 原院第 1号(平成 21 年 6 月 30 日原

子力安全・保安院改正))等に基づき防護設計の要否を判断する。 

 

7)再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

再処理施設への人の不法な侵入，再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を

有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物

件が持ち込まれること及び不正アクセス行為を防止するため，核物質防護対

策として，適切な措置を講じた設計とし，必要な機材を配備するよう検討す

る。 

再処理施設への人の不法な侵入の防止については，性能維持施設を含む区

域を設定し，その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート

造りの壁などの障壁によって防護し，巡視等を行うことにより接近管理及び

出入管理を行えるよう検討する。 

 

 

 

 

 

再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与

え，又は他の物件を損傷するおそれのある物件が持ち込まれることの防止に

ついては，区域の境界において，必要な機材等による持込点検を行えるよう

検討する。 

 

 

 

 

 

不正アクセス防止については，再処理施設の装置の操作に係る情報システ

ムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることがないように，

当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する他，当該情報シス

テムへの施錠管理を行えるよう検討する。 

 

 

討を進めた上で詳細を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

(a) 航空機墜落 

航空機墜落については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率

の評価基準について」(平成 21・06・25 原院第 1号(平成 21 年 6 月 30 日

原子力安全・保安院改正))等に基づき防護設計の要否を判断する。 

 

7)再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

 

 

 

 

 

① 人の不法な侵入の防止 

再処理施設のうち，核燃料物質等を取り扱う建家の外側に周辺防護区域

及び立入制限区域を設定し，それぞれの区域境界に十分な高さを有した鋼製

の人の不法な侵入が困難な構造のフェンスを設置し出入口を施錠する。 

また，再処理施設への人の立入りは立入制限区域境界に設置した出入管

理所の警備員が入域資格を確認した上で立入りさせる。なお，その他の出入

口から立入りさせる場合は，警備員により出入管理所における措置と同等の

確認を行った上で立入りさせる。 

② 不正な物件の持込みの防止 

再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与

え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることがないよ

うに，立入制限区域境界の出入管理所に設置する持込検査装置又は警備員に

よる荷物の外観点検及び開封点検により不正な物件の持込みを防止する。ま

た，車両についても荷物の点検及び車両点検を行うことにより不正な物件の

持込みを防止する。なお，その他の出入口から物件を持ち込む場合は，警備

員による荷物の外観点検及び開封点検により不正な物件の持込みを防止す

る。 

③ 不正アクセスの防止 

再処理施設の情報システムは，核燃料物質等を取り扱う建家のうち，安全

上重要な施設の機器・構築物に接続されたシステム及び核物質防護システム

で構成し，これらのシステムに対する電気通信回線を通じた不正アクセス行

為を防止する設計とする。 

(a) 外部からの不正アクセスの防止 

電気通信回線を通じた外部からの不正アクセス行為を受けることが

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)再処理施設内における溢水による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安

全性を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置を行

うよう検討する。 

ないよう，外部と物理的に接続しない設計とする。 

(b) 内部からの不正アクセスの防止 

内部における不正アクセスを防止するため，対象とする情報システム

に関するアクセス管理，調達管理及び電子媒体管理を行う。 

アクセス管理については，当該システムを設置する制御盤の施錠によ

り管理を行う。 

電子媒体の管理は，電子媒体によるウイルス感染を防止するため，使

用前にウイルスチェックを行う。 

また，電子媒体によりプログラムの変更を実施する場合には，調達管

理として調達プロセスにセキュリティ要件を入れる。 

なお，上記の（a）及び（b）の対策は，不正アクセスが行われるおそ

れがある場合又は行われた場合に迅速に対応できるよう情報システム

セキュリティに関する計画を定める。 

④ 核燃料物質等の不法な移動の防止 

敷地内の人による核燃料物質等の移動については，所定の手続に基づき

承認を得てから移動を行うことにより，核燃料物質等の不法な移動を防止す

る。 

⑤ 手順等 

再処理施設のうち核燃料物質等を取り扱う建家に対する人の不法な侵入

及び不正な物件の持込みを防止するため，周辺防護区域及び立入制限区域の

フェンス設置，出入口の施錠管理，巡視及び出入管理所における人，荷物及

び車両の点検を行うための手順を整備する。 

(a) 出入管理所における点検及び検査に係る業務については，手順を作成

し，それに基づき実施する他，定期的に教育及び訓練を実施する。 

(b) 再処理施設のうち，周辺防護区域，立入制限区域境界のフェンス，出

入管理所及び出入管理所の持込検査装置は，保守及び修理により機能

を維持する。 

(c) 再処理施設のうち核燃料物質等を取り扱う建家の周辺に設置された立

入制限区域の境界及び区域内を定期的に巡視する。 

 

上記の対策については，核物質防護対策の一環として実施する。 

 

8)再処理施設内における溢水による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその

安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置を

行うための詳細設計を実施する。現に供用中の設備の改造を要する場合は，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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〇基本設計の反映 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

14/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド(平成 26 年 8 月 6 日原規技発

第 1408064 号原子力規制委員会決定)」(以下「内部溢水影響評価ガイド」と

いう。)に基づき影響を評価する。安全上重要な施設は，再処理施設内におい

て想定される溢水に対し，没水，被水及び蒸気漏えいによる影響により，可

搬型設備も含めて崩壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能及びその支援

機能を維持する。また，事故対処設備及び屋内のアクセスルートが，溢水に

よる没水により機能を損なうことを防止する設計とすることとし，安全上重

要な施設の機能を喪失させるおそれのある配管や事故対応に必要となるア

クセスルート上の配管に対して，地震による溢水が生じないように必要に応

じサポートを追加敷設する等の具体的な溢水対策の設計を実施するよう検

討する。 

 

 

 

 

なお，内部溢水により多重化された安全上重要な施設の同時損傷を想定し

た場合でも，崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機及び可搬型給水設備を配備している。現状の安全対策

及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-6 に示す。 

 
9)再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいにより

その安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措

置を行うよう検討する。 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，安全機能の重要度に応じて機能を確保する

観点から，安全上重要な施設は，再処理施設内において想定される化学薬品

の漏えいに対し，内部溢水影響評価ガイドに基づき評価を行い，安全機能を

損なわないものとするよう検討する。 

なお，化学薬品の漏えいにより多重化された安全上重要な施設の同時損傷

を想定した場合でも，崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持できるよう可

安全機能への影響，保安確保のための手段及び関連する防護対策への影響等

について検討し，必要となる機能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏

まえ，防護方法を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド(平成 26 年 8 月 6 日原規技発

第 1408064 号原子力規制委員会決定)」(以下「内部溢水影響評価ガイド」と

いう。)に基づき影響を評価する。安全上重要な施設は，再処理施設内におい

て想定される溢水（没水，被水及び蒸気漏えいによる影響）に対し，可搬型

設備による対応も含めて崩壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能及びそ

の支援機能を維持する。また，事故対処設備及び屋内のアクセスルートが，

溢水による没水により機能を損なうことを防止する設計とすることとし，安

全上重要な施設の機能を喪失させるおそれのある配管や事故対応に必要と

なるアクセスルート上の配管に対して，地震による溢水が生じないように必

要に応じサポートを追加敷設する等の具体的な溢水対策について詳細を定

め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，「内部溢水影響評価ガイド」に基づき，既設の液体を内包する配管

に対する耐震評価を行い，内部溢水による防護対象機器への影響評価を行う

とともに，必要な内部溢水対策に係る基本設計として，配管の耐震補強対策

や堰等の流入障壁設置等の対策について検討を行った。 

また，内部溢水により多重化された安全上重要な施設の同時損傷を想定し

た場合でも，崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機及び可搬型給水設備を配備している。現状の安全対策

及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-6 に示す。 

 

9)再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいによ

りその安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な

措置を行うための詳細設計を実施する。現に供用中の設備の改造を要する場

合は，安全機能への影響，保安確保のための手段及び関連する防護対策への

影響等について検討し，必要となる機能維持の代替方法，対策に要する期間

等を踏まえ，防護方法を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

安全機能を有する施設のうち，安全機能の重要度に応じて機能を確保す

る観点から，安全上重要な施設は，再処理施設内において想定される化学薬

品の漏えいに対し，内部溢水影響評価ガイドに基づき評価を行い，安全機能

を損なわないものとする。 

なお，化学薬品の漏えいにより多重化された安全上重要な施設の同時損

傷を想定した場合でも，崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持できるよう

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

搬型発電機，可搬型空気圧縮機及び可搬型給水設備を配備している。現状の

安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-6 に示す。 

 

10)材料及び構造 

① 安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造

物のうち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なものの材料及び構造

は，設計上要求される強度及び耐食性の確保を検討する。 

② 安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち，再処理施設の安全性を

確保する上で重要なものは，適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったと

き，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないよう検討する。 

 
 
11)閉じ込めの機能 

安全機能を有する施設は，次に掲げるところにより，使用済燃料等を限定

された区域に閉じ込める機能を保持する設計としている。 
① 流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流

体を導く管を接続する場合には，既往の許認可のとおり流体状の使用済燃

料等が使用済燃料等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造

としている。 
② セルは，既往の許認可のとおりその内部を常時負圧状態に維持している。 
③ 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは，既往

の許認可のとおり当該設備からの当該物質の漏えいを監視し得る構造であ

り，かつ，当該物質が漏えいした場合にこれを安全に処理し得る構造であ

るとともに当該物質がセル外に漏えいするおそれがない構造としている。 
④ セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備から，使用済燃

料等が当該設備の冷却水，加熱蒸気その他の熱媒中に漏えいするおそれが

ある場合は，当該熱媒の系統は，必要に応じて，漏えい監視設備を既往の許

認可のとおり備えるとともに，汚染した熱媒を安全に処理し得るように設

置している。  
⑤ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物

質（以下「プルトニウム等」という。）を取り扱うグローブボックスは，既

往の許認可のとおりその内部を常時負圧状態に維持し得るものであり，か

つ，給気口及び排気口を除き密閉することができる構造としている。 
⑥ 液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは，既往の許認可の

とおり当該物質がグローブボックス外に漏えいするおそれがない構造とし

ている。  

可搬型発電機，可搬型空気圧縮機及び可搬型給水設備を配備している。現状

の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-6 に示す。 

 

10)材料及び構造 

① 安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物

のうち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なものの材料及び構造は，

既往の許認可のとおり設計上要求される強度及び耐食性を確保している。 

② 安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち，再処理施設の安全性を

確保する上で重要なものは，適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき，

これに耐え，かつ，著しい漏えいがないよう既往の許認可のとおり設計し

ている。 

 

11)閉じ込めの機能 
安全機能を有する施設は，次に掲げるところにより，使用済燃料等を限定

された区域に閉じ込める機能を保持する設計としている。 
① 流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流

体を導く管を接続する場合には，既往の許認可のとおり流体状の使用済燃

料等が使用済燃料等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造

としている。 
② セルは，既往の許認可のとおりその内部を常時負圧状態に維持している。 
③ 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは，既往

の許認可のとおり当該設備からの当該物質の漏えいを監視し得る構造であ

り，かつ，当該物質が漏えいした場合にこれを安全に処理し得る構造であ

るとともに当該物質がセル外に漏えいするおそれがない構造としている。 
④ セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備から，使用済燃

料等が当該設備の冷却水，加熱蒸気その他の熱媒中に漏えいするおそれが

ある場合は，当該熱媒の系統は，必要に応じて，漏えい監視設備を既往の

許認可のとおり備えるとともに，汚染した熱媒を安全に処理し得るように

設置している。  
⑤ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物

質（以下「プルトニウム等」という。）を取り扱うグローブボックスは，既

往の許認可のとおりその内部を常時負圧状態に維持し得るものであり，か

つ，給気口及び排気口を除き密閉することができる構造としている。 
⑥ 液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは，既往の許認可の

とおり当該物質がグローブボックス外に漏えいするおそれがない構造とし

ている。  

 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

〇現況の安全対策の

明記 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

⑦ 密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，その開口部の風速を

適切に維持し得るものとするよう検討する。  
⑧ プルトニウム等を取り扱う室（保管廃棄する室を除く。）及び使用済燃料等

による汚染の発生のおそれがある室は，既往の許認可のとおりその内部を

負圧状態に維持し得るものとしている。 
⑨ 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設（液体状の使用済

燃料等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は，次に掲げる対策

を講じている。 
(a) 施設内部の床面及び壁面は，既往の許認可のとおり液体状の使用済燃料

等が漏えいし難い構造としている。 

(b) 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入

口若しくはその周辺部には，既往の許認可のとおり液体状の使用済燃料

等が施設外へ漏えいすることを防止するための堰を設置しているか，施

設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合は，液体状

の使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないものとしている。 

(c) 工場等の外に排水を排出する排水路に使用済燃料等により汚染された排

水を安全に廃棄する設備及び再処理維持基準規則第二十七条第三号に掲

げる事項を計測する設備を既往の許認可のとおり設置している。 

 

12)遮蔽 
省略 

 
13)換気  

再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を

防止する必要がある場所には，次に掲げるところにより換気設備が設けら

れている。  
① 放射線障害を防止するために必要な換気能力を既往の許認可のとおり有

している。 
② 使用済燃料等により汚染された空気が既往の許認可のとおり逆流するお

それがない構造としている。  
③ ろ過装置を設ける場合にあっては，既往の許認可のとおりろ過装置の機能

が適切に維持し得るものであり，かつ，ろ過装置の使用済燃料等による汚

染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造としている。 
④ 給気口は，使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いものとするよ

う検討する。 
 

⑦ 密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，既往の許認可のとお

りその開口部の風速を適切に維持し得る設計としている。 
⑧ プルトニウム等を取り扱う室（保管廃棄する室を除く。）及び使用済燃料等

による汚染の発生のおそれがある室は，既往の許認可のとおりその内部を

負圧状態に維持し得るものとしている。 
⑨ 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設（液体状の使用済

燃料等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は，次に掲げる対策

を講じている。 
(a) 施設内部の床面及び壁面は，既往の許認可のとおり液体状の使用済燃料

等が漏えいし難い構造としている。 

(b) 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入

口若しくはその周辺部には，既往の許認可のとおり液体状の使用済燃料

等が施設外へ漏えいすることを防止するための堰を設置しているか，施

設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合は，液体状

の使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないものとしている。 

(c) 工場等の外に排水を排出する排水路に使用済燃料等により汚染された排

水を安全に廃棄する設備及び再処理維持基準規則第二十七条第三号に掲

げる事項を計測する設備を既往の許認可のとおり設置している。 

 

12)遮蔽 
変更なし 

 
13)換気 

再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害

を防止する必要がある場所には，次に掲げるところにより換気設備が設け

られている。  
① 放射線障害を防止するために必要な換気能力を既往の許認可のとおり有し

ている。 
② 使用済燃料等により汚染された空気が既往の許認可のとおり逆流するおそ

れがない構造としている。  
③ ろ過装置を設ける場合にあっては，既往の許認可のとおりろ過装置の機能

が適切に維持し得るものであり，かつ，ろ過装置の使用済燃料等による汚

染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造としている。 
④ 給気口は，既往の許認可のとおり使用済燃料等により汚染された空気を吸

入し難いものとしている。 
 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の 

明記 
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14)使用済燃料等による汚染の防止 
① 再処理施設のうち人が頻繁に出入りする建家内部の壁，床その他の部分で

あって，使用済燃料等により汚染されるおそれがあり，かつ，人が触れる

おそれがあるものの表面は，使用済燃料等による汚染を除去しやすいもの

とするよう検討する。 
② 再処理施設には，人が触れるおそれがある器材その他の物が使用済燃料等

により汚染された場合に当該汚染を除去するための設備を設けるよう検

討する。 
 
15)安全機能を有する施設 

① 安全機能を有する施設は，事故時及び事故に至るまでの間に想定される全

ての環境条件において，安全機能を発揮することができる設計とするよう

検討する。 

② 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全

機能の重要度に応じ，可搬型設備も含めて再処理施設の運転中又は停止中

に検査又は試験ができるよう検討する。 

③ 安全機能を有する施設は，その安全機能を維持するため，適切な保守及び

修理ができるよう検討する。 

④ 安全機能を有する施設に属する設備であって，ポンプその他の機器又は配

管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け，再処理施設の安全性を損なうこ

とが想定されるものは，防護措置その他の適切な措置を行うよう検討す

る。 

 

 

 

⑤ 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合において，

再処理施設の安全性が損なわれないよう検討する。 

 

16)安全上重要な施設 

 

 

 

 

 

 

 

14)使用済燃料等による汚染の防止 
① 再処理施設のうち人が頻繁に出入りする建家内部の壁，床その他の部分で

あって，使用済燃料等により汚染されるおそれがあり，かつ，人が触れる

おそれがあるものの表面は，既往の許認可のとおり使用済燃料等による汚

染を除去しやすいものとしている。 
② 再処理施設には，人が触れるおそれがある器材その他の物が使用済燃料等

により汚染された場合に当該汚染を除去するための設備を設けている。 
 
 
15)安全機能を有する施設 

① 安全機能を有する施設は，事故時及び事故に至るまでの間に想定される全

ての環境条件において，安全機能を発揮することができる設計としている。 

 

② 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機

能の重要度に応じ，可搬型設備も含めて再処理施設の運転中又は停止中に

検査又は試験ができる設計としている。 

③ 安全機能を有する施設は，その安全機能を維持するため，既往の許認可のと

おり適切な保守及び修理ができる設計としている。 

④ 安全機能を有する施設に属する設備であって，ポンプその他の機器又は配

管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け，再処理施設の安全性を損なうこ

とが想定されるものは，防護措置その他の適切な措置に係る詳細設計を実

施する。現に供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保

安確保のための手段及び関連する防護対策への影響等について検討し，必

要となる機能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，防護方法を

定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

⑤ 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合において，再

処理施設の安全性が損なわれないようなものとしている。 

 

16)安全上重要な施設 

機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがある

もの及び事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止

するため，放射性物質又は放射線が再処理施設を設置する工場又は事業所外

へ放出されることを抑制し，又は防止するものを安全上重要な施設とする。 

ガラス固化技術開発施設（TVF）については，既往の許認可で安全上重要

な施設としているものを選定し，その他の施設については，今後の使用計画

を踏まえ「事業指定基準規則（第１条 定義）」の解釈に示された 15 項目に

 

 

 

〇現況の安全対策の 

明記 

 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

〇安全上重要な施設 

を定めるため 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

非常用電源設備その他の安全上重要な施設は，再処理施設の安全性を確

保する機能を維持するために必要がある場合において，当該施設自体又は

当該施設が属する系統として多重性を有する設計とするよう検討する。 

安全上重要な施設については，事業指定基準規則の定義を踏まえて設定

するものとし，表 6-2 に概要を示す。詳細については，性能維持施設の選

定を踏まえて平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変更申請

を行う。 

安全上重要な施設は，動的機器の単一故障が発生した場合においても，

崩壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持するものとし，動的機

器の 2重化，系統分離等に係る具体的な設計を実施するよう検討する。 

 

 

 

 

なお，安全上重要な施設の同時損傷を考慮した場合でも，崩壊熱除去機

能及び水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機及

び可搬型給水設備を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策

の例を別添 6-1-7 に示す。 

 

17)搬送設備 
使用済燃料等を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがな

いものを除く。）は，次に掲げるとおりとする。  
① 通常搬送する必要がある使用済燃料等を搬送する能力を有するものとす

るよう検討する。 
② 搬送中の使用済燃料が破損するおそれがないよう検討する。 
③ 使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合に，使用済燃料

等を安全に保持するものとするよう検討する。 
 
18)安全避難通路等 

① その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全

避難通路を設けるよう検討する。 

該当する施設を選定した。 

なお，地震，津波，竜巻等の外部事象を考慮した場合に機能を維持するこ

とが困難な施設については，安全上重要な施設に求められる設計要求に対し

て，可搬型設備による代替策を含めた対策を検討する。選定結果の詳細を別

添 6-1-16 に示す。 

非常用電源設備その他の安全上重要な施設は，再処理施設の安全性を確

保する機能を維持するために必要がある場合において，当該施設自体又は

当該施設が属する系統として多重性を有する設計とする。 

 

 

 

 

安全上重要な施設は，動的機器の単一故障が発生した場合においても，

崩壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持するものとし，動的機

器の 2 重化，系統分離等に係る詳細設計を実施する。現に供用中の設備の

改造を要する場合は，安全機能への影響，保安確保のための手段及び関連

する防護対策への影響等について検討し，必要となる機能維持の代替方法，

対策に要する期間等を踏まえ，防護方法を定め，逐次廃止措置計画の変更

申請を行う。 

なお，安全上重要な施設の同時損傷を考慮した場合でも，崩壊熱除去機

能及び水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機及

び可搬型給水設備を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策

の例を別添 6-1-7 に示す。 

 

17)搬送設備 
使用済燃料等を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがな

いものを除く。）は，次に掲げるとおりとする。  
① 通常搬送する必要がある使用済燃料等を搬送する設備は，既往の許認可の

とおりその能力を有するものとしている。 
② 搬送中の使用済燃料が破損するおそれがない構造としている。 
③ 使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合に，使用済燃料

等を安全に保持する構造としている。 
 
18)安全避難通路等 

① その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避

難通路を設けている。 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

〇安全上重要な施設

を定めるため 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

② 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明

を既往の許認可のとおり設けている。 
③ 事故が発生した場合に用いる照明（避難用の照明を除く。）及びその専用の

電源を設けるよう検討する。 
 

19)使用済燃料の貯蔵施設等 

① 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，次に掲げる構造としている。 

(a) 使用済燃料の崩壊熱を既往の許認可のとおり安全に除去し得る構造

としている。なお，再処理施設は，今後新たに使用済燃料を受け入れ

ることはないこと及び現有の使用済燃料は十分冷却されていること

から，プール水が全喪失したとしても燃料が溶融するような温度上昇

に至ることはなく臨界のおそれもない。プール水全喪失時の影響評価

を別添 6-1-8 に示す。 

(b) 使用済燃料を受け入れ，又は貯蔵する水槽は，既往の許認可のとおり

次に掲げる構造としている。 

a) 水があふれ，又は漏えいするおそれがない構造としている。 

b) 使用済燃料貯蔵プールには，浄化装置を設けている。 

c) 液位計にて水の漏えいを含めた水槽の液位低下を確認できる設計

としている。 

② プルトニウムの製品貯蔵施設及びウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)

粉末を貯蔵する粉末貯蔵室については，搬出するまでの期間，製品の崩壊

熱を安全に除去できるよう検討する。 

 

20)計測制御系統施設 

① 再処理施設には，次に掲げる事項その他必要な事項を計測し，制御する設

備を設けるよう検討する。この場合において，当該事項を計測する設備に

ついては，直接計測することが困難な場合は間接的に計測する設備をもっ

て替えることとする。 

(a) ウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度  

(b) 濃縮ウラン溶解槽内の温度 

(c) 蒸発缶内の温度及び圧力 

(d) 高放射性廃液を保有する貯槽の冷却水流量及び温度  

② 再処理施設には，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処

理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき，再処理維持基準規則

第二十七条第二号の放射性物質の濃度若しくは同条第四号の外部放射線

に係る原子力規制委員会の定める線量当量が著しく上昇したとき又は液

② 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明を

既往の許認可のとおり設けている。 
③ 事故が発生した場合に用いる照明（避難用の照明を除く。）及びその専用の

電源を設けている。 
 

19)使用済燃料の貯蔵施設等 

① 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，次に掲げる構造としている。 

(a) 使用済燃料の崩壊熱を既往の許認可のとおり安全に除去し得る構造と

している。再処理施設は，今後新たに使用済燃料を受け入れることは

ないこと及び現有の使用済燃料は十分冷却されていることから，プー

ル水が全喪失したとしても燃料が溶融するような温度上昇に至ること

はなく臨界のおそれもない。プール水全喪失時の影響評価を別添 6-1-

8 に示す。 

(b) 使用済燃料を受け入れ，又は貯蔵する水槽は，既往の許認可のとおり

次に掲げる構造としている。 

a) 水があふれ，又は漏えいするおそれがない構造としている。 

b) 使用済燃料貯蔵プールには，浄化装置を設けている。 

c) 液位計にて水の漏えいを含めた水槽の液位低下を確認できる設計とし

ている。 

② プルトニウムの製品貯蔵施設及びウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)粉

末を貯蔵する粉末貯蔵室については，搬出するまでの期間，製品の崩壊熱

を安全に除去できる構造としている。 

 

20)計測制御系統施設 

① 再処理施設には，次に掲げる事項その他必要な事項を計測し，制御する設

備を既往の許認可のとおり設けている。この場合において，当該事項を計

測する設備については，直接計測することが困難な場合は間接的に計測す

る設備をもって替えることとする。 

(a) ウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度  

(b) 濃縮ウラン溶解槽内の温度 

(c) 蒸発缶内の温度及び圧力 

(d) 高放射性廃液を保有する貯槽の冷却水流量及び温度  

② 再処理施設には，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処

理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき，再処理維持基準規則

第二十七条第二号の放射性物質の濃度若しくは同条第四号の外部放射線に

係る原子力規制委員会の定める線量当量が著しく上昇したとき又は液体状

明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

20/230 

変 更 前 
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体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えい

するおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速やかに警報する設

備を設けるよう検討する。 

 

21)安全保護回路 

再処理施設は特定廃液及び回収可能核燃料物質を有しており，廃液の処理

や核燃料物質回収作業の方法及び時期等に合わせて，安全保護回路を設定し

た上で以下のとおり適切な措置を行うよう検討する。 

① 再処理施設には，安全保護回路を設ける。 

② 安全保護回路は，次に掲げるものとする。 

(a) 事故が発生した場合において，これらの異常な状態を検知し，これら

の核的，熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備の作

動を速やかに，かつ，自動的に開始させる設計とする。 

(b)  火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生

じたときに，これらを抑制し，又は防止するための設備（上記(a)を除

く。）の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる設計とする。  

(c)  系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは，単一故障が起

きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において，

安全保護機能を失わないよう，多重性を確保する設計とする。 

(d)  駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合におい

ても，再処理施設をより安全な状態に移行するか，又は当該状態を維

持することにより，再処理施設の安全上支障がない状態を維持できる

設計とする。 

(e)  不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作を

させず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止す

るために必要な措置を講ずる。  

(f)  計測制御系の一部を安全保護回路と共用する場合には，その安全保

護機能を失わないよう，計測制御系から機能的に分離されたものとす

る。 

 

22)制御室等 

① 再処理施設には，主要な建家に制御室を既往の許認可のとおり設けている。  

② 制御室は，当該制御室において制御する工程の設備の運転状態を表示する

装置，当該工程の安全性を確保するための設備を操作する装置，当該工程

の異常を表示する警報装置その他の当該工程の安全性を確保するための

主要な装置を集中し，かつ，誤操作することなく適切に運転操作すること

の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするお

それが生じたときに，既往の許認可のとおりこれらを確実に検知して速や

かに警報する設備を設けている。 

 

21)安全保護回路 

再処理施設は特定廃液及び回収可能核燃料物質を有しており，廃液の処理

や核燃料物質回収作業の方法及び時期等に合わせて，安全保護回路を設定し

た上で以下のとおり適切な措置を行っている。 

① 再処理施設には，既往の許認可のとおり安全保護回路を設けている。 

② 安全保護回路は，次に掲げるものとする。 

(a) 事故が発生した場合において，これらの異常な状態を検知し，これら

の核的，熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備の作

動を速やかに，かつ，自動的に開始させる設計としている。 

(b)  火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生

じたときに，これらを抑制し，又は防止するための設備（上記(a)を除

く。）の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる設計としている。 

(c)  系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは，単一故障が起

きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において，

安全保護機能を失わないよう，多重性を確保する設計としている。 

(d)  駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合におい

ても，再処理施設をより安全な状態に移行するか，又は当該状態を維

持することにより，再処理施設の安全上支障がない状態を維持できる

設計としている。 

(e)  不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作を

させず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止す

るために必要な措置を講じている。 

(f)  計測制御系の一部を安全保護回路と共用する場合には，その安全保

護機能を失わないよう，計測制御系から機能的に分離されたものとし

ている。 

 

22)制御室等 
① 再処理施設には，主要な建家に制御室を既往の許認可のとおり設けている。  

② 制御室は，既往の許認可のとおり当該制御室において制御する工程の設備

の運転状態を表示する装置，当該工程の安全性を確保するための設備を操

作する装置，当該工程の異常を表示する警報装置その他の当該工程の安全

性を確保するための主要な装置を集中し，かつ，誤操作することなく適切

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 
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ができるよう検討する。 

③ 制御室には，再処理施設の外部の状況を把握するための装置を設けるよう

検討する。 

なお，再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を把握でき

るよう分離精製工場(MP)及びガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟に再

処理施設の外部の状況を把握するための装置を設けており，それぞれの

建家の制御室にて監視できるものとしている。 

④ 分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性を確保す

るために必要な温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項（以

下「パラメータ」という。）を監視するための設備及び再処理施設の安全性

を確保するために必要な操作を手動により行うことができるよう検討す

る。 

⑤ 事故対策を行う制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従

事者が制御室に出入りするための区域には，事故が発生した場合に再処理

施設の安全性を確保するための措置をとるため，従事者が支障なく制御室

に入り，又は一定期間とどまり，かつ，当該措置をとるための操作を行う

ことができるよう，遮蔽その他の適切な放射線防護措置，気体状の放射性

物質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する換気

設備の隔離その他の当該従事者を適切に防護するよう検討する。 

 

 

 

 

なお，分離精製工場(MP)及びガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟の制

御室には，換気循環設備を設けている。 

 

23)廃棄施設 

放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除

く。）は，次に掲げるとおりとする。  

① 周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質

の海洋放出に起因する線量がそれぞれ原子力規制委員会の定める値以下

になるように再処理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力

を既往の許認可のとおり有している。 

② 放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置するよう検討

する。 

 

に運転操作することができる設計としている。 

③ 制御室には，再処理施設の外部の状況を把握するための装置を設けている。 

 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を把握できるよう分

離精製工場(MP)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟

に再処理施設の外部の状況を把握するための装置を設けており，それぞれ

の建家の制御室にて監視できるものとしている。 

④ 分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性を確保す

るために必要な温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項（以

下「パラメータ」という。）を監視するための設備及び再処理施設の安全性

を確保するために必要な操作を手動により行うことができる設計としてい

る。 

⑤ 事故対策を行う制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事

者が制御室に出入りするための区域には，事故が発生した場合に再処理施

設の安全性を確保するための措置をとるため，従事者が支障なく制御室に

入り，又は一定期間とどまり，かつ，当該措置をとるための操作を行うこ

とができるよう，遮蔽その他の適切な放射線防護措置，気体状の放射性物

質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する換気設備

の隔離その他の当該従事者を適切に防護する対策に係る詳細設計を実施す

る。現に供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保安確

保のための手段及び関連する防護対策への影響等について検討し，必要と

なる機能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，防護方法を定め，

逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，分離精製工場(MP)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技

術開発棟の制御室には，換気循環設備を設けている。 

 

23)廃棄施設 

放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除

く。）は，次に掲げるとおりとする。  

① 周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の

海洋放出に起因する線量がそれぞれ原子力規制委員会の定める値以下にな

るように再処理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を既往

の許認可のとおり有している。  

② 廃棄施設は，既往の許認可のとおり放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する

設備と区別して設置している。ただし，放射性廃棄物以外の流体状の廃棄

物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において，流体状の

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

〇現況の安全対策の

明記 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

〇記載の適正化 
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③ 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は，既往の許認可のとおり排気口以

外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出しない構造としている。 

④ 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあって

は，既往の許認可のとおりろ過装置の機能が適切に維持し得るものであ

り，かつ，ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替

えが容易な構造としている。 

⑤ 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は，既往の許認可のとおり海洋放出

口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがない構造

としている。 

 

24)保管廃棄施設 

省略 

 

25)放射線管理施設 

省略 

 

26)保安電源設備 

① 再処理施設には，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，

再処理施設の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するため

に，既往の許認可のとおり内燃機関を原動力とする非常用電源設備を設け

ている。 

② 再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備には，無停電電源装

置を既往の許認可のとおり設けている。 

③ 保安電源設備は，外部電源系統及び非常用電源設備から再処理施設の安全

性を確保するために必要な設備への電力の供給が停止することがないよう

に，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を防止す

るために必要な措置を既往の許認可のとおり講じている。 

④ 再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は，当該再処理施設

において既往の許認可のとおり受電可能なものであり，かつ，それにより当

該再処理施設を電力系統に連系する構造としている。 

⑤ 非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保し，及び独立性を確保

し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であって

も，事故時において安全上重要な施設及び事故に対処するための設備がそ

の機能を確保するために十分な容量を有するものとするよう検討する。 

放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流

するおそれがないときは，この限りでない。 

③ 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は，既往の許認可のとおり排気口以

外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出しない構造としている。 

④ 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあって

は，既往の許認可のとおりろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり，

かつ，ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが

容易な構造としている。 

⑤ 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は，既往の許認可のとおり海洋放出

口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがない構造と

している。 

 

24)保管廃棄施設 

変更なし 

 

25)放射線管理施設 

変更なし 

 

26)保安電源設備 

① 再処理施設には，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，

再処理施設の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するため

に，既往の許認可のとおり内燃機関を原動力とする非常用電源設備を設け

ている。 

② 再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備には，無停電電源装

置を既往の許認可のとおり設けている。 

③ 保安電源設備は，外部電源系統及び非常用電源設備から再処理施設の安全

性を確保するために必要な設備への電力の供給が停止することがないよう

に，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を防止

するために必要な措置を既往の許認可のとおり講じている。 

④ 再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は，当該再処理施設

において既往の許認可のとおり受電可能なものであり，かつ，それにより

当該再処理施設を電力系統に連系する構造としている。 

⑤ 非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保し，及び独立性を確保

し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であって

も，事故時において安全上重要な施設及び事故に対処するための設備がそ

の機能を確保するために十分な容量を有するものを検討した上で詳細につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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なお，地震，津波，外部からの衝撃等に対して，電源供給機能を維持で

きない場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持でき

るよう可搬型発電機を配備している。 

 

27)緊急時対策所 

工場等には，事故が発生した場合に適切な措置をとるため，緊急時対策所

を制御室以外の場所に設けるよう検討する。 

 

 

 

28)通信連絡設備 

① 工場等には，事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示

ができるよう，警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備を設けるよう

検討する。 

② 工場等には，事故が発生した場合において再処理施設外の通信連絡をする

必要がある場所と通信連絡ができるよう，多様性を確保した専用通信回線

を設けるよう検討する。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添

6-1-9 に示す。 

 

 

 

29)火災等による損傷の防止 

 

 

 

 

 

① 事故対処施設は，火災又は爆発の影響を受けることにより重大事故に至る

おそれがある事故又は重大事故（以下「重大事故等」という。）に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがある場合において，既存の消火設

備及び警報設備の有効性を確認した上で，必要に応じて追加の安全対策を

検討する。 

② 上記①の消火設備及び警報設備は，その故障，損壊又は異常な作動により

重大事故等に対処するために必要な機能に著しい支障を及ぼすおそれが

ないものとする。 

いて定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，地震，津波，外部からの衝撃等に対して，電源供給機能を維持でき

ない場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持できる

よう可搬型発電機を配備している。 

 

27)緊急時対策所 

緊急時対策所は，制御室をもつ再処理施設のある保全区域の外の場所に

ある，既設の防災管理棟の緊急時対策所を使用する。津波で使用できない場

合は高台の地層処分基盤研究施設に整備する第二緊急時対策所を代替措置

として使用する。 

 

28)通信連絡設備 

① 工場等には，事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示

ができるよう，警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備を設けるよう

検討を進めた上で詳細を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

② 工場等には，事故が発生した場合において再処理施設外の通信連絡をする

必要がある場所と通信連絡ができるよう，多様性を確保した専用通信回線

を設けるよう検討を進めている。その後，詳細について定め，逐次廃止措置

計画の変更申請を行う。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添

6-1-9 に示す。 

 

29)重大事故対処施設 

① 火災等による損傷の防止 
火災等による損傷の防止対策に係る詳細設計を実施する。現に供用中の設

備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保安確保のための手段及び関

連する防護対策への影響等について検討し，必要となる機能維持の代替方法，

対策に要する期間等を踏まえ，防護方法を定め，逐次廃止措置計画の変更申

請を行う。 

(a)事故対処施設は，火災又は爆発の影響を受けることにより重大事故に至る

おそれがある事故又は重大事故（以下「重大事故等」という。）に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがある場合において，既存の消火設

備及び警報設備の有効性を確認した上で，必要に応じて追加の安全対策を

検討する。 

(b)上記（a）の消火設備及び警報設備は，その故障，損壊又は異常な作動によ

り重大事故等に対処するために必要な機能に著しい支障を及ぼすおそれ

がないものとする。 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 
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③ 事故対処施設であって，火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるも

のは，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに，「2）火災

等による損傷の防止」と同様に必要に応じて防火壁の設置その他の適切な

防護措置を行うよう検討する。 

 なお，内部火災による多重化された安全上重要な施設の同時損傷を想

定した場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機能及び高放射性廃液の漏

えい液回収機能を維持できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可

搬型給水設備及び可搬型蒸気供給設備を配備している。現状の安全対策

及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-10 に示す。 

④ 事故対処施設は，火災又は爆発によりその重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれないよう，次に掲げるとおりとする。 

(a) 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置

を講じるものとするよう検討する。 

(b) 避雷設備については各建家及び排気筒に建築基準法，消防法等に基

づき避雷針を設置するよう検討する。その他の自然現象による火災

発生を防止するための対策を検討している。 

 

30)事故対処施設の地盤 

事故対処施設は，次に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ次に定める地盤

に設置するよう検討する。 

① 事故対処設備のうち常設のもの（事故対処設備のうち可搬型のもの（以下

「可搬型事故対処設備」という。）と接続するものにあっては，当該可搬型

事故対処設備と接続するために必要な再処理施設内の常設の配管，弁，ケ

ーブルその他の機器を含む。以下「常設事故対処設備」という。）であって，

耐震重要施設に属する事故に対処するための設備が有する機能を代替す

るもの（以下「常設耐震重要事故対処設備」という。）が設置される事故対

処施設 

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該事故対処施設

を十分に支持することができる地盤とする。 

 

② 常設耐震重要事故対処設備以外の常設事故対処設備が設置される事故対

処施設 

事業指定基準規則第七条第二項 の規定により算定する地震力が作用

した場合においても当該事故対処施設を十分に支持することができる地

盤とする。 

 

(c)事故対処施設であって，火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるも

のは，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに，「2）火災

等による損傷の防止」と同様に必要に応じて防火壁の設置その他の適切な

防護措置を行うよう検討する。 

 なお，内部火災による多重化された安全上重要な施設の同時損傷を想定

した場合でも，崩壊熱除去機能，水素掃気機能及び高放射性廃液の漏えい

液回収機能を維持できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型給

水設備及び可搬型蒸気供給設備を配備している。現状の安全対策及び検討

中の安全対策の例を別添 6-1-10 に示す。 

(d)事故対処施設は，火災又は爆発によりその重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれないよう，次に掲げるとおりとする。 

 a) 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置

を講じるものとするよう検討する。 

 b) 避雷設備については各建家及び排気筒に建築基準法，消防法等に基づ

き避雷針を設置するよう検討する。その他の自然現象による火災発生

を防止するための対策を検討している。 

 

② 事故対処施設の地盤 

事故対処施設は，次に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ次に定める地盤

に設置するよう検討する。 

(a)事故対処設備のうち常設のもの（事故対処設備のうち可搬型のもの（以下

「可搬型事故対処設備」という。）と接続するものにあっては，当該可搬

型事故対処設備と接続するために必要な再処理施設内の常設の配管，弁，

ケーブルその他の機器を含む。以下「常設事故対処設備」という。）であっ

て，耐震重要施設に属する事故に対処するための設備が有する機能を代替

するもの（以下「常設耐震重要事故対処設備」という。）が設置される事故

対処施設 

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該事故対処施

設を十分に支持することができる地盤とするよう検討を進めた上で詳細

を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

(b)常設耐震重要事故対処設備以外の常設事故対処設備が設置される事故対

処施設 

事業指定基準規則第七条第二項 の規定により算定する地震力が作用

した場合においても当該事故対処施設を十分に支持することができる地

盤とするよう検討を進めた上で詳細を定め，逐次廃止措置計画の変更申

請を行う。 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

〇記載の適正化 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

「3）安全機能を有する施設の地盤」と同様に安全対策を行うよう検討する。 

 

 

 

 

 

31)地震による損傷の防止 

① 事故対処施設は，次に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ次に定めるもの

とするよう検討する。 

 

(a) 常設耐震重要事故対処設備が設置される事故対処施設 

 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないものとする。  

(b) 常設耐震重要事故対処設備以外の常設事故対処設備が設置される事

故対処施設 

 事業指定基準規則第七条第二項 の規定により算定する地震力に十

分に耐えるものとする。  

 

② 上記(a)の事故対処施設は，事業指定基準規則第七条第三項 の地震により

生ずる斜面の崩壊によりその重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないよう，防護措置その他の適切な措置が講じられた

ものとする。 

「4）地震による損傷の防止」と同様に安全対策を行うよう検討する。 

なお，上記①，②に対しては，崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持で

きるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機及び可搬型給水設備を配備してい

る。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-3 に示す。 

 

32)津波による損傷の防止 

事故対処施設は，基準津波によりその重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないよう，防護措置その他の適切な措置が講じら

れたものとするよう検討する。 

「5）津波による損傷の防止」と同様に安全対策を行うよう検討する。 

 

なお，基準津波の襲来により電源供給機能を維持できない場合でも崩壊熱

除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持できるよう可搬型発電機を

T.P.+約 18 m の地点に配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策

なお，「3）安全機能を有する施設の地盤」と同様に安全対策を行うよう

検討する。また，事故対処設備の保管場所から可搬型設備を運搬する際の

アクセスルートについては，迅速かつ実効性のある可搬型設備等（道路補

修資材の配備，不整地走行車両の配備）による代替策を用いることで最適

化を図ることとし，その詳細を検討する。 

 

③ 地震による損傷の防止 
(a)事故対処施設は，次に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ次に定めるもの

とするよう検討を進めた上で詳細を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を

行う。 

 a) 常設耐震重要事故対処設備が設置される事故対処施設 

 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないものとする。  

 b) 常設耐震重要事故対処設備以外の常設事故対処設備が設置される事

故対処施設 

 事業指定基準規則第七条第二項 の規定により算定する地震力に十

分に耐えるものとし，「4）地震による損傷の防止」と同様に安全対策

を行うよう検討する。 

(b)上記 a)の事故対処施設は，事業指定基準規則第七条第三項 の地震により

生ずる斜面の崩壊によりその重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないよう検討を進めた上で詳細を定め，逐次廃止措置

計画の変更申請を行う。 

 

なお，上記(a)，(b)に対しては，崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持

できるよう可搬型発電機，可搬型空気圧縮機及び可搬型給水設備を配備して

いる。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-3 に示す。 

 

④ 津波による損傷の防止 
津波による損傷の防止対策に係る詳細設計を実施する。現に供用中の設

備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保安確保のための手段及び

関連する防護対策への影響等について検討し，必要となる機能維持の代替

方法，対策に要する期間等を踏まえ，実効性のある合理的な防護方法の詳

細を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，基準津波の襲来により電源供給機能を維持できない場合でも崩壊熱

除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持できるよう可搬型発電機を

T.P.+約 18 m の地点に配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 

 

〇記載の適正化 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 
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の例を別添 6-1-4 に示す。 

 

33)事故対処設備 

重大事故を選定し，既に配備している設備の有効性を確認した上で，必要

に応じて追加の安全対策を検討する。 

 

 

 

 

① 事故対処設備は，次に掲げる設計とする。 

(a) 想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有する設計と

する。  

(b) 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を

有効に発揮する設計とする。  

(c) 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できる設

計とする。  

(d) 健全性及び能力を確認するため，再処理施設の運転中又は停止中に検

査又は試験ができる設計とする。  

(e) 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する

設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる

機能を備える設計とする。  

(f) 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。  

(g) 想定される重大事故等が発生した場合において事故対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講ずる設計とする。  

② 常設事故対処設備は，上記①に掲げるもののほか，共通要因によって事故に

対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置が講じられたものとする。 

③ 可搬型事故対処設備に関しては，上記①によるほか，次に掲げるところによ

るものとする。 

(a) 常設設備（再処理施設と接続されている設備又は短時間に再処理施設と

接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するもの

にあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統が相互に使用することができるよう，接続部の規格の統一

の例を別添 6-1-4 に示す。 

 

⑤ 事故対処設備 

選定した想定事故に係る事故対処設備について詳細設計を実施する。現

に供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保安確保のた

めの手段及び関連する防護対策への影響等について検討し，必要となる機

能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，実効性のある合理的な

防護方法を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

(a) 事故対処設備は，次に掲げる設計とする。 

 a) 想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有する設計と

する。  

 b) 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を

有効に発揮する設計とする。  

 c) 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できる設

計とする。  

 d) 健全性及び能力を確認するため，再処理施設の運転中又は停止中に検

査又は試験ができる設計とする。  

 e) 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する

設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる

機能を備える設計とする。  

 f) 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。  

 g) 想定される重大事故等が発生した場合において事故対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講ずる設計とする。  

(b) 常設事故対処設備は，上記(a)に掲げるもののほか，共通要因によって

事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置が講じられたものとする。 

(c) 可搬型事故対処設備に関しては，上記(a)によるほか，次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

 a) 常設設備（再処理施設と接続されている設備又は短時間に再処理施設

と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続する

ものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統が相互に使用することができるよう，接続部

 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

その他の適切な措置を講ずる設計とする。 

(b) 常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型事故対処設備（再処理施設の

外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設ける設計とする。  

(c) 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型事故対処設備を

設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置

その他の適切な措置を講ずる設計とする。  

(d) 地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，事故に対処するための設備及び事故対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設事故対処設備と異なる保管場所

に保管する設計とする。  

(e) 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型事故対処設備を

運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び

通路が確保できるよう，適切な措置を講ずる設計とする。  

(f) 共通要因によって，事故に対処するための設備の安全機能又は常設事故

対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に可搬型事

故対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講ずる設計とする。 

 

34)材料及び構造 

 

① 事故対処設備に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち，

再処理施設の安全性を確保する上で重要なものの材料及び構造は，設計上

要求される強度及び耐食性の確保を検討する。 

② 事故対処設備に属する容器及び管のうち，再処理施設の安全性を確保する

上で重要なものは，適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき，これに耐

え，かつ，著しい漏えいがないよう検討する。 

 

35)臨界事故の拡大を防止するための設備 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を

有する施設には，再処理規則第一条の三第一号 に規定する重大事故の拡大

を防止するために必要な事故対処設備を設けるものとし，重大事故を選定

し，既に配備している設備の有効性を確認した上で，必要に応じて追加の安

全対策を検討する。 

の規格の統一その他の適切な措置を講ずる設計とする。 

 b) 常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型事故対処設備（再処理施

設の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ

互いに異なる複数の場所に設ける設計とする。  

 c) 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型事故対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講ずる設計とする。  

 d) 地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，事故に対処するための設備及び事故対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設事故対処設備と異なる保

管場所に保管する設計とする。  

 e) 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型事故対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講ずる設計とする。  

 f) 共通要因によって，事故に対処するための設備の安全機能又は常設事

故対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に可搬

型事故対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないよう，適切な措置を講ずる設計とする。 

 

⑥ 材料及び構造 
事故対処設備の詳細設計に際しては以下を考慮する。 

(a) 事故対処設備に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のう

ち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なものの材料及び構造は，

設計上要求される強度及び耐食性の確保を検討する。 

(b) 事故対処設備に属する容器及び管のうち，再処理施設の安全性を確保

する上で重要なものは，適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき，

これに耐え，かつ，著しい漏えいがないよう検討する。 

 

⑦ 臨界事故の拡大を防止するための設備 

廃止措置段階において臨界事故は想定されない。（添付書類四 事故選定参

照） 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 

〇記載の適正化 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇事故選定結果の反

映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

なお，分離精製工場(MP)及びプルトニウム転換技術開発施設(PCDF)におい

て核燃料物質を含む溶液の誤移送等による臨界事故が発生した場合でも，液

移送により未臨界状態にすることができるとともに，配備している硝酸ガド

リニウムの供給により未臨界状態を維持することができる。 

 

36)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は

液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，再処理規則第一条

の三第二号 に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な事

故対処設備を設けるものとし，重大事故を選定し，既に配備している設備の

有効性を確認した上で，必要に応じて追加の安全対策を検討する。 

なお，崩壊熱除去機能を維持できるよう可搬型発電機及び可搬型給水設備

を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-11

に示す。 

 

37)放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に

滞留することを防止する機能を有する施設には，再処理規則第一条の三第三

号 に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な事故対処設

備を設けるものとし，重大事故を選定し，既に配備している設備の有効性を

確認した上で，必要に応じて追加の安全対策を検討する。 

なお，水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機

を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-11

に示す。 

 

38)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には，再処理規則第

一条の三第四号 に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要

な事故対処設備を設けるものとし，重大事故を選定し，既に配備している設

備の有効性を確認した上で，必要に応じて追加の安全対策を検討する。 

なお，消火のためにセル内への水噴霧設備等を設置しており，さらに，溶

媒が漏えいした場合にも，漏えい液回収を行えるよう可搬型蒸気供給設備を

配備している。 

 

39)使用済燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備 

再処理施設には，使用済燃料貯蔵プール等の冷却機能又は水の供給機能が

なお，分離精製工場(MP)及びプルトニウム転換技術開発施設(PCDF)におい

て核燃料物質を含む溶液の誤移送等による臨界事故が発生した場合でも，液

移送により未臨界状態にすることができるとともに，配備している硝酸ガド

リニウムの供給により未臨界状態を維持することができる。 

 

⑧ 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に係る詳細設計を

実施する。現に供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保

安確保のための手段及び関連する防護対策への影響等について検討し，必

要となる機能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，防護方法を

定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，崩壊熱除去機能を維持できるよう可搬型発電機及び可搬型給水設

備を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-

11 に示す。 

 

⑨ 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

廃止措置段階においては水素による爆発は想定されない。（添付書類四 事

故選定参照） 

 

 

 

なお，水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機

を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-11

に示す。 

 

⑩ 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

廃止措置段階において有機溶媒等による火災又は爆発は想定されない。

（添付書類四 事故選定参照） 

 

 

なお，消火のためにセル内への水噴霧設備等を設置しており，さらに，溶

媒が漏えいした場合にも，漏えい液回収を行えるよう可搬型蒸気供給設備を

配備している。 

 

⑪ 使用済燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備 

廃止措置段階において使用済燃料貯蔵プール等の水位低下に伴う事故は

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇事故選定結果の反

映 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇事故選定結果の反

映 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇事故選定結果の反

映 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇事故選定結果の反 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

喪失し，又は水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵プール等の

水位が低下した場合において使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するために必要な設備を設けるものとし，重大事故を選定し，既に

配備している設備の有効性を確認した上で，必要に応じて追加の安全対策を

検討する。 

なお，再処理施設は，今後新たに使用済燃料を受け入れることはないこと

及び現有の使用済燃料は十分冷却されていることから，プール水が全喪失し

たとしても燃料が溶融するような温度上昇に至ることはなく臨界のおそれ

もない。プール水全喪失時の影響評価を別添 6-1-8 に示す。また，使用済燃

料貯蔵プール等の水位が低下した場合においても給水できるよう可搬型給

水設備を配備している。 

 

40)放射性物質の漏えいに対処するための設備 

セル内又は建家内（セル内を除く。）において系統又は機器からの放射性

物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には，必要に応じ，再処理

規則第一条の三第六号 に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するため

に必要な事故対処設備（建家内において系統又は機器からの放射性物質の漏

えいを防止するための機能を有する施設にあっては，第三号を除く。）を設

けるものとし，重大事故を選定し，既に配備している設備の有効性を確認し

た上で，必要に応じて追加の安全対策を検討する。 

なお，漏えい事象が発生した場合においても，漏えい液を回収できるよう

可搬型蒸気供給設備を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策

の例を別添 6-1-7 に示す。 

 

41)工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備  

再処理施設には，重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物

質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備を設けるものとし，重大事

故を選定した上で，必要な安全対策を検討する。 

 

 

なお，気体状の放射性物質が工場等外へ放出するおそれが発生した場合に

は，工場等外への放射性物質等の放出の抑制できるよう可搬型給水設備を配

備している。 

 

42)重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する

想定されない。（添付書類四 事故選定参照） 

 

 

 

 

再処理施設は，今後新たに使用済燃料を受け入れることはないこと及び現

有の使用済燃料は十分冷却されていることから，プール水が全喪失したとし

ても燃料が溶融するような温度上昇に至ることはなく臨界のおそれもない。

プール水全喪失時の影響評価を別添 6-1-8 に示す。なお，使用済燃料貯蔵プ

ール等の水位が低下した場合においても給水できるよう可搬型給水設備を

配備している。 

 

⑫ 放射性物質の漏えいに対処するための設備 

セル内又は建家内（セル内を除く。）において系統又は機器からの放射性

物質の漏えいに伴う事故は想定されない。（添付書類四 事故選定参照） 

 

 

 

 

 

なお，漏えい事象が発生した場合においても，漏えい液を回収できるよう

可搬型蒸気供給設備を配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策

の例を別添 6-1-7 に示す。 

 

⑬ 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備に係る詳細設計

を実施する。現に供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，

保安確保のための手段及び関連する防護対策への影響等について検討し，

必要となる機能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，実効性の

ある合理的な防護方法を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，気体状の放射性物質が工場等外へ放出するおそれが発生した場合

には，工場等外への放射性物質等の放出の抑制できるよう可搬型給水設備

を配備している。 

 

⑭ 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に係る詳細設計を実施す

映 

 

 

 

 

〇事故選定結果の反

映 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

〇事故選定結果の反

映 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

ことに加えて，再処理施設には，事故対処設備に対して重大事故等への対処

に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けることとし，

重大事故を選定した上で，必要な安全対策を検討する。 

 

なお，再処理施設の浄水貯槽が使用できない場合には，研究所内の浄水貯

槽等を利用することが可能である。 

 

43)電源設備 

再処理施設には，事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するために必要

な電力を確保するために必要な設備を設けることとし，重大事故を選定した

上で，必要な安全対策を検討する。 

 

なお，崩壊熱除去機能，水素掃気機能等を維持できるよう可搬型発電機を

配備している。 

 

44)計装設備 

再処理施設には，重大事故が発生した場合において事故対応のために必要

なパラメータを計測するものとし，重大事故を選定した上で，必要な安全対

策を検討する。 

① 再処理施設には，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の直流電源の喪失その他故障により当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合にお

いて当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設

ける設計とする。 

② 再処理施設には，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握できる設備を設け

る設計とする。 

③ 上記②の設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能が損なわれな

いものとする。 

なお，上記①，②及び③に対して高放射性廃液貯槽の液位，密度及び温度

等の計測を継続できるよう可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機を配備して

おり，さらに，可搬型計測設備も配備している。現状の安全対策及び検討中

の安全対策の例を別添 6-1-12 に示す。 

 

45)制御室 

る。現に供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保安確保

のための手段及び関連する防護対策への影響等について検討し，必要とな

る機能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，実効性のある合理

的な防護方法を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，再処理施設の浄水貯槽が使用できない場合には，研究所内の浄水

貯槽等を利用することが可能である。 

 

⑮ 電源設備 

電源設備に係る詳細設計を実施する。現に供用中の設備の改造を要する

場合は，安全機能への影響，保安確保のための手段及び関連する防護対策

への影響等について検討し，必要となる機能維持の代替方法，対策に要す

る期間等を踏まえ，実効性のある合理的な防護方法を定め，逐次廃止措置

計画の変更申請を行う。 

なお，崩壊熱除去機能，水素掃気機能等を維持できるよう可搬型発電機

を配備している。 

 

⑯ 計装設備 

計装設備に係る詳細設計を実施する。現に供用中の設備の改造を要する

場合は，安全機能への影響，保安確保のための手段及び関連する防護対策

への影響等について検討し，必要となる機能維持の代替方法，対策に要す

る期間等を踏まえ，防護方法を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，高放射性廃液貯槽の液位，密度及び温度等の計測を継続できるよ

う可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機を配備しており，さらに，可搬型計

測設備も配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添

6-1-12 に示す。 

 

⑰ 制御室 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

再処理維持基準規則 第二十四条第一項の規定により設置される制御室に

は，「22）制御室等」と同様に重大事故が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な設備を設けるものとするよう検討する。 

 

 

 

 

なお，分離精製工場(MP)及びガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟の制御

室には，事故時対応を行えるよう換気循環設備を設けており，さらに必要な

防護具を配備している。高放射性廃液貯蔵場(HAW)に対する検討中の安全対

策の例を別添 6-1-13 に示す。 

 

46)監視測定設備 

① 再処理施設には，重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場

等の周辺海域を含む。）において，当該再処理施設から放出される放射性物

質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録すること

ができる設備を設ける設計とする。 

② 再処理施設には，重大事故等が発生した場合に工場等において，風向，風

速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録することができる設備

を設ける設計とする。 

上記①，②について，重大事故を選定した上で，必要な安全対策を検討す

る。 

 

 

 

 

47)緊急時対策所 

 ① 再処理維持基準規則 第二十九条の規定により設置される緊急時対策所

は，重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するため

の適切な措置が講じられるよう新規施設の建設の要否を含めて緊急時対

策所の在り方について検討する。 

 

(a)  重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまる

ことができるよう，適切な措置を講ずる。 

(b)  重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故

等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設ける。 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化

技術開発棟の制御室については，外気からの有毒ガスを遮断するための遮断

弁の設置や制御室用循環系統へのフィルタ設置等の対策に係る詳細設計を

実施する。現に供用中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保

安確保のための手段及び関連する防護対策への影響等について検討し，必要

となる機能維持の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，防護方法を定め，

逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，分離精製工場(MP)及びガラス固化技術開発施設(TVF) ガラス固化技

術開発棟の制御室には，事故時対応を行えるよう換気循環設備を設けてお

り，さらに必要な防護具を配備している。高放射性廃液貯蔵場(HAW)に対す

る検討中の安全対策の例を別添 6-1-13 に示す。 

 

⑱ 監視測定設備 

(a) 再処理施設には，重大事故が発生した場合に工場等及びその周辺（工場

等の周辺海域を含む。）において，当該再処理施設から放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録す

ることができる設備を設ける設計とする。 

(b) 再処理施設には，重大事故が発生した場合に工場等において，風向，風

速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録することができる

設備を設ける設計とする。 

平成 29 年度末に高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設

(TVF)における蒸発乾固を重大事故として選定した。平成 30 年度末までに策

定する事故シナリオの放出核種や放出される放射性物質の濃度等を考慮し,

監視測定設備の詳細を決定する。その後，逐次廃止措置計画の変更申請を行

う。 

 

⑲ 緊急時対策所 
(a) 再処理維持基準規則第二十九条の規定により設置される既設及び代替

の緊急時対策所は，供用中の施設への影響や対策の効果及び対策実施に

要する期間等を考慮し，迅速かつ実効性のある可搬型設備を用いた安全

機能の維持や回復の実施を含め，最適化を図ることとし，詳細を検討す

る。 

 a) 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまること

ができるよう，適切な措置を講ずる。 

 b) 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に

対処するために必要な情報を把握できる設備を設ける。 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

〇記載の適正化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

(c)  再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うために必要な設備を設ける。 

 ② 緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容する

ことができる措置が講じられるよう検討する。 

 

48)通信連絡を行うために必要な設備 

再処理施設には，重大事故等が発生した場合において当該再処理施設の内

外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を

設けるものとし，重大事故を選定した上で，必要な安全対策を検討する。 

 

 

なお，緊急時対策所等への通信連絡が行えるよう衛星電話，無線機等を配

備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-9 に示

す。 

 

2 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

廃止措置期間中に性能及び機能を維持すべき設備・機器等は，廃止措置の基本

方針に基づき，周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばく低減を図るとともに，使

用済燃料の貯蔵のための管理，工程洗浄，系統除染，施設の汚染状況調査，解体

作業及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄作業等の各種作業の実施に対す

る安全の確保のために，必要な期間，所要の性能及び必要な機能を維持管理する。 

廃止措置期間中の工事の進捗状況に応じて段階的に性能を変更する必要がある

場合には，要求されている機能に支障を及ぼさないこととする。 

廃止措置のために導入する装置については，漏えい及び拡散防止対策，被ばく

低減対策，事故防止対策の安全確保のための機能が要求を満足するよう，適切な

設計を行うとともに，製作・施工の適切な時期に試験又は検査を実施し，必要な

機能を満足していることを確認する。 

これらの設備・機器等の性能については，定期的に点検等で確認することとし，

経年変化等による性能低下又はそのおそれのある場合には，必要に応じて所定の

手続を経て必要な機能を満足するよう補修等を行う。これらの維持管理に関して

は，再処理施設保安規定に施設定期自主検査として，要求される機能，点検項目，

点検頻度及び維持すべき期間を定めてこれに基づき，再処理施設保安規定に定め

る体制で実施する。 

 

省略 

 

 c) 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な設備を設ける。 

(b) 緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容す

ることができる措置を講ずるものとする。 

 

⑳ 通信連絡を行うために必要な設備 

通信連絡を行うために必要な設備に係る詳細設計を実施する。現に供用

中の設備の改造を要する場合は，安全機能への影響，保安確保のための手

段及び関連する防護対策への影響等について検討し，必要となる機能維持

の代替方法，対策に要する期間等を踏まえ，実効性のある合理的な防護方

法を定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

なお，緊急時対策所等への通信連絡が行えるよう衛星電話，無線機等を

配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添6-1-9に示

す。 

 

2 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

廃止措置期間中に性能及び機能を維持すべき設備・機器等は，廃止措置の基本

方針に基づき，周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばく低減を図るとともに，使

用済燃料の貯蔵のための管理，工程洗浄，系統除染，施設の汚染状況調査，解体

作業及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄作業等の各種作業の実施に対す

る安全の確保のために，必要な期間，所要の性能及び必要な機能を維持管理する。 
廃止措置期間中の工事の進捗状況に応じて段階的に性能を変更する必要があ

る場合には，要求されている機能に支障を及ぼさないこととする。 
廃止措置のために導入する装置については，漏えい及び拡散防止対策，被ばく

低減対策，事故防止対策の安全確保のための機能が要求を満足するよう，適切な

設計を行うとともに，製作・施工の適切な時期に試験又は検査を実施し，必要な

機能を満足していることを確認する。 
これらの設備・機器等の性能については，定期的に点検等で確認することとし，

経年変化等による性能低下又はそのおそれのある場合には，必要に応じて所定の

手続を経て必要な機能を満足するよう補修等を行う。これらの維持管理に関して

は，再処理施設保安規定に施設定期自主検査として，要求される機能，検査内容，

頻度及び維持すべき期間を定めてこれに基づき，再処理施設保安規定に定める体

制で実施する。 
 
変更なし 

 

〇記載の適正化 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 

 

〇記載の適正化 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

3 再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則第二章及び第三章に定めるところ

により難い特別の事情 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の設計を施設の現況等に照らし進めて

いる段階であり，平成 29 年度末までの設計内容を踏まえて対策の可否を判断する

とともに，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実施範囲及び実施内容を整

理し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。その内容を踏まえて詳細設計を

進め，安全対策の詳細内容については，遅くとも平成 31 年度末までに定め，逐次

廃止措置計画の変更申請を行う。その際，再処理維持基準規則を踏まえた安全対

策を実施できない場合については，より難い特別な事情を順次明確にした上で，

必要に応じて可搬型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則第二章及び第三章に定めるところ

により難い特別の事情 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の設計を施設の現況等に照らし進めて

いる段階であり，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実施範囲及び実施内

容を整理し，その内容を踏まえて詳細設計を進め，安全対策の詳細内容について

は，遅くとも平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。そ

の際，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策を実施できない場合については，

供用中の施設への影響や対策の効果及び対策実施に要する期間等を考慮し，可搬

型設備を用いた代替機能維持による安全対策の実施も含め，安全機能の維持や回

復の最適化を検討するとともに，その事情を明確にし，その詳細について遅くと

も平成 31 年度末までに定める。 

再処理維持基準規則により難い特別な事情を以下に示す。 

・耐震重要施設のうち，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二

中間開閉所及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟に非常

用電源を供給するガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術管理棟につ

いては，隣接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設と同様に策定した基

準地震動 Ss(以下「基準地震動 Ss」という。)を策定する前に実施した暫定的

な地震動（最大加速度 1,000 ガル）を用いた評価で，基礎杭も含め発生応力

は基準値を大幅に超え耐震性が不足する結果を得ている。既存建家及び設備

直下の大規模な補強工事は困難な状況であり，また，新たな代替施設を建設

することは，過去に建設した施設の実績から，設計・工事及び審査に約 8 年

を要する見通しであり，ガラス固化処理期間に対して長期間を要すことから

合理的ではない(別添 6-1-17 参照) 。このため，迅速かつ実効性のある可搬

型設備を用いた安全機能の維持や回復の実施を含め，最適化を図ることとし，

その詳細を検討する。 

・耐震重要施設のうち，蒸気及び水を供給する既存の設備については，耐震 Cク

ラスで建設されており，その耐震性は一般産業施設又は公共施設と同等であ

る。このため，基準地震動 Ss による地震力に対して耐震性が不足する見込み

であり，補強工事は困難な状況である。また，新たな代替施設を建設するこ

とは，過去に建設した施設の実績から，設計・工事及び審査に約 8 年を要す

る見通しであり，ガラス固化処理期間に対して長期間を要すことから合理的

ではない。このため，迅速かつ実効性のある可搬型設備を用いた安全機能の

維持や回復の実施を含め，最適化を図ることとし，その詳細を検討する。 

・津波防護施設の建設については，概念検討の結果から 4～5 年程度の工事期

間が必要との見積りを得ており，設計・審査を含めれば建設完了までに約 8 

年を要する見通しであり，ガラス固化処理期間に対して長期間を要すことか

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

〇より難い特別な事

情を明記 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら合理的ではない。また，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する

第二中間開閉所及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟に

非常用電源を供給するガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術管理棟

については，T.P.+約 8～11 m までの浸水防止対策を実施しているものの，基

準津波が襲来した場合に電源供給機能を維持できない可能性があり，基準地

震動 Ss に対する耐震性も不足する見通しである。現状よりさらに高い位置

まで浸水防止対策を実施するには，建家等の耐震補強が必要となるが，既存

建家及び設備直下の大規模な補強工事は，困難な状況である。さらに，蒸気

及び水を供給する既存の設備についても，基準地震動 Ss に対する耐震性が

不足する見通しであることから，浸水防止対策を実施するには，建家等の耐

震補強が必要となるが，既存建家及び設備直下の大規模な補強工事は，困難

な状況である。このため，迅速かつ実効性のある可搬型設備を用いた安全機

能の維持や回復の実施を含め，最適化を図ることとし，その詳細を検討する。 

・高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術

開発棟の屋上に設置している冷却設備については，設計飛来物により損傷す

る可能性があるが，竜巻防護対策(防護ネット等の設置)を施し飛来物からの

損傷を防ぐ場合，大規模な防護対策を要し，ガラス固化処理に要する期間を

踏まえると合理的ではなく，補強工事は困難な状況である。このため，迅速

かつ実効性のある可搬型設備を用いた安全機能の維持や回復の実施を含め，

最適化を図ることとし，その詳細を検討する。 

・事故対処設備の保管場所から可搬型設備を運搬する際のアクセスルートにつ

いては，全域を補強することは困難（工事に長期間を要する）であり，ガラ

ス固化処理期間を踏まえると合理的ではない。このため，迅速かつ実効性の

ある可搬型設備等（道路補修資材の配備，不整地走行車両の配備）による代

替策を用いることで最適化を図ることとし，その詳細を検討する。 

・緊急時対策所は，基準地震動に対しての建家及び設備直下の大規模な補強工

事は，困難な状況である。また，新たな施設を建設することは重大な事故の

リスクを伴うガラス固化処理に要する期間を踏まえると合理的ではない。こ

のため，既設及び代替の緊急時対策所を使用しつつ，重大事故等が発生した

場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよ

う拠点機能形成車両（指揮機能，放射線防護対策等を含む），情報通信車（衛

星通信等の多様性），非常用電源車，緊急作業要員移動待機車両，資機材搭載

車両等の可搬型設備等による実効性のある代替策を用いることで最適化を図

ることとし，その詳細を検討する。 
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再処理維持基準規則を踏まえた安全対策に関する工程については，「十．廃止措

置の工程」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策に関する工程については，「十．廃止措

置の工程」に示す。 
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〇詳細を定めた事に

より削除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
6
-
1
 
耐
震
重
要
施
設
の
概
要
(
1
/
2
)
 

施
設
区

分

2
）
使
用
済
燃

料
を
貯
蔵
す

る
た
め
の
施

設

セ
ル
等

（
注
1
）

主
要
設
備
等
と
は
，
当
該
機

能
に
直
接
的
に
関
連

す
る
設
備
及

び
構
築
物
を
い
う
。

（
注
2
）

補
助
設
備
と
は
，
当
該
機
能

に
間
接
的
に
関
連
し
，
主
要
設
備

の
補
助
的
役
割

を
持
つ
設
備
を
い
う
。

（
注
3
）

直
接
支
持
構
造

物
と
は
，
主

要
設
備
，
補
助

設
備
に
直
接
取
り
付
け
ら
れ
る
支
持
構

造
物
，
若
し
く
は

こ
れ
ら
の
設
備
の
荷

重
を
直
接
的

に
受
け
る
支

持
構
造

物
を
い
う
。

（
注
4
）

（
注
5
）

間
接
支
持
構
造

物
と
は
，
直

接
支
持
構
造
物

か
ら
伝
達

さ
れ
る
荷
重
を
受
け
る
構

造
物
（
建
物
・
構

築
物
）
を
い
う
。
支

持
す
る
設

備
の
耐
震
重
要
度

に
応
じ
て
定
め
た
確
認
用

地
震
動
か
ら
求
ま
る
地

震
力
に

対
し
て
，
支
持

機
能
の
確
認
を
行
う
。

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備
と
は
，
下
位
の

耐
震
ク
ラ
ス
に
属
す
る
も
の
の
破
損

等
に
よ
っ
て
上
位
の
分
類
に
属

す
る
も
の
に
波
及
的
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
設
備

を
い
う
。
影

響
を
受
け
る
お
そ

れ
の
あ
る
上
位
ク
ラ
ス
の
安
全
機
能
に
応

じ
て
定
め
た
確
認
用
地

震
動
か
ら
求
ま
る
地
震

力
に
対
し
て
，
波
及

的
影
響
防
止
の

確
認
を
行
う
。

破
損
等

に
よ
っ
て
左
記

の
主

要
設

備
等

，
補

助
設

備
，
直

接
支

持
構
造

物
及

び
間

接
支

持
構

造
物

に
波

及
的

影
響

を
及
ぼ

す
お

そ
れ
の

あ
る
下

位
の

耐
震

ク
ラ

ス
に
属
す
る
設
備

破
損
等

に
よ
っ
て
左
記

の
主

要
設

備
等

，
直

接
支

持
構

造
物

及
び
間
接

支
持

構
造

物
に
波

及
的

影
響
を
及

ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る

下
位
の

耐
震

ク
ラ
ス
に
属

す
る

設
備

破
損
等

に
よ
っ
て
左
記

の
主

要
設

備
等

，
補

助
設

備
，
直

接
支

持
構
造

物
及

び
間

接
支

持
構

造
物

に
波

及
的

影
響

を
及
ぼ

す
お

そ
れ
の

あ
る
下

位
の

耐
震

ク
ラ

ス
に
属
す
る
設
備

破
損
等
に
よ
っ
て
左
記

の
主
要
設
備
等
及

び
間

接
支
持
構
造
物
に
波

及
的

影
響
を
及

ぼ
す
お
そ

れ
の
あ
る
下

位
の
耐
震

ク
ラ
ス
に
属
す
る
設
備

左
記
の
主
要
設
備
等

か
ら
伝
達
さ
れ
る
荷
重
を

受
け
る
支
持

構
造
物

左
記
の

主
要

設
備

等
及

び
補

助
設
備

に
直

接
取
り
付

け
ら
れ

る
支

持
構

造
物

，
又

は
こ
れ

ら
設

備
の

荷
重

を
直
接

的
に
受

け
る
支

持
構

造
物

左
記
の
直
接
支
持
構

造
物

か
ら
伝
達

さ
れ
る
荷

重
を
受
け
る
支
持
構
造

物

補
　
助
　
設

　
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注

2
）

直
接
支
持
構
造

物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注

3
）

間
接
支
持
構
造

物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注

4
）

波
及
的

影
響
を
考
慮

す
べ

き
設
備

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）

　
　
主
　
要

　
設
　
備
　
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

耐 震 重 要 施 設

分
離
精
製
工
場

(M
P
)に

お
い
て
使
用

済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
施
設

左
記
の
設
備
の
機

能
を
確
保

す
る
た
め

に
必
要
な
施
設

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

施
設

精
製

施
設

等
左
記
の
設
備
の
機

能
を
確
保

す
る
た
め

に
必
要
な
施
設

左
記
の
設
備
の
冷

却
系
統

液
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

等
左
記
の
設
備
の
機

能
を
確
保

す
る
た
め

に
必
要
な
施
設

5
）
上
記
3
）
及
び
4
）
の
系

統
及
び
機
器
か
ら
放
射
性

物
質
が
漏
え
い
し
た
場

合
に
,そ

の
影

響
の
拡
大
を
防

止
す
る
た
め
の

施
設

高
放
射
性
廃
液

貯
蔵
場
(H
A
W
)，

ガ
ラ

ス
固
化
技
術
開
発
施

設
(T
V
F
)開

発
棟

及
び
分
離
精
製
工

場
(M

P
)に

お
い
て

高
レ
ベ
ル
放
射
性
液
体
廃

棄
物
を
内

蔵
す
る
系
統
及
び
機
器

高
放
射
性
廃
液

貯
蔵
場
(H
A
W
)，

ガ
ラ

ス
固
化
技
術
開
発
施

設
(T
V
F
)開

発
棟
，
分
離
精
製

工
場
(M

P
)及

び
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

転
換
技
術
開
発
施

設
(P
C
D
F
)

に
お
い
て
，
高
レ
ベ
ル

放
射

性
液

体
廃

棄
物
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
含
む
溶

液
を
内
蔵

す
る
系
統
及

び
機
器
を
収

納
す

る
セ
ル
等

4
）
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

を
含
む

溶
液
を
内

蔵
す
る
系
統

及
び
機
器

プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
転
換

技
術
開
発
施
設

(P
C
D
F
)及

び
分
離
精
製
工
場

(M
P
)に

お
い
て
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
含
む
溶

液
を

内
蔵
す
る
系
統
及
び
機
器

3
）
高
レ
ベ
ル
放
射
性
液
体

廃
棄
物
を
内
蔵
す
る
系

統
及
び
機
器
並
び
に
そ
の
冷

却
系
統施

設
の
機
能

破
損

等
に
よ
っ
て
左
記

の
主

要
設

備
等

，
補
助

設
備
，
直

接
支

持
構

造
物
及

び
間

接
支

持
構

造
物

に
波

及
的
影

響
を

及
ぼ

す
お
そ
れ

の
あ
る
下

位
の

耐
震
ク
ラ
ス
に
属

す
る
設

備

左
記
の

主
要

設
備

等
及

び
補

助
設
備

に
直

接
取
り
付

け
ら
れ

る
支

持
構

造
物

，
又

は
こ
れ

ら
設

備
の

荷
重

を
直
接

的
に
受

け
る
支

持
構

造
物

左
記
の
直
接
支
持
構

造
物

か
ら
伝
達

さ
れ
る
荷

重
を
受
け
る
支
持
構
造

物

左
記
の

主
要

設
備

等
及

び
補

助
設
備

に
直

接
取
り
付

け
ら
れ

る
支

持
構

造
物

，
又

は
こ
れ

ら
設

備
の

荷
重

を
直
接

的
に
受

け
る
支

持
構

造
物

左
記
の
直
接
支
持
構

造
物

か
ら
伝
達

さ
れ
る
荷

重
を
受
け
る
支
持
構
造

物

1
）
そ
の
破
損
又

は
機
能
喪

失
に
よ
り
臨
界
事
故
を
起

こ
す
お
そ
れ

の
あ
る
施
設

分
離

精
製

工
場

(M
P
)に

お
い
て
そ
の

破
損
又
は
機
能

喪
失
に
よ
り
臨
界
事

故
を
起

こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
施
設

溶
解

施
設

等

左
記
の

主
要

設
備

等
に
直

接
取

り
付
け
ら
れ

る
支
持

構
造

物
，
又

は
こ
れ

ら
設
備

の
荷

重
を
直

接
的

に
受
け
る
支
持

構
造

物

左
記
の
直
接
支
持
構

造
物

か
ら
伝
達

さ
れ
る
荷

重
を
受
け
る
支
持
構
造

物
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〇詳細を定めた事に

より削除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
6
-
1
 
耐
震
重
要
施
設
の
概
要
(
2
/
2
)
 

施
設
区
分

放
射
線
管

理
施
設

7
）
津
波
防
護
機
能

を
有
す

る
設
備
及
び
浸
水
防
止
機

能
を
有
す
る
設
備

浸
水
防
止

施
設

左
記
の
主
要
設

備
等
か

ら
伝
達
さ
れ
る
荷
重
を

受
け
る
支
持
構

造
物

（
注
1
）

主
要
設
備
等
と
は
，
当
該
機
能
に
直
接
的

に
関
連

す
る
設
備
及
び
構
築
物
を
い
う
。

（
注
2
）

補
助
設
備
と
は
，
当
該
機
能
に
間
接
的
に
関
連
し
，
主
要
設
備

の
補
助
的
役
割
を
持

つ
設

備
を
い
う
。

（
注
3
）

直
接
支
持
構
造
物
と
は
，
主
要
設
備

，
補
助
設
備

に
直

接
取
り
付
け
ら
れ
る
支
持
構
造

物
，
若
し
く
は

こ
れ
ら
の
設
備
の
荷
重

を
直
接
的
に
受
け
る
支
持
構

造
物

を
い
う
。

（
注
4
）

（
注
5
）

間
接
支
持
構
造
物
と
は
，
直
接
支
持

構
造
物
か
ら
伝
達
さ
れ

る
荷
重
を
受
け
る
構

造
物
（
建
物
・
構
築
物
）
を
い
う
。
支
持
す
る
設
備
の
耐
震

重
要
度
に
応
じ
て
定
め
た
確

認
用
地
震
動
か
ら
求

ま
る
地

震
力
に

対
し
て
，
支
持
機
能
の
確
認

を
行
う
。

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備
と
は
，
下
位
の
耐
震
ク
ラ
ス
に
属
す
る
も
の
の
破

損
等
に
よ
っ
て
上
位
の
分
類
に
属
す
る
も
の
に
波

及
的
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
設

備
を
い
う
。
影
響
を
受
け
る
お
そ

れ
の
あ
る
上
位
ク
ラ
ス
の
安
全
機
能
に
応
じ
て
定
め
た
確
認
用
地
震

動
か
ら
求
ま
る
地
震
力
に
対
し
て
，
波

及
的
影
響
防
止
の
確

認
を
行
う
。

左
記
の
主
要

設
備
等
及

び
補
助
設
備
に
直
接
取

り
付
け
ら
れ

る
支

持
構

造
物
，
又
は
こ
れ
ら
設

備
の
荷
重
を
直
接
的
に

受
け
る
支
持

構
造
物

高
放
射
性
廃
液
貯

蔵
場
(H
A
W
)，
ガ
ラ

ス
固
化

技
術
開
発
施
設
(T
V
F
)開

発
棟
，
分
離

精
製
工
場
(M

P
)及

び
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
転
換
技
術

開
発
施
設
(P
C
D
F
)

に
お
け
る
水

密
扉

8
）
敷

地
に
お
け
る
津

波
監

視
機
能
を
有
す
る
施
設

津
波
監
視
設
備

6
）
上
記
3
)及

び
5
）
に
関
連

す
る
施
設
で
放

射
性
物
質

の
外
部
に
対
す
る
放
散
を

抑
制
す
る
た
め
の
施
設

高
放
射
性
廃
液
貯

蔵
場
(H
A
W
)，
ガ
ラ

ス
固
化

技
術
開
発
施
設
(T
V
F
)開

発
棟
，
分
離

精
製
工
場
(M

P
)及

び
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
転
換
技
術

開
発
施
設
(P
C
D
F
)

に
お
け
る
槽
類
換
気
系
設
備

高
放
射
性
廃
液
貯

蔵
場
(H
A
W
)，
ガ
ラ

ス
固
化

技
術
開
発
施
設
(T
V
F
)開

発
棟
，
分
離

精
製
工
場
(M

P
)及

び
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
転
換
技
術

開
発
施
設
(P
C
D
F
)

に
お
け
る
セ
ル

換
気

系
設

備

津
波
監
視

施
設

左
記
の
設
備
の

機
能
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
施
設

左
記
の

主
要
設

備
等
及
び
補

助
設
備

か
ら
伝

達
さ
れ

る
荷

重
を
受
け
る
支
持
構

造
物

第
二
付
属
排
気
筒

高
放
射
性
廃
液
貯

蔵
場
(H
A
W
)及

び
ガ
ラ
ス
固
化
技

術
開
発
施
設
(T
V
F
)開

発
棟
に
お
い
て
事
故
時

の
放
射
性
物

質
の
放
出
量
を
監

視
す
る
機
能
を
有
す

る
設
備

施
設
の
機

能
　
　
主
　
要

　
設
　
備
　
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

補
　
助
　
設
　
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注

2
）

直
接

支
持
構
造
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）

間
接
支

持
構
造
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）

波
及
的

影
響
を
考
慮

す
べ
き

設
備

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）

耐 震 重 要 施 設

気
体
廃
棄

物
の
廃
棄

施
設

破
損
等
に
よ
っ
て
左
記

の
主
要
設
備
等
，
補
助

設
備
，
直

接
支
持
構
造

物
及
び
間
接
支
持
構
造

物
に
波
及
的
影
響
を
及

ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
下

位
の
耐
震
ク
ラ
ス
に
属
す

る
設
備

左
記
の
設
備
の

機
能
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
施
設

左
記
の
直
接
支

持
構
造

物
か
ら
伝
達
さ
れ

る
荷

重
を
受

け
る
支
持

構
造

物左
記
の
直
接
支

持
構
造

物
か
ら
伝
達
さ
れ

る
荷

重
を
受

け
る
支
持

構
造

物

左
記
の
設
備
の

機
能
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
施
設

左
記
の
主
要
設
備
等
及
び
補

助
設
備
に
直
接
取
り
付
け
ら
れ

る
支
持
構
造
物
，
又
は
こ
れ
ら

設
備
の
荷
重
を
直
接
的
に
受
け

る
支
持
構
造
物
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削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇詳細を定めた事に

より削除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
6
-
2
 
安
全
上
重
要
な
施
設
の
概
要
 

該
当

す
る
系

統
・
設

備

(1
)

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
含

む
溶
液

又
は

粉
末

を
内
蔵

す
る
系
統

及
び
機
器

・
未

回
収

核
燃

料
物

質
の
回

収
に
お
い
て
直
接

プ
ル

ト
ニ
ウ
ム

を
内

蔵
す
る
系

統
・
機
器

・
ウ
ラ
ン
・
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム

混
合

酸
化
物

（
M
O
X
）
粉

末
を
内

蔵
す
る
系

統
及
び
機

器

(2
)

高
レ
ベ
ル

放
射
性

液
体
廃

棄
物

を
内

蔵
す
る
系

統
及
び
機

器
・
高

放
射

性
廃

液
を
内

蔵
す
る
系

統
及

び
機
器

(3
)

上
記
(1
)及

び
(2
)の

系
統
及

び
機

器
の

換
気
系

統
及

び
オ
フ
ガ
ス
処

理
系

統
・
上

記
(1
)及

び
（
2
）
の

槽
類

換
気

系
統

(4
)

上
記
(1
)及

び
(2
)の

系
統
及

び
機

器
並

び
に
せ

ん
断

工
程

を
収
納

す
る
セ

ル
等

・
上

記
(1
)及

び
（
2
）
を
収

納
す
る
セ
ル

，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及

び
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
等

※
今

後
，
使

用
済

燃
料

の
せ

ん
断
を
行

わ
な
い
こ
と
か
ら
，
せ

ん
断

工
程

を
収

納
す
る
セ
ル

は
該

当
し
な
い

(5
)

上
記
(4
)の

換
気
系

統
・
上

記
(4
）
の

セ
ル

換
気

系
統

(6
)

上
記
(4
)の

セ
ル
等

を
収
納

す
る
構
築

物
及

び
そ
の

換
気

系
統

・
上

記
(4
）
の

セ
ル

等
を
収
納

す
る
建
家

及
び
建

家
換

気
系

統

(7
)

ウ
ラ
ン
を
非

密
封

で
大

量
に
取

り
扱
う
系

統
及
び
機

器
の

換
気

系
統

・
な
し

(8
)

非
常
用

所
内

電
源

系
統
及

び
安

全
上

重
要
な
施

設
の
機

能
の
確

保
に
必

要
な
圧

縮
空

気
等

の
主
要

な
動

力
源

・
安

全
上

重
要

な
施

設
の
機

能
確

保
に
必

要
な
非

常
用
電

源
系
統

，
圧

縮
空

気
供
給

系
統

，
蒸

気
供

給
系

統

(9
)

熱
的
，
化

学
的
又

は
核

的
制

限
値
を
維

持
す
る
た
め
の
系

統
及
び
機

器
・
熱

的
，
化

学
的
又

は
核
的

制
限

値
を
維

持
す
る
た
め
の

系
統

及
び
機

器

(1
0
)

使
用
済

燃
料

を
貯

蔵
す
る
た
め
の
施

設
・
使

用
済

燃
料

を
貯

蔵
す
る
た
め
の
貯

蔵
プ
ー
ル

及
び
ク
レ
ー
ン

(1
1
)

高
レ
ベ
ル

放
射
性

固
体
廃

棄
物

を
保

管
廃

棄
す
る
た
め
の

施
設

・
ガ
ラ
ス
固

化
体
を
保

管
す
る
施

設

(1
2
)

安
全
保

護
回

路
・
安

全
保

護
回

路

(1
3
)

排
気
筒

・
安

全
上

重
要

な
施

設
に
該

当
す
る
換

気
系
統

が
接

続
さ
れ

て
い
る
排

気
筒

(1
4
)

制
御
室

等
及

び
そ
の

換
気

系
統

・
事

故
対

応
に
必
要

と
す
る
建

家
の
制

御
室
及

び
そ
の
換

気
系

統

(1
5
)

そ
の
他

上
記

各
系

統
等
の

安
全

機
能

を
維

持
す
る
た
め
に
必

要
な
計

測
制

御
系
統

，
冷

却
水

系
統

等

・
崩

壊
熱

除
去

機
能

を
有
す
る
系

統
・
火

災
・
爆

発
防
止

機
能
を
有

す
る
機

器
・
放

射
性

物
質

の
過

度
の
放

出
防
止

機
能

を
有

す
る
漏
え
い
検
知

装
置

及
び
回

収
装

置
・
安

全
上

重
要

な
施

設
の
安

全
機

能
確

保
の
た
め
の

支
援

機
能
と
し
て
竜
巻

防
護

対
策

及
び
溢

水
防

護
設

備
・
事

故
時

の
放

射
性

物
質
の

放
出
量

を
監

視
す
る
機

能
を
有

す
る
系

統

項
目
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表 6-3 設計及び工事の方法の認可の申請において必要とされる事項と同様の事項に係

る改造等 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6-1 設計及び工事の方法の認可の申請において必要とされる事項と同様の事項に係

る改造等 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

別添 6-1-1 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の火災及び爆発に対する安全対策 

省略 

 

別添 6-1-2 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の耐震性に関する評価 

省略 

 

別添 6-1-3 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の地震に対する安全対策 

省略 

 

別添 6-1-4 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の津波に対する安全対策 

省略 

 

別添 6-1-5 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の外部からの衝撃に対する安全対策 

省略 

 

別添 6-1-6 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の溢水及び化学薬品漏えいに対する安全 

対策 

省略 

 

別添 6-1-7 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全上重要な施設の多重化 

省略 

 

 

別添 6-1-1 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の火災及び爆発に対する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-2 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の耐震性に関する評価 

変更なし 

 

別添 6-1-3 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の地震に対する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-4 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の津波に対する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-5 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の外部からの衝撃に対する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-6 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の溢水及び化学薬品漏えいに対する安全 

対策 

変更なし 

 

別添 6-1-7 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全上重要な施設の多重化 

変更なし 
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〇記載の適正化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

別添 6-1-9 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の通信連絡設備に関する安全対策 

省略 

 

別添 6-1-10 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の火災に対する安全対策 

省略 

 

別添 6-1-11 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の水素爆発，蒸発乾固に関する安全対策 

省略 

 

別添 6-1-12 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の計装設備に関する安全対策 

省略 

 

別添 6-1-13 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の制御室に関する安全対策 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 6-1-9 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の通信連絡設備に関する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-10 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の火災に対する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-11 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の水素爆発，蒸発乾固に関する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-12 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の計装設備に関する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-13 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の制御室に関する安全対策 

変更なし 

 

別添 6-1-14 耐震重要施設の基礎地盤の安定性 

 

 

別添 6-1-15 再処理施設における耐震重要度分類について 

 

 

別添 6-1-16 安全上重要な施設の選定について 

 

 

 

別添 6-1-17 暫定的な地震動（最大加速度 1000 ガル）による第二中間開閉所及びガラス

固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術管理棟の耐震性評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○評価結果の反映

（新規作成） 

 

○耐震重要施設を定

めるため(新規作成) 

 

○安全上重要な施設

を定めるため(新規

作成) 

 

○耐震重要施設を定

めるため(新規作成) 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

十一．施設定期検査を受けるべき時期 

廃止措置計画認可後，初回の施設定期検査については，認可後速やかに申請し，受検

を開始する。以降の施設定期検査を受けるべき時期については，技術的な検討を行った

上で平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一．施設定期検査を受けるべき時期 

施設定期検査の実施時期を図 11-1 に示す。再処理施設については，工程洗浄を今後

実施すること，放射性廃棄物の処理や貯蔵を継続することから，工程洗浄やガラス固化

処理の速やかな完了を考慮し，施設定期検査を受検する。廃止措置計画認可後，初回の

施設定期検査については，平成 31 年度に計画しているガラス固化処理開始までに受検

する。平成 31 年度の施設定期検査については，工程洗浄開始までに受検し，以降は，

ガラス固化処理の支障とならない時期に定期事業者検査を実施する。 

 

 

図 11-1 施設定期検査を受けるべき時期 

 

 

*平成 30年 6月 13日付け原規規発第1806132号をもって認可を受けた廃止措置計画に記載の性能維持施設に

ついて受検 

**定期事業者検査として実施 

 

 

 

 

○施設定期検査を受

けるべき時期を定め

るため。 

 

 

 

 

 

○施設定期検査を受

けるべき時期を定め

るため。（新規作成） 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

添付書類 四  
廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，浸水，地震，火災等があった場合に発

生すると想定される事故の種類，程度，影響等に関する説明書 
 

1．基本方針 

 省略 

 

2．事故の選定 

想定される事故(重大事故等，大規模損壊に至るものを含む。)は，廃止措置の段階に

よって異なることから，各段階で取り扱う放射性物質の核種，濃度，状態に応じて選定

するものとする。 

今後使用を継続する工程（回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出すため

の工程洗浄において一時的に使用する工程を含む。）については，事業指定申請書等で

定めた事故対策を継続するとともに，再処理維持基準規則を踏まえた事故対策の検討

を進めることとし，平成 29 年度末までに想定される事故の選定を実施し，その後，廃

止措置計画の変更申請を行う。 

想定される事故の選定については，再処理施設の事業指定申請書に記載している事

故及び再処理規則において定義されている重大事故から，発生し得る事故を抽出する。

その際には，地震，津波等の想定事象に耐えられない設備の機能喪失を考慮するものと

する。 

また，建家・構築物，機器が損壊に至る大規模損壊の発生要因としては，故意による

大型航空機の衝突以外に大規模な自然災害が考えられることから，想定を超える自然

災害が発生し得る自然事象の選定を行う。なお，大規模な損壊によりアクセス性及び作

業環境が著しく低下することを考慮するものとする。 

なお，系統除染及び機器解体の工程で想定する事故については，その方法を定めた時

点で選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 四  
廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，浸水，地震，火災等があった場合に発

生すると想定される事故の種類，程度，影響等に関する説明書 
 

1．基本方針 

 変更なし 

 

2．事故の選定 

想定される事故(重大事故等，大規模損壊に至るものを含む。)は，廃止措置の段階に

よって異なることから，各段階で取り扱う放射性物質の核種，濃度，状態に応じて選定

するものとする。 

今後使用を継続する工程については，事業指定申請書等で定めた事故対策を継続す

るとともに，再処理維持基準規則を踏まえた事故対策の検討を進めることとし，想定さ

れる事故の選定を実施した。 

 

 

想定される事故の選定については，再処理施設の事業指定申請書に記載している事

故及び再処理規則において定義されている重大事故から，発生し得る事故を抽出した。

その際には，地震，津波等の想定事象に耐えられない設備の機能喪失を考慮した。 

 

また，建家・構築物，機器が損壊に至る大規模損壊の発生要因としては，故意による

大型航空機の衝突以外に大規模な自然災害が考えられることから，想定を超える自然

災害が発生し得る自然事象の選定を行った。なお，大規模な損壊によりアクセス性及び

作業環境が著しく低下することを考慮した。 

なお，回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出すための工程洗浄，系統除染

及び機器解体の工程で想定する事故については，その方法を定めた時点で選定する。 

 

2.1 基本方針 

東海再処理施設においては，「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」で定められ

ている以下の重大事故から，今後の施設の利活用の状況を踏まえ事故選定を行う。 

1)セル内において発生する臨界事故 

2)使用済燃料から分離されたものであって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物

を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾固 

3)放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する

機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発 

4)セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

〇事故選定の反映 

 

 

〇事故選定の反映 

 

 

 

 

〇事故選定の反映 

〇記載の適正化 

〇記載の適正化 

 

 

〇事故選定の反映 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 使用済燃料貯蔵プールの冷却等の機能喪失による使用済燃料の著しい損傷 

6) 放射性物質の漏えい 

事故選定に当たっては，以下の起因事象を考慮する。 

①内的な起因事象 

・過失，動的機器の多重故障等 

・液体状の放射性物質を内蔵する配管の全周破断 

・長時間の全交流動力電源の喪失 

②外的な起因事象の整理 

設計基準として考えている規模の外部事象で発生する事象を想定事故として選定

し，それを超える規模の外部事象で発生する事象は大規模損壊とする。ある自然災害

の発生により想定される事態及び周辺環境への影響が，他の自然災害を包含できる場

合には包含する。想定される自然災害は，以下のとおり。 

・地震 

基準地震動に耐えられない施設があることから，地震は検討対象事象の起因とな

り得る自然現象とする。 

・津波 

基準津波に耐えられない施設があることから，津波は検討対象事象の起因となり

得る自然現象とする。 

・竜巻 

設計竜巻に耐えられない施設があることから，竜巻は検討対象事象の起因となり

得る自然現象とする。 

・火山 

想定される火山事象が発生した場合においても安全機能を損なわないものとし，

降下火砕物等による火山影響評価を踏まえて，防護措置その他の適切な措置を行う

よう検討を進め，遅くとも平成 31 年度末までに詳細を定め，逐次廃止措置計画の変

更申請を行う。 

降灰濃度については，濃度が高いと短時間でフィルタが閉塞し，外気を直接取り

込む安全上重要な施設の安全機能が喪失することが想定されることから，検討対象

事象の起因となり得る自然現象とする。 

・森林火災 

最大火線強度が想定を超える森林火災が発生すると，火炎が防火帯を突破し，再

処理施設に到達するおそれがある。しかし，火炎が防火帯内側に到達するおそれが

ある場合には，消火活動によって延焼を防止することが可能である。したがって，

森林火災は検討対象事象の起因となり得る自然現象としない。 

・風(台風) 

風(台風)は検討対象事象の起因となり得る自然現象とするが，竜巻に包含される。 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・凍結 

極端な低温状態が継続することは考えられないことから，凍結は検討対象事象の

起因となり得る自然現象としない。 

・積雪 

想定される積雪事象が発生した場合においても安全機能を損なわないものとし，

適切な措置を行うよう検討を進め，遅くとも平成 31 年度末までに詳細を定め，逐次

廃止措置計画の変更申請を行う。 

・落雷 

大きな落雷が発生した場合，雷サージの影響により，安全機能を有する施設のう

ち，計測制御系統施設，電気設備等の機能喪失が考えられることから，落雷は検討

対象事象の起因となり得る自然現象とする。 

・地滑り 

安全上重要な施設は建家及びセルと同等の耐性を有する設計とする。また，安全

上重要な施設は地滑りにより機能喪失に至らないものとするため，地滑りを検討対

象事象の起因となり得る自然現象としない。 

・降雨 

降雨は検討対象事象の起因となり得る自然現象とするが，津波に包含される。 

・洪水 

洪水は検討対象事象の起因となり得る自然現象とするが，津波に包含される。高

潮は検討対象事象の起因となり得る自然現象とするが，津波に包含される。 

・生物学的事象 

生物学的事象による安全機能を有する施設への影響として，フィルタ等に大量の

昆虫類の付着が想定されるが，生物の除去を行うことが可能である。したがって，

生物学的事象は検討対象事象の起因となり得る自然現象としない。 

 

2.2 選定方法 

1)臨界事故 

廃止措置段階においては，核燃料物質を取り扱う設備を対象に以下の方法で選定を

行う。 

形状寸法で臨界管理している設備については，内的要因にて臨界に至ることはない

が，外的要因(地震，津波，竜巻等)を起因とする事象により核的制限値を超えて臨界に

至るか評価する。 

形状寸法以外の方法で臨界管理している設備については，外的要因(地震，津波，竜

巻等)以外にも，内的要因である誤移送で臨界に至るか評価する。 

せん断粉末等 200kg は，蓋付きの収集トレイに入れ，セル内への水・試薬の供給ライ

ン（除染ライン）を避けた高床の場所（床より 80cm 高い）に保管し，同セルにはフロ
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドレンが設けられている。仮に同セル内に誤送水しても，せん断粉末等が水没した

り，被水したりすることは無い。 

なお，同セル内への水・試薬の供給ラインに対しては閉止措置を施している。 

 

2)蒸発乾固 

使用済燃料から分離されたものであって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を

取り扱う設備について，全交流電源喪失時における沸騰に至る時間を評価する。沸騰に

至る時間が 1年を超える場合は，事態を収束するための措置を期待できるものとし，当

該事故に選定しない。沸騰に至る時間が 1 年以内である場合には，放出量評価を行い

Cs-137 換算で 0.01 TBq 未満(100 TBq の 1/100 を目標とし，想定外の要素が加わった

場合であってもこれを達成できるよう，さらに 1/100 したもの)であれば，事業指定基

準規則等の有効性評価の判断基準である 100 TBq を踏まえ，放出量が十分に低いもの

と判断し，当該事故に選定しない。 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）については，現状保有のインベントリで評価し，ガラス

固化技術開発施設(TVF)については，高放射性廃液貯蔵場(HAW)の高放射性廃液の濃度を

基に評価する。 

分離精製工場(MP)，ウラン脱硝施設(DN)，プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)につ

いては，現実的なインベントリで評価する。 

低放射性の廃液を取り扱う貯槽については，設計基準のインベントリで評価する。 

 

3)水素爆発 

使用済燃料から分離されたものであって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を

取り扱う設備について，全交流電源喪失時における水素濃度が爆発下限界の 4 %へ到達

するまでの時間を評価する。4 %へ到達するまでの時間が 1年を超える場合は，事態を

収束するための措置を期待できるものとし，当該事故に選定しない。4 %へ到達するま

での時間が 1 年以内である場合には，放出量評価を行い Cs-137 換算で 0.01 TBq 未満

であれば，事業指定基準規則等の有効性評価の判断基準である 100 TBq を踏まえ，放出

量が十分に低いものと判断し，当該事故に選定しない。 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)については，現状保有のインベントリで評価し，ガラス固

化技術開発施設(TVF)については，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に最大濃度の高放射性廃液

を保有している貯槽の濃度を基に評価する。 

分離精製工場(MP)，ウラン脱硝施設(DN)，プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)につ

いては，現実的なインベントリで評価する。 

低放射性の廃液を取り扱う貯槽については，設計基準のインベントリで評価する。 

 

4)有機溶媒等による火災 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質を含む溶媒を取り扱う設備について，全量漏えい時における引火点到達

時間を評価する。引火点到達時間が 1年を超える場合は，事態を収束するための措置を

期待できるものとし，当該事故に選定しない。引火点到達時間が 1年以内である場合に

は，放出量評価を行い Cs-137 換算で 0.01 TBq 未満であれば，事業指定基準規則等の有

効性評価の判断基準である 100 TBq を踏まえ，放出量が十分に低いものと判断し，当該

事故に選定しない。 

 

5)使用済燃料の著しい損傷 

貯蔵プールにおけるプール水全喪失時においても，燃料損傷及び臨界に至ることは

ない。（添付書類四別紙「事故選定について」参照） 

 

6)放射性物質の漏えい 

放射性物質を含む液体を保有する貯槽について，耐震 S クラス施設は移送時に配管

から 10 分間(漏えい発生後 10 分で対応できると想定)漏えいした場合の評価，それ以

外の施設については全量漏えいした場合の放出量評価を行い Cs-137 換算で 0.01 TBq

未満であれば，事業指定基準規則等の有効性評価の判断基準である 100 TBq を踏まえ，

放出量が十分に低いものと判断し，当該事故に選定しない。 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)については，現状保有のインベントリで評価し，ガラス固

化技術開発施設(TVF)については，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に最大濃度の高放射性廃液

を保有している貯槽の濃度を基に評価する。また，ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラ

ス固化技術開発棟の濃縮器及びガラス溶融炉については，運転時に槽類換気系統が機

能喪失することを考慮する。 

分離精製工場(MP)，ウラン脱硝施設(DN)，プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)につ

いては，現実的なインベントリで評価する。 

低放射性の廃液を取り扱う貯槽については，設計基準のインベントリで評価する。廃

棄物処理場(AAF)の低放射性廃液第一蒸発缶，第二低放射性廃液蒸発処理施設(E)の低

放射性廃液第二蒸発缶，第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z)の低放射性廃液第三蒸発缶

については，運転時に槽類換気系統が機能喪失することを考慮する。 

固体の放射性廃棄物及び製品が換気系統の喪失，外的要因(地震，竜巻等)により，損

傷し漏えいに至る場合には放出量評価を行い，Cs-137 換算で 0.01 TBq 未満であれば，

事業指定基準規則等の有効性評価の判断基準である 100 TBq を踏まえ，放出量が十分

に低いものと判断し，当該事故に選定しない。 

 

2.3 選定結果 

上記方法により選定した結果を以下に示す。詳細は添付書類四別紙「事故選定につ

いて」参照 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)臨界事故 

廃止措置段階においては，新たにせん断，分離・精製等の再処理運転は行うことはな

いことから，それらの工程における臨界は，事故として選定しない。 

使用済燃料については，プール水の喪失を想定した場合においても臨界に至らない

こと，三酸化ウラン容器を収納しているピットやバードケージ及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物粉末の貯蔵施設は，地震を考慮しても健全性を維持でき，津波による浸水

を考慮しても，臨界には至らない。また，これらの取扱いに際しては，既往の許認可で

定めた形状寸法管理等の臨界安全管理を継続することから，誤操作等による臨界も想

定されない。 

以上より臨界については事故として選定しない。 

 

(2)蒸発乾固 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) (272V31～V35,V37,V38)及びガラス固化技術開発施設

(TVF)ガラス固化技術開発棟(G11V10,V20)については，沸騰到達時間が 60～94 時間，事

象が発生した場合の放出量(Cs-137 換算)が 0.01 TBq を超えることから，事故として選

定する。 

ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の濃縮器(G12E10)及び濃縮液槽

(G12V12)については，事象が継続又は発生した場合の放出量(Cs-137 換算)が 0.01 TBq

より小さいため，事故として選定しない。 

分離精製工場(MP)の高放射性廃液貯槽については，沸騰到達時間が最短で約 10 日で

あるが，事象が発生した場合の放出量(Cs-137 換算)が 0.01 TBq より小さいため，事故

として選定しない。 

その他施設については，沸騰に到達するまでの時間に十分裕度がある又は，事象が発

生した場合の放出量(Cs-137 換算)が 0.01 TBq より小さいため，事故として選定しな

い。 

 

(3)水素爆発 

高放射性廃液を貯蔵する分離精製工場(MP)，高放射性廃液貯蔵場(HAW)，ガラス固化

技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟は，高放射性廃液貯蔵場(HAW)における実機の

試験結果より得られたG値が6×10-5と小さく水素濃度が4 ％に至る時間は年単位であ

ることから，事故として選定しない。 

残存するプルトニウム溶液を取り扱う分離精製工場(MP)は，事象が発生した場合の

放出量(Cs-137 換算)が 0.01 TBq より小さいため，事故として選定しない。 

その他施設については，「東海再処理施設の安全性確認に係る基本データの確認（JNC-

TN8410 99-002）」（以下「安全性確認」という。）で設定したインベントリで評価したと

ころ，放出量(Cs-137 換算)が 0.01 TBq より小さいため，事故として選定しない。 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)有機溶媒等による火災又は爆発 

今後，分離精製工場(MP)において分離・精製施設での溶媒を使用しないことから分離

精製工場(MP)での有機溶媒等による火災又は爆発は想定しない。廃溶媒については，安

全性確認で設定した放射能量で評価したところ，引火点到達時間が最短でも約 8 年と

長く，事態を収束するための措置が期待できるため，事故として選定しない。 

 

(5)使用済燃料の著しい損傷 

「再処理施設の廃止に向けた計画」(平成 28 年 11 月)にて原子力規制委員会に報告

しているとおり，プール水全喪失時において，燃料損傷及び臨界に至ることはないこと

から，事故として選定しない。 

 

(6)放射性物質の漏えい 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟

で高放射性廃液を取り扱う設備は，耐震 Sクラスであるため全量漏えいは想定せず，送

液時の配管からの漏えいを想定し評価した場合の放出量(Cs-137換算)が 0.01 TBqより

小さいため，事故として選定しない。 

その他の放射性液体を取り扱う設備については，全量漏えいを想定し評価した場合

の放出量(Cs-137 換算)が 0.01 TBq より小さいため，事故として選定しない。 

固体の放射性廃棄物及び製品については，外的要因(地震，津波，竜巻等)を考慮して

も損傷するおそれがないため，事故として選定しない。 

 

(7)大規模損壊 

大規模損壊として想定する起因事象は，大規模な自然災害(基準地震動を超える地震

力，基準津波を超える津波高さ)及び故意による大型航空機の衝突であることから，全

ての施設で大規模損壊が発生し得るものとする。 

 

上記評価結果等を踏まえると，想定事故及び大規模損壊は以下のとおり。 

①蒸発乾固 

対象設備：高放射性廃液貯蔵場(HAW)(272V31～V35,V37,V38) 

     ガラス固化技術開発施設(TVF)(G11V10,V20) 

②大規模損壊 

対象設備：放射性物質を保有する全施設 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

3．事故の程度，影響等 

今後使用を継続する工程で想定される事故への対策の有効性評価及び影響評

価の詳細については，事故シナリオを策定した上で，平成 30 年度末までに実施

し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。再処理施設では，福島第一原子力

発電所における事故を踏まえた緊急安全対策及び安全性に関する総合的評価等

を実施してきている。これらを踏まえた事故影響等の概略，優先して実施すべき

工程については以下のとおり。 

なお，系統除染及び機器解体の工程で想定する事故への対策の有効性評価及び

影響評価については，別途，事故選定及びシナリオ策定を行なった上で実施する。 

 

3.1 過失 

(1)事故影響等の概略 

性能維持施設は，運転員の誤操作を防止するため，配置，区画，識別表示，

施錠等の措置を講じているものの，高放射性廃液等のリスクの高い放射性物

質を保有する施設において，運転員の誤操作により崩壊熱除去機能及び水素

掃気機能が停止する可能性があるが，警報等による検知後，運転員が手動で

崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持することができる。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，過失

に係る安全対策を平成 30 年度末までに整理し，その後，廃止措置計画の変更

申請を行う。 

 

3.2 機械又は装置の故障 

(1)事故影響等の概略 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設の動的機器の多くが多重化されているものの，一部(冷却系統の

動的部分等)で多重化がなされておらず，単一故障により安全機能が失われる

可能性があるが，単一故障による安全上重要な施設の同時損傷を考慮した場

合でも，崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電機※

1，可搬型空気圧縮機※3及び可搬型給水設備※1を配備している。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設の動的機器のうち，一部多重化がなされていない設備について，

対策の基本計画を取りまとめたうえで，平成 30 年 1 月頃までに設計の仕様を

3．事故の程度，影響等 

今後使用を継続する工程で想定される事故への対策の有効性評価及び影響評

価の詳細については，事故シナリオを策定した上で，平成 30 年度末までに実施

し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。再処理施設では，福島第一原子力

発電所における事故を踏まえた緊急安全対策及び安全性に関する総合的評価等

を実施してきている。これらを踏まえた事故影響等の概略，優先して実施すべき

工程については以下のとおり。 

なお，系統除染及び機器解体の工程で想定する事故への対策の有効性評価及び

影響評価については，別途，事故選定及びシナリオ策定を行った上で実施する。 

 

3.1 過失 

(1)事故影響等の概略 

性能維持施設は，運転員の誤操作を防止するため，配置，区画，識別表示，

施錠等の措置を講じているものの，高放射性廃液等のリスクの高い放射性物

質を保有する施設において，運転員の誤操作により崩壊熱除去機能及び水素

掃気機能が停止する可能性があるが，警報等による検知後，運転員が手動で

崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持することができる。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設に対して平成 30

年度末までに整理した過失に係る安全対策について，平成 31 年度末までに詳

細設計を実施し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

3.2 機械又は装置の故障 

(1)事故影響等の概略 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設の動的機器の多くが多重化されているものの，一部(冷却系統の

動的部分等)で多重化がなされておらず，単一故障により安全機能が失われる

可能性があるが，単一故障による安全上重要な施設の同時損傷を考慮した場

合でも，崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電機

※1，可搬型空気圧縮機※3及び可搬型給水設備※1を配備している。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設の動的機器のうち，一部多重化がなされていない設備について，

対策の詳細設計を平成 31 年度末までに実施し，その後，廃止措置計画の変更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

決定し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

3.3 浸水(津波) 

(1)事故影響等の概略 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する建家の開口部には，

暫定津波シミュレーションでの高放射性廃液貯蔵場(HAW)の浸水深さである

T.P.+12.8 m を超える高さである T.P.+14.4 m まで浸水防止扉を設置※1して

いる。一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉

所及びガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟に非常用電源を供給するガラス

固化技術開発施設(TVF)管理棟については，T.P.+約 8～11 m までの浸水防止

対策を実施※1 しているものの，これを超える津波が襲来した場合に電源供

給機能を維持できない可能性がある。このため，可搬型発電機を津波襲来の

おそれのない高台(T.P.+約 18 m)に配備しており，分離精製工場(MP)，プルト

ニウム転換技術開発施設(PCDF)，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技

術開発施設(TVF) 開発棟の緊急電源接続盤を経由して，崩壊熱除去及び水素

掃気機能を有する設備に給電できる対策※1としている。また，可搬型発電機

から緊急電源接続盤までの給電ケーブルについては，既に敷設しているもの

の，不測の事態に備え予備ケーブルも配備している。さらに，非常用発電機用

燃料貯蔵設備については，津波襲来のおそれのない高台に設置※1しており，

漂流物等により敷地内のアクセス性が低下した場合に備え，漂流物撤去用の

重機も配備※2している。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する建家については，現

在実施している津波に対する影響評価結果を踏まえて，平成 30 年 1 月頃まで

に対策の基本計画を取りまとめ，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

3.4 地震 

(1)事故影響等の概略 

耐震重要施設の耐震性について，高放射性廃液等のリスクの高い放射性物

質を保有する機器・配管系，それを内包するセル，建家は，これまで実施した

暫定基準地震動に基づく評価から十分な安全裕度を有しており※4，安全機能

を確保できる見通しである。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉所，

ガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟に非常用電源を供給するガラス固化技

申請を行う。 

 

3.3 浸水(津波) 

(1)事故影響等の概略 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する建家の開口部には，

暫定津波シミュレーションでの高放射性廃液貯蔵場(HAW)の浸水深さである

T.P.+12.8 m を超える高さである T.P.+14.4 m まで浸水防止扉を設置※1して

いる。一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉

所及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟に非常用電源を

供給するガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術管理棟については，

T.P.+約 8～11 m までの浸水防止対策を実施※1しているものの，これを超え

る津波が襲来した場合に電源供給機能を維持できない可能性がある。このた

め，可搬型発電機を津波襲来のおそれのない高台(T.P.+約 18 m)に配備して

おり，分離精製工場(MP)，プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)，高放射性廃

液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の緊

急電源接続盤を経由して，崩壊熱除去及び水素掃気機能を有する設備に給電

できる対策※1としている。また，可搬型発電機から緊急電源接続盤までの給

電ケーブルについては，既に敷設しているものの，不測の事態に備え予備ケ

ーブルも配備している。さらに，非常用発電機用燃料貯蔵設備については，津

波襲来のおそれのない高台に設置※1 しており，漂流物等により敷地内のア

クセス性が低下した場合に備え，漂流物撤去用の重機も配備※2している。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する建家については，現

在実施している津波に対する影響評価結果を踏まえて取りまとめた対策の基

本計画に基づき，平成 31 年度末までに詳細設計を実施し，その後，廃止措置

計画の変更申請を行う。 

 

3.4 地震 

(1)事故影響等の概略 

耐震重要施設の耐震性について，高放射性廃液等のリスクの高い放射性物

質を保有する機器・配管系，それを内包するセル，建家は，これまで実施した

暫定基準地震動に基づく評価から十分な安全裕度を有しており※4，安全機能

を確保できる見通しである。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉所，

ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟に非常用電源を供給す

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

術開発施設(TVF)管理棟並びに蒸気及び水を供給する既存の設備については，

基準地震動に対して基礎杭も含め耐震性が不足する見通しであるが，耐震補

強対策をしなくても安全機能を確保できるよう可搬型給水設備※1，可搬型蒸

気供給設備及び可搬型発電機※1を配備している。 

 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟の周辺

の地盤については，基準地震動により液状化が発生し，トレンチ等に影響を

及ぼすおそれがあり，地盤改良等の対策を検討する必要がある。第二付属排

気筒については，脚部を補強することで耐震 S クラスとしての耐震性を確保

できる見通しである。主排気筒については，上位波及の観点から耐震補強が

必要となる見込みである。これら耐震補強の仕様を平成 30 年 3 月頃までに検

討し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

3.5 竜巻 

(1)事故影響等の概略 

 竜巻飛来物対策として，大きな影響を及ぼすおそれのある飛来物候補に対

し，移設や固縛等の対策を行うことにより，高放射性廃液等のリスクの高い

放射性物質を保有する機器・配管系，それを内包するセルは，竜巻による損傷

を防止できる見通しである。 

また，屋上に設置している冷却設備については，設計飛来物により損傷す

る可能性があるが，竜巻防護対策(防護ネット等の設置)を施し，飛来物から

の損傷を防ぐ場合，重量の増加により建家の耐震性が確保できない可能性が

あることから，可搬型給水設備を配備※1しており，高放射性廃液を取り扱う

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF) 開発棟の一次

冷却系に給水※3 することにより，崩壊熱除去機能を回復できる対策として

いる。さらに，貯槽内への直接注水，高放射性廃液のセル内漏えいを考慮した

セル内への注水※3ができる対策としている。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設のうち，外壁付近に設置した一部の機器については，設計飛来

物による外壁の破損及び窓の貫通に伴い，損傷する可能性があることから，

竜巻飛来物衝突解析を踏まえて，平成 29 年 10 月頃までに建家開口部の飛来

るガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術管理棟並びに蒸気及び水を

供給する既存の設備については，基準地震動に対して基礎杭も含め耐震性が

不足する見通しであるが，耐震補強対策をしなくても安全機能を確保できる

よう可搬型給水設備※1，可搬型蒸気供給設備及び可搬型発電機※1 を配備し

ている。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技

術開発棟の周辺の地盤については，基準地震動により液状化が発生し，トレ

ンチ等に影響を及ぼすおそれがあり，地盤改良等の対策を検討する必要があ

る。第二付属排気筒については，脚部を補強することで耐震 S クラスとして

の耐震性を確保できる見通しである。主排気筒については，上位波及の観点

から耐震補強が必要となる見込みである。検討した耐震補強の仕様に基づき

詳細設計を平成 31 年度末までに実施し，その後，廃止措置計画の変更申請を

行う。 

 

3.5 竜巻 

(1)事故影響等の概略 

 竜巻飛来物対策として，大きな影響を及ぼすおそれのある飛来物候補に対

し，移設や固縛等の対策を行うことにより，高放射性廃液等のリスクの高い

放射性物質を保有する機器・配管系，それを内包するセルは，竜巻による損傷

を防止できる見通しである。 

また，屋上に設置している冷却設備については，設計飛来物により損傷す

る可能性があるが，竜巻防護対策(防護ネット等の設置)を施し，飛来物から

の損傷を防ぐ場合，重量の増加により建家の耐震性が確保できない可能性が

あることから，可搬型給水設備を配備※1しており，高放射性廃液を取り扱う

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術

開発棟の一次冷却系に給水※3 することにより，崩壊熱除去機能を回復でき

る対策としている。さらに，貯槽内への直接注水，高放射性廃液のセル内漏え

いを考慮したセル内への注水※3ができる対策としている。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設のうち，外壁付近に設置した一部の機器については，設計飛来

物による外壁の破損及び窓の貫通に伴い，損傷する可能性があることから，

竜巻飛来物衝突解析を踏まえて検討した建家開口部の飛来物防護設計の仕様

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

物防護設計の仕様を検討し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

3.6 火災等 

(1)事故影響等の概略 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設の多くが多重化されているものの，同一区画内に狭い距離間隔

で配置されている機器等があり，火災・溢水(没水や被水)の影響により多重

化された設備の安全機能が同時に失われる可能性があるが，崩壊熱除去機能

及び水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電機※1，可搬型空気圧縮機※3

及び可搬型給水設備※1を配備している。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設のうち，同一区画内の狭い距離間隔で多重化・配置されている

設備については，火災・溢水(没水や被水)の影響により安全機能が同時に失

われる可能性があることから，対策の基本計画を策定し，平成 30 年 1 月頃ま

でに設計の仕様を決定し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

4．設計，設備配備等のスケジュール 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の検討を進め，平成 29 年度末まで

の設計内容を踏まえて対策の可否を判断するとともに，再処理維持基準規則

を踏まえた安全対策の実施範囲及び実施内容を定め，その後，廃止措置計画

の変更申請を行う。また，その内容を踏まえて詳細設計を進め，安全対策の詳

細内容については，遅くとも平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の

変更申請を行う。その際，再処理維持基準規則により難い特別な事情があり，

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策を実施できない場合については，必

要に応じて可搬型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を検

討するとともに，その事情を明確にする。 

設計，設備配備等のスケジュールに関する工程については，「十．廃止措置

の工程」の再処理維持基準規則を踏まえた主な安全対策に関する工程に示す。 

 

5．影響評価のスケジュール 

省略 

 

に基づき，平成 31 年度末までに建家開口部の飛来物防護の詳細設計を実施

し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

3.6 火災等 

(1)事故影響等の概略 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設の多くが多重化されているものの，同一区画内に狭い距離間隔

で配置されている機器等があり，火災・溢水(没水や被水)の影響により多重

化された設備の安全機能が同時に失われる可能性があるが，崩壊熱除去機能

及び水素掃気機能を維持できるよう可搬型発電機※1，可搬型空気圧縮機※3

及び可搬型給水設備※1を配備している。 

 

(2)優先して実施すべき工程 

高放射性廃液等のリスクの高い放射性物質を保有する施設において，重要

度の高い施設のうち，同一区画内の狭い距離間隔で多重化・配置されている

設備については，火災・溢水(没水や被水)の影響により安全機能が同時に失

われる可能性があることから，平成 30 年 1 月頃までの設計を踏まえた仕様に

基づき，平成 31 年度末までにの詳細設計を実施し，その後，廃止措置計画の

変更申請を行う。 

 

4．設計，設備配備等のスケジュール 

これまでの設計内容に基づき，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策に

係る詳細設計を進め，遅くとも平成 31 年度末までに安全対策の詳細内容を定

め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。その際，再処理維持基準規則により

難い特別な事情があり，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策を実施でき

ない場合については，供用中の施設への影響や対策の効果及び対策実施に要

する期間等を考慮し，可搬型設備を用いた代替機能維持による安全対策の実

施も含め，安全機能の維持や回復の最適化を検討するとともに，その事情を

明確にする。 

 

設計，設備配備等のスケジュールに関する工程については，「十．廃止措置

の工程」の再処理維持基準規則を踏まえた主な安全対策に関する工程に示す。 

 

5．影響評価のスケジュール 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 

 

 

 

 

〇基本設計の反映 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

6．引用 

省略 

 

6．引用 

変更なし 

 

添付書類四別紙 事故選定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事故選定の反映 

（新規作成） 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

56/230 

変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

添付書類 六  

性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書 

 

再処理施設は，廃止措置期間中においても使用済燃料の貯蔵，放射性廃棄物の

処理・貯蔵，核燃料物質の保管を継続して行う必要がある。これらの施設について

は当面の間，再処理運転時と同様に性能を維持する必要があることから，再処理運

転時の施設定期自主検査の対象としていた設備及び緊急安全対策等として整備し

た設備，また，これらを含む系統を性能維持施設とする。廃止措置期間中に性能を

維持すべき施設の維持管理を表 6-1-1 に示す。詳細な設備及び維持すべき期間に

ついては平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 六  

性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書 

 

再処理施設は，廃止措置期間中においても使用済燃料の貯蔵，放射性廃棄物の

処理・貯蔵，核燃料物質の保管を継続して行う必要がある。これらの施設について

は当面の間，再処理運転時と同様に性能を維持する必要があることから，再処理運

転時の施設定期自主検査の対象としていた設備及び緊急安全対策等として整備し

た設備，また，これらを含む系統を性能維持施設とする。さらに，早期のリスク低

減の観点から，ガラス固化処理を行う系統を性能維持施設とし，その機能及び検査

内容について，平成 31 年度の施設定期検査の時期を見据えて廃止措置計画の変更

申請を行う。廃止措置期間中に性能を維持すべき施設の維持管理を表 6-1-1 に示

す。 

性能維持施設については，廃止措置の進捗や廃止措置を進める各段階において

実施する汚染状況の調査結果等を踏まえ，適宜見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○性能維持施設の詳

細な設備を定めるた

め。 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

60/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

90/230 

変 更 前 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 
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変 更 前 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 
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核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

107/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

108/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

109/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

110/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

111/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

112/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

113/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

114/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

115/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

116/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

117/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

118/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

119/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

120/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

121/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

122/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

123/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

124/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

125/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

126/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

127/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

128/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

129/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

130/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

131/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

132/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

133/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

134/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

135/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

136/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

137/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

138/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

139/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

140/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

141/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

142/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

143/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

144/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

145/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

146/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

147/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

148/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

149/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

150/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

151/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

152/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

153/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

154/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

155/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

156/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

157/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

158/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

159/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

160/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

161/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

162/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

163/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

164/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

165/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

166/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

167/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

168/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

169/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

170/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

171/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

172/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

173/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

174/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

175/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

176/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

177/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

178/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

179/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

180/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

181/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

182/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

183/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

184/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

185/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

186/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

187/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

188/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

189/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

190/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

191/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

192/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

193/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

194/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

195/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

196/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

197/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

198/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

199/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

200/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

201/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

202/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

203/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

204/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

205/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

206/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

207/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

208/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

209/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

210/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

211/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

212/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

213/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

214/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

215/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

216/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

217/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

218/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

219/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

220/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

221/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

222/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

223/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

224/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

225/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

226/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

 

 

○検査内容の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 変更前後比較表 
変更箇所を   で示す。 

227/230 

変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 
変 更 後 変更理由 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 

  

 

 

○検査内容の明確化 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

添付書類 十 

回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す工程に関する説明書 

回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出すため，工程洗浄を実施する。

工程洗浄は平成 31 年度から平成 32 年度に実施する計画であり，詳細な方法，時

期については平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。

また，初回の施設定期検査を受けるべき時期については，廃止措置計画認可後速や

かに申請し，受検を開始する。以降の施設定期検査を受けるべき時期については，

技術的な検討を行った上で平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変

更申請を行う。 

添付書類 十 

回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す工程に関する説明書 

回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出すため，工程洗浄を実施する。

工程洗浄は平成 31 年度から平成 32 年度に実施する計画であり，詳細な方法，時

期については平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。

また，初回の施設定期検査については，平成 31 年度に計画しているガラス固化処

理までに受検する。平成 31 年度の施設定期検査については，工程洗浄開始までに

受検し，以降は，ガラス固化処理の支障とならない時期に定期事業者検査を実施す

る。 

○施設定期検査を受

けるべき時期を定め

るため。 
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変 更 前 

平成 31 年 2月 18 日付け原規規発第 19021811 号にて認可を受けた廃止措置計画 
変 更 後 変更理由 

添付書類 十一 

特定廃液の固型化その他の処理の工程に関する説明書 

1 高放射性廃液 

1.1 処理の方法及び手順 

省略 

1.2 処理に係る人員 

省略 

1.3 設備の管理方法・体制 

省略 

1.4 処理の工程・工程管理の方法 

省略 

1.5 施設定期検査を受けるべき時期 

初回の施設定期検査を受けるべき時期については，廃止措置計画認可後速やか

に申請し，受検を開始する。以降の施設定期検査を受けるべき時期については，

技術的な検討を行った上で平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変

更申請を行う。 

添付書類 十一 

特定廃液の固型化その他の処理の工程に関する説明書 

1 高放射性廃液 

1.1 処理の方法及び手順 

変更なし 

1.2 処理に係る人員 

変更なし 

1.3 設備の管理方法・体制 

変更なし 

1.4 処理の工程・工程管理の方法 

変更なし 

1.5 施設定期検査を受けるべき時期 

初回の施設定期検査を受けるべき時期については，平成 31 年度に計画している

ガラス固化処理までに受検する。平成 31 年度の施設定期検査については，工程洗

浄開始までに受検し，以降は，ガラス固化処理の支障とならない時期に定期事業

者検査を実施する。 

○施設定期検査を受

けるべき時期を定め

るため。 



別添 6-1-14 

耐震重要施設の基礎地盤の安定性 

耐震重要施設（高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固

化技術開発棟）が設置される基礎地盤について，基準地震動が作用した場合においても十分

な安定性を有することを確認するため，再処理施設設置位置付近の地盤調査を行い，得られ

た物性値を用いて基礎地盤の安定性を評価した。 

1. 再処理施設設置位置付近の地盤調査

1.1 ボーリング調査 

再処理施設設置位置付近の地質・地質構造を把握するとともに，室内試験の供試体を採

取し，ボーリング孔を利用した原位置試験を実施するためにボーリング調査を実施した。 

調査位置図を第1-1図に，再処理施設設置位置付近のボーリング調査結果等から作成し

た鉛直地質断面図を第1-2図に示す。 

1.2 地下水調査 

敷地内の地下水位の状態を把握するために，第1-1図に示す位置において地下水位の経

時変化を測定した。水位-1において，平成19 年4 月より平成20 年9 月までの間に実

施した地下水位調査結果を第1-3図に示す。常水位は，約T.P.2.3 m～3.1 mに存在し，

調査期間中の変動幅は約0.8 mである。 

1.3 原位置試験及び室内試験 

基礎地盤の深さ方向の動的変形特性（初期動せん断弾性係数G0，動ポアソン比νd）を把

握するため，敷地内で原位置試験（PS検層）を実施した。また，地盤の物理特性，強度特

性及び変形特性を明らかにするため，採取した試料を用いて，室内試験（物理試験及び力

学試験）を実施した。試験は日本工業規格（JIS），地盤工学会基準（JGS）等に準拠した。 

原位置試験及び室内試験より得られた解析用物性値を第1-1表に示す。 

2. 耐震重要施設の基礎地盤の安定性

対象施設は再処理施設の高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟とし，基礎地盤の地震時の支持性能については，基礎地盤のすべり，

基礎地盤の支持力及び基礎底面の傾斜を評価する。 

また，周辺地盤の変状による施設への影響評価，地殻変動による基礎地盤の変形の影響評

価を行い，対象施設の安全機能に重大な影響を及ぼさないことを確認する。 

2.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

2.1.1 評価方法 

(1) 解析手法

基礎地盤のすべり，基礎地盤の支持力及び基礎底面の傾斜に関する安定性について，

1



2次元有限要素法による地震応答解析により検討した。 

地震応答解析は，2次元有限要素モデルを用いた周波数応答解析とし，等価線形化

法により動せん断弾性係数及び減衰率のひずみ依存性を考慮する。 

地震時の応力は，静的有限要素法解析による常時応力及び地震応答解析による地震

時増分応力を重ね合わせることにより求める。常時応力は建家の荷重及び地盤の初期

応力を考慮して求め，地震時増分応力は水平地震動及び鉛直地震動を同時加振した場

合の応答を考慮して求める。基礎地盤の安定性評価フローを第2-1図に示す。 

(2) 解析条件

1) 解析断面

解析の対象とする断面は，基礎地盤の地質構造及び対象施設の配置を考慮し，対

象施設を中心に直交する断面Ａ－Ａ’，Ｂ－Ｂ’及びＣ－Ｃ’とする。解析断面位置

図を第2-2図に示す。 

2) 解析モデル

有限要素法解析に用いる解析用地盤モデルは，第1-2図に示す鉛直地質断面図に

基づき作成する。解析用建家モデルは，多質点系モデルに基づき作成する。なお，

Ａ－Ａ’断面においては，対象施設の高放射性廃液貯蔵場（HAW）に加えて，断面上

にあり重量が大きいリサイクル機器試験施設（RETF）をモデル化する。解析モデル

を第2-3図に示す。 

常時応力を算定する静的解析における境界条件は，モデル下端を固定境界，側方

を鉛直ローラー境界とする。また，動的解析における境界条件は，モデル下端を粘

性境界，側方をエネルギー伝達境界とする。境界条件を第2-4図に示す。 

3) 解析用物性値

解析用物性値を第1-1表に示す。評価に当たっては，地盤強度のばらつき（平均

値-1.0×標準偏差（σ））を考慮した検討も実施する。 

4) 解析用地下水位

解析用地下水位は，第1-3図の地下水位調査結果に基づき設定する。解析用地下

水位を第2-3図に示す。なお，地下水位の変動を考慮し，解析用地下水位を地表面

に設定した評価も行う。 

5) 入力地震動

入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動を第2-3図に示す解析モデ

ルの下端に入力する。なお，応答スペクトル手法に基づく基準地震動（Ss-D）につ

いては水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。 

2.1.2 評価内容 

(1) 基礎地盤のすべり

すべり安全率は，想定すべり線上のせん断抵抗力の和を想定すべり線上のせん断力

の和で除して求め，すべり安全率が1.5を上回ることを確認する。想定すべり線は建家

の基礎底面を通り，地表面へ立ち上がる連続したすべり線とする。地表面へ立ち上がる
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すべり線は局所安全率，応力状態及び受働崩壊角を踏まえて設定する。 

すべり安全率算定に用いる地盤強度は，せん断強度に達した要素では残留強度を用

いる。また，引張破壊が生じる要素ではすべり線の垂直応力が圧縮の場合は残留強度，

引張の場合は強度をゼロとしてすべり安全率を算定する。 

さらに，最小すべり安全率を示すケースについて，地盤強度のばらつきを考慮した評

価及び解析用地下水位を地表面に設定した評価を行う。 

(2) 基礎地盤の支持力 

地震時における基礎底面の接地圧が評価基準値（支持力）を下回ることを確認する。 

(3) 基礎底面の傾斜 

地震時における基礎底面の傾斜が評価の目安である1/2,000を下回ることを確認す

る。 

 

2.1.3 評価結果 

(1) 基礎地盤のすべり 

想定すべり線におけるすべり安全率を第2-1表に示す。 

Ａ－Ａ’断面における最小すべり安全率は3.0，最小すべり安全率を示すケースにつ

いて，地盤強度のばらつきを考慮した場合2.5，解析用地下水位を地表面に設定した場

合2.9であった。 

Ｂ－Ｂ’断面における最小すべり安全率は3.1，最小すべり安全率を示すケースにつ

いて，地盤強度のばらつきを考慮した場合2.4，解析用地下水位を地表面に設定した場

合2.8であった。 

Ｃ－Ｃ’断面における最小すべり安全率は2.6，最小すべり安全率を示すケースにつ

いて，地盤強度のばらつきを考慮した場合2.3，解析用地下水位を地表面に設定した場

合2.3であった。 

いずれも評価基準値1.5を上回ることから，高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス

固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の基礎地盤はすべりに対して十分な安

定性を有している。 

(2) 基礎地盤の支持力 

評価基準値は，基礎地盤（久米層）における平板載荷試験の結果から，2.35 N/mm2と

する。地震時における基礎底面の最大接地圧は，高放射性廃液貯蔵場（HAW）で1.12 N/mm2，

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟で0.60 N/mm2であり，評価基準

値を下回ることから，基礎地盤は十分な支持性能を有している。 

(3) 基礎底面の傾斜 

基礎底面両端の鉛直方向の相対変位・傾斜を第 2-2 表に示す。基礎底面の最大傾斜

は，高放射性廃液貯蔵場（HAW）で1/2,700，ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固

化技術開発棟で1/3,600であり，評価の目安である1/2,000を下回っていることから，

施設の安全機能に支障を与えるものではない。 
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2.2 地震発生に伴う周辺地盤の変状及び地殻変動による影響評価 

2.2.1 周辺地盤の変状による施設への影響評価 

対象施設は十分な支持性能を有する地盤である久米層（砂質泥岩）に支持されており，

不等沈下，液状化や揺すり込み沈下等の影響はなく，周辺地盤の変状により施設の安全

機能が損なわれるおそれはない。 

 

2.2.2 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

敷地には将来活動する可能性のある断層等は認められないことから，地震活動に伴

い生じる地殻変動による施設への影響は小さいと考えられるが，地震動評価を踏まえ，

敷地周辺に想定される断層のうち，すべり量が大きく，かつ，すべり域が敷地に近い

「2011 年東北地方太平洋沖型地震」の強震動生成域（SMGA）位置の不確かさを考慮し

たモデルについて地殻変動による基礎底面の傾斜を算出し，施設への影響評価を行っ

た。 

地殻変動による基礎底面の傾斜については，食い違い弾性論に基づき，Okada（1992）
(1) の手法によって得られる地殻変動量より算出した。 

地殻変動による基礎底面の最大傾斜は1/17,000であり，さらに基準地震動による高

放射性廃液貯蔵場（HAW）の最大傾斜1/2,700との足し合わせを考慮した場合において

も基礎底面の傾斜は 1/2,300 であり，評価基準値の目安である 1/2,000 を下回ること

から，施設の安全機能に支障を与えるものではない。 

 

（参考文献） 

(1) Yoshimitsu Okada. Internal deformation due to shear and tensile faults in a 

half-space. Bulletin of the Seismological Society of America. vol.82-2, 1992, 

pp.1018-1040. 
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第 2-1 表(1) すべり安全率（Ａ－Ａ'断面） 

 
※1（＋, ＋）位相反転なし、（－, ＋）水平反転、（＋, －）鉛直反転、（－, －）水平反転かつ鉛直反転 

※2［ ］は発生時刻（秒） 

※3 最小すべり安全率を示すケースについて、すべり線の一方の立ち上がり角度を固定し、他方の角度を

変化させてもすべり安全率は小さくならないことを確認している。 

最小すべり安全率を示すケースについて、分離精製工場（MP）がＡ－Ａ’断面上にあると考え影響 

検討を行った結果、最小すべり安全率は 3.4 であり、すべり安全率に対する影響はないことを確認し 

ている。 

 

 

 

  

7



 

第 2-1 表(2) すべり安全率（Ｂ－Ｂ'断面） 

 

※1（＋, ＋）位相反転なし、（－, ＋）水平反転、（＋, －）鉛直反転、（－, －）水平反転かつ鉛直反転 

※2［ ］は発生時刻（秒） 

※3 最小すべり安全率を示すケースについて、すべり線の一方の立ち上がり角度を固定し、他方の角度を

変化させてもすべり安全率は小さくならないことを確認している。 
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第 2-1 表(3) すべり安全率（Ｃ－Ｃ'断面） 

 

※1（＋, ＋）位相反転なし、（－, ＋）水平反転、（＋, －）鉛直反転、（－, －）水平反転かつ鉛直反転 

※2［ ］は発生時刻（秒） 

※3 最小すべり安全率を示すケースについて、すべり線の一方の立ち上がり角度を固定し、他方の角度を

変化させてもすべり安全率は小さくならないことを確認している。  
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第 2-2 表  基礎底面両端の鉛直方向の相対変位・傾斜 

 

断面 施設 地震動※1 

基礎底面両端の 

最大相対変位※2 

基礎底面両端の 

最大傾斜 

（|δv1-δv2|） （|δv1-δv2|/Ｌ※3） 

Ａ－Ａ' 

高放射性廃液

貯蔵場

（HAW） 

Ｓｓ－２ 

（＋，＋） 

1.20 cm 

［63.83］ 
1/3,000 

Ｂ－Ｂ' 

ガラス固化技

術開発施設

（TVF）ガラ

ス固化技術開

発棟 

Ｓｓ－２ 

（＋，＋） 

1.20 cm 

［63.84］ 
1/3,600 

Ｃ－Ｃ' 

高放射性廃液

貯蔵場

（HAW） 

Ｓｓ－Ｄ 

（－，－） 

1.25 cm 

［31.34］ 
1/2,700 

ガラス固化技

術開発施設

（TVF）ガラ

ス固化技術開

発棟 

Ｓｓ－２ 

（＋，＋） 

1.27 cm 

［68.50］ 
1/4,700 

※1（＋, ＋）位相反転なし、（－, ＋）水平反転、（＋, －）鉛直反転、（－, －）水平

反転かつ鉛直反転 

※2［ ］は発生時刻（秒） 

※3［Ａ－Ａ’］ Ｌ= 36.6 m、［Ｂ－Ｂ’］ Ｌ= 44.3 m、 

［Ｃ－Ｃ’,高放射性廃液貯蔵場（HAW）］Ｌ= 34.9 m、 

   ［Ｃ－Ｃ’,ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟］Ｌ= 59.8 m 

 記号の説明

δV1 δV2

L

地震時

常時

δV1 、 δV2 は上向きを正とする
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第 2-1 図 基礎地盤の安定性評価フロー 

基準地震動 

静的解析 地震応答解析（動的解析） 

基礎底面両端の 
鉛直方向の変位 常時応力 地震時増分応力 

地震時の応力 

基礎底面の傾斜 すべり安全率 基礎底面の接地圧 

＜地震時＞ ＜常時＞ 
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(a) 全体図 

 
(b) 建家周り拡大図 

第 2-3 図(1) 解析モデル（Ａ－Ａ'断面）  

T.P. 0.00m T.P.－7.07m 

T.P. 0.00m T.P.－7.07m 
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(a) 全体図 

 

(b) 建家周り拡大図 

第 2-3 図(2) 解析モデル（Ｂ－Ｂ'断面） 

 

  

T.P.－10.70m 

T.P.－10.70m 
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(a) 全体図 

 

 (b) 建家周り拡大図 

第 2-3 図(3) 解析モデル（Ｃ－Ｃ'断面） 

  

T.P. 0.00m 

T.P.－10.70m 

T.P. 0.00m 

T.P.－10.70m 
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(a) 静的解析 

 

 

(b) 動的解析 

 

第 2-4 図 境界条件 
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再処理施設における耐震重要度分類について 

1. 基本方針

以下に示すような今後の施設の利活用の状況を反映する。

・ 今後，新たな使用済燃料の受入れ及びせん断は実施しない。

・ 使用済燃料，ウラン・プルトニウム混合酸化物（MOX）粉末，ウラン製品（三

酸化ウラン粉末）については，貯蔵管理を継続する。

・ 分離精製工場（MP）に保有している高放射性廃液は，貯蔵管理を継続する。 

・ 高放射性廃液貯蔵場（HAW）に保有している高放射性廃液は，平成 40年度ま

でにガラス固化技術開発施設（TVF）でガラス固化処理する。

ガラス固化技術開発施設（TVF）については，再処理施設安全審査指針の制定後

に認可された施設であることから，耐震重要度分類が明確になっている。従って既

存の許認可に従うことを基本とする（基本的に A類は Sクラスとみなす）。 

2. 耐震重要度分類の考え方

2.1基本的考え方 

再処理施設の設工認に記載されている全施設に対して，原子力規制委員会の内

規である「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以

降，事業指定基準規則解釈と呼称する）の別記 2第 2項に従い耐震重要度分類 S

に該当する施設を選定し Sクラス施設の表として取りまとめる。 

2.2 Sクラスの選定について 

(1) 選定の考え方

事業指定基準規則解釈別記 2第 2項に従い，Sクラスの例①～⑨に該当する

ものを選定する。その際，Sクラス選定基準となる機能喪失時の環境への影響

（5 mSv）は安重選定基準と同じであることから，機能喪失時の影響評価結果

は安重選定のものを用いる。 

(2) Sクラスの選定

上記により選定した Sクラス施設の表を別添－1に示す。

別添 6—1-15 
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S
ク

ラ
ス

施
設

 
(
1
／

5
)

別
添
－
１

施
設

区
分

1
）

そ
の

破
損

又
は

機
能

喪
失

に
よ

り
臨

界
事

故
を

起
こ

す
お

そ
れ

の
あ

る
施

設

溶
解

施
設

等

2
）

使
用

済
燃

料
を

貯
蔵

す
る

た
め

の
施

設
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

及
び

貯
蔵

施
設

液
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

高
放

射
性

廃
液

貯
槽

2
7
2
V
3
1
,
V
3
2
,
V
3

3
,
V
3
4
,
V
3
5
,
V
3
6

熱
交

換
器

2
7
2
H
3
1
4
、

H
3
1
5
、

H
3
2
4
、

H
3
2
5
、

H
3
3
4
、

H
3
3
5
、

H
3
4
4
、

H
3
4
5
、

H
3
5
4
、

H
3
5
5
、

H
3
6
4
、

H
3
6
5

サ
ー

ジ
ポ

ッ
ト

中
間

貯
槽

2
7
2
V
3
7
,
V
3
8

冷
却

塔
2
7
2
H
8
1
、

H
8
2
、

H
8
3

分
配

器
2
7
2
D
1
2
、

D
1
3

1
次

系
の

送
水

ポ
ン

プ
2
7
2
P
3
1
6
1
、

P
3
1
6
2
、

P
3
2
6
1
、

P
3
2
6
2
、

P
3
3
6
1
、

P
3
3
6
2
、

P
3
4
6
1
、

P
3
4
6
2
、

P
3
5
6
1
、

P
3
5
6
2
、

P
3
6
6
1
、

P
3
6
6
2

1
次

系
の

予
備

循
環

ポ
ン

プ
2
7
2
P
3
0
6
1
、

P
3
0
6
2
、

P
8
1
6
0
、

P
8
1
6
1
、

P
8
1
6
2
、

P
8
1
6
3

動
力

分
電

盤
H
M
3

1
次

系
冷

却
水

系
統

主
排

気
筒

ガ
ン

マ
ポ

ッ
ト

2
7
2
V
3
1
9
1
、

V
3
1
9
2
、

V
3
2
9
1
、

V
3
2
9
2
、

V
3
3
9
1
、

V
3
3
9
2
、

V
3
4
9
1
、

V
3
4
9
2
、

V
3
5
9
1
、

V
3
5
9
2
、

V
3
6
9
1
、

V
3
6
9
2

2
次

系
冷

却
水

系
統

浄
水

受
槽

2
7
2
V
7
6

浄
水

ポ
ン

プ
2
7
2
P
7
6
1
、

P
7
6
2

浄
水

供
給

系
統

空
気

圧
縮

機
2
7
2
K
6
0
、

K
6
1

送
風

機
2
7
2
K
6
3
、

K
6
4

圧
空

貯
槽

2
7
2
V
6
0
3
、

V
6
2

除
湿

器
2
7
2
Ｈ

6
2
1

空
気

貯
槽

2
7
2
V
6
3
3

高
圧

受
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
D
X

低
圧

配
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
D
Y

動
力

分
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
Ｈ

Ｍ
1
、

Ｈ
Ｍ

2

制
御

盤
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

制
御

盤
Ｎ

ｏ
.
4

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
設

備
（

1
号

機
）

（
注

６
）

（
注

６
）

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
設

備
（

2
号

機
）

付
帯

設
備

（
冷

却
水

系
統

、
燃

料
系

統
、

始
動

空
気

系
統

、
潤

滑
油

系
統

）

第
6
変

電
所

（
高

放
射

性
廃

液
貯

蔵
場

(
H
A
W
)
）

へ
の

電
源

系
統

溶
融

炉
G
2
1
M
E
1
0

冷
却

塔
G
8
3
H
1
0
、

H
2
0

固
化

セ
ル

ク
レ

ー
ン

G
5
1
M
1
0
0
、

M
1
0
1

受
入

槽
G
1
1
V
1
0

2
次

系
冷

却
水

ポ
ン

プ
G
8
3
P
1
2
,
P
2
2

両
腕

型
マ

ニ
プ

レ
ー

タ
G
5
1
M
1
2
0
、

M
1
2
1

回
収

液
槽

G
1
1
V
2
0

冷
水

設
備

ポ
ン

プ
G
8
4
P
3
2
、

P
4
2

濃
縮

器
ラ

ッ
ク

G
1
2
R
K
1
0

除
染

セ
ル

ク
レ

ー
ン

G
5
1
M
1
5
5

（
注

１
）
主

要
設

備
等

と
は

、
当

該
機

能
に

直
接

的
に

関
連

す
る

設
備

及
び

構
築

物
を

い
う

。
（

注
２

）
補

助
設

備
と

は
、

当
該

機
能

に
間

接
的

に
関

連
し

、
主

要
設

備
の

補
助

的
役

割
を

持
つ

設
備

を
い

う
。

（
注

３
）
直

接
支

持
構

造
物

と
は

、
主

要
設

備
若

し
く

は
補

助
設

備
に

直
接

取
り

付
け

ら
れ

る
支

持
構

造
物

又
は

こ
れ

ら
の

設
備

の
荷

重
を

直
接

的
に

受
け

る
支

持
構

造
物

を
い

う
。

（
注

４
）
間

接
支

持
構

造
物

と
は

、
直

接
支

持
構

造
物

か
ら

伝
達

さ
れ

る
荷

重
を

受
け

る
構

造
物

（
建

物
・

構
築

物
）

を
い

う
。

（
注

５
）
波

及
的

影
響

を
考

慮
す

べ
き

設
備

と
は

、
下

位
の

耐
震

ク
ラ

ス
に

属
す

る
も

の
の

破
損

等
に

よ
っ

て
上

位
の

分
類

に
属

す
る

も
の

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

設
備

を
い

う
。

（
注

６
）
基

準
地

震
動

を
考

慮
し

た
場

合
に

、
施

設
の

現
況

等
に

照
ら

し
て

機
能

を
維

持
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

、
そ

の
安

全
機

能
を

可
搬

型
設

備
に

よ
り

早
期

に
代

替
す

る
こ

と
で

最
適

化
を

図
る

。

波
及

的
影

響
を

考
慮

す
べ

き
設

備

主
　

要
　

設
　

備
　

等
補

　
助

　
設

　
備

ク
ラ

ス
別

施
設

S
ク

ラ
ス

施
設

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

2
7
2
V
3
1
8
1
、

V
3
1
8
2
、

V
3
2
8
1
、

V
3
2
8
2
、

V
3
3
8
1
、

V
3
3
8
2
、

V
3
4
8
1
、

V
3
4
8
2
、

V
3
5
8
1
、

V
3
5
8
2
、

V
3
6
8
1
、

V
3
6
8
2

高
放

射
性

廃
液

貯
蔵

工
程

の
主

要
な

流
れ

を
構

成
す

る
配

管
等

2
7
2
K
6
0
用

(
2
7
2
H
6
0
2
)
冷

却
水

系
統

2
7
2
K
6
1
用

(
2
7
2
H
6
1
2
)
冷

却
水

系
統

高
放

射
性

廃
液

貯
蔵

場
(
H
A
W
)
建

家
機

器
等

の
支

持
構

造
物

ガ
ラ

ス
固

化
技

術
開

発
施

設
(
T
V
F
)
ガ

ラ
ス

固
化

技
術

開
発

棟
建

家
（

配
管

ト
レ

ン
チ

（
T
2
1
）

を
含

む
）

機
器

等
の

支
持

構
造

物

3
）

高
レ

ベ
ル

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
内

蔵
す

る
系

統
及

び
機

器
並

び
に

そ
の

冷
却

系
統

耐 震 重 要 施 設

各
機

器
（

S
ク

ラ
ス

施
設

施
設

）
へ

の
圧

縮
空

気
供

給
系

統

第
二

中
間

開
閉

所
建

家
機

器
等

の
支

持
構

造
物

　
（

注
６

）

（
注

３
）

（
注

４
）

（
注

５
）

（
注

１
）

（
注

２
）
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S
ク

ラ
ス

施
設

 
(
2
／

5
)

施
設

区
分

1
次

系
冷

却
水

ポ
ン

プ
G
8
3
P
3
2
、

P
4
2

濃
縮

液
槽

ラ
ッ

ク
G
1
2
R
K
1
2

パ
ワ

ー
マ

ニ
プ

レ
ー

G
5
1
M
1
6
0

冷
却

水
設

備
用

冷
却

器
G
8
3
H
3
0
、

H
4
0

蒸
発

缶
ラ

ッ
ク

冷
水

設
備

用
冷

却
器

G
8
4
H
3
0
、

H
4
0

主
排

気
筒

冷
凍

機
G
8
4
H
1
0
、

H
2
0

濃
縮

器
G
1
2
E
1
0

濃
縮

液
槽

G
1
2
V
1
2

濃
縮

液
供

給
槽

G
1
2
V
1
4

気
液

分
離

器
G
1
2
D
1
4
4
2

膨
張

水
槽

G
8
3
V
1
1
,
V
2
1
,
V
4
1
、

G
8
4
V
3
1
,
V
4
1

台
車

G
5
1
M
1
1
8
A

空
気

圧
縮

機
G
8
6
K
1
0
、

K
2
0

冷
却

器
G
8
6
H
1
1
、

H
2
1

フ
ィ

ル
タ

G
8
6
F
3
1
、

F
3
2
、

F
4
3
、

F
4
4

空
気

槽
G
8
6
V
3
3

脱
湿

器
G
8
6
D
4
1
、

D
4
2

イ
ン

セ
ル

ク
ー

ラ
G
4
3
H
1
0
、

H
1
1
、

H
1
2
、

H
1
3
、

H
1
4
、

H
1
5
、

H
1
6
、

H
1
7
、

H
1
8
、

H
1
9

ト
ラ

ン
ス

ミ
ッ

タ
ラ

ッ
ク

高
圧

受
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）

低
圧

動
力

配
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）

無
停

電
電

源
装

置

低
圧

照
明

配
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）

直
流

電
源

装
置

（
第

1
1
変

電
所

）

プ
ロ

セ
ス

用
動

力
分

電
盤

V
F
P
1

電
磁

弁
分

電
盤

工
程

監
視

盤
（

1
）

～
（

3
）

C
P

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
設

備
（

1
号

機
）

（
注

６
）

（
注

６
）

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
設

備
（

2
号

機
）

付
帯

設
備

（
冷

却
水

系
統

、
燃

料
系

統
、

始
動

空
気

系
統

、
潤

滑
油

系
統

）

第
1
1
変

電
所

（
ガ

ラ
ス

固
化

技
術

開
発

施
設

(
T
V
F
)
ガ

ラ
ス

固
化

技
術

開
発

棟
）

へ
の

電
源

系
統

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
設

備
　

（
注

６
）

（
注

６
）

第
1
1
変

電
所

（
ガ

ラ
ス

固
化

技
術

開
発

施
設

(
T
V
F
)
ガ

ラ
ス

固
化

技
術

開
発

棟
）

へ
の

電
源

系
統

（
非

常
系

）

（
注

１
）
主

要
設

備
等

と
は

、
当

該
機

能
に

直
接

的
に

関
連

す
る

設
備

及
び

構
築

物
を

い
う

。
（

注
２

）
補

助
設

備
と

は
、

当
該

機
能

に
間

接
的

に
関

連
し

、
主

要
設

備
の

補
助

的
役

割
を

持
つ

設
備

を
い

う
。

（
注

３
）
直

接
支

持
構

造
物

と
は

、
主

要
設

備
若

し
く

は
補

助
設

備
に

直
接

取
り

付
け

ら
れ

る
支

持
構

造
物

又
は

こ
れ

ら
の

設
備

の
荷

重
を

直
接

的
に

受
け

る
支

持
構

造
物

を
い

う
。

（
注

４
）
間

接
支

持
構

造
物

と
は

、
直

接
支

持
構

造
物

か
ら

伝
達

さ
れ

る
荷

重
を

受
け

る
構

造
物

（
建

物
・

構
築

物
）

を
い

う
。

（
注

５
）
波

及
的

影
響

を
考

慮
す

べ
き

設
備

と
は

、
下

位
の

耐
震

ク
ラ

ス
に

属
す

る
も

の
の

破
損

等
に

よ
っ

て
上

位
の

分
類

に
属

す
る

も
の

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

設
備

を
い

う
。

（
注

６
）
基

準
地

震
動

を
考

慮
し

た
場

合
に

、
施

設
の

現
況

等
に

照
ら

し
て

機
能

を
維

持
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

、
そ

の
安

全
機

能
を

可
搬

型
設

備
に

よ
り

早
期

に
代

替
す

る
こ

と
で

最
適

化
を

図
る

。

ク
ラ

ス
別

施
設

S
ク

ラ
ス

施
設

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

波
及

的
影

響
を

考
慮

す
べ

き
設

備

主
　

要
　

設
　

備
　

等
補

　
助

　
設

　
備

第
二

中
間

開
閉

所
建

家

機
器

等
の

支
持

構
造

物
　

（
注

６
）

ガ
ラ

ス
固

化
技

術
開

発
施

設
(
T
V
F
)
ガ

ラ
ス

固
化

技
術

管
理

棟
建

家

耐 震 重 要 施 設

3
）

高
レ

ベ
ル

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
内

蔵
す

る
系

統
及

び
機

器
並

び
に

そ
の

冷
却

系
統

液
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

機
器

等
の

支
持

構
造

物
　

（
注

６
）

（
注

３
）

（
注

４
）

（
注

５
）

（
注

１
）

（
注

２
）
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S
ク

ラ
ス

施
設

 
(
3
／

5
)

施
設

区
分

4
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含

む
溶

液
を

内
蔵

す
る

系
統

及
び

機
器

精
製

施
設

等

高
放

射
性

廃
液

貯
蔵

セ
ル

R
0
0
1
、

R
0
0
2
、

R
0
0
3
、

R
0
0
4
、

R
0
0
5
、

R
0
0
6

漏
洩

検
知

装
置

2
7
2
L
A
+
0
0
1
、

L
A
+
0
0
2
、

L
A
+
0
0
3
、

L
A
+
0
0
4
、

L
A
+
0
0
5
、

L
A
+
0
0
6
、

L
A
+
0
0
8

高
放

射
性

廃
液

貯
蔵

場
(
H
A
W
)
建

家
動

力
分

電
盤

H
M
3

中
間

貯
蔵

セ
ル

R
0
0
8

2
7
2
F
A
+
2
0
1
、

F
A
+
2
0
2

主
排

気
筒

分
配

器
セ

ル
R
2
0
1
、

R
2
0
2

高
放

射
性

廃
液

貯
蔵

セ
ル

の
ド

リ
ッ

プ
ト

レ
イ

2
7
2
U
0
0
1
、

U
0
0
2
、

U
0
0
3
、

U
0
0
4
、

U
0
0
5
、

U
0
0
6

ト
ラ

ン
ス

ミ
ッ

タ
―

ラ
ッ

ク
漏

え
い

検
知

装
置

2
7
2
L
A
+
0
0
1
～

+
0
0
8

圧
力

ス
イ

ッ
チ

中
間

貯
蔵

セ
ル

の
ド

リ
ッ

プ
ト

レ
イ

2
7
2
U
0
0
8

漏
え

い
検

知
装

置
2
7
2
F
A
+
2
0
1
、

+
2
0
2

圧
力

ス
イ

ッ
チ

分
配

器
セ

ル
の

ド
リ

ッ
プ

ト
レ

イ
2
7
2
U
2
0
1
、

U
2
0
2

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ
2
7
2
J
0
0
1
1
、

J
0
0
1
3
、

J
0
0
2
1
、

J
0
0
2
3
、

J
0
0
3
1
、

J
0
0
3
3
、

J
0
0
4
1
、

J
0
0
4
3
、

J
0
0
5
1
、

J
0
0
5
3
、

J
0
0
6
1
、

J
0
0
6
3
、

J
0
0
8
1
、

J
0
0
8
3

水
封

槽
2
7
2
V
2
0
6
、

V
2
0
7

高
圧

受
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
D
X

低
圧

配
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
D
Y

動
力

分
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
Ｈ

Ｍ
1
、

Ｈ
Ｍ

2

制
御

盤
漏

え
い

検
知

装
置

制
御

盤
N
o
.
1

漏
え

い
検

知
装

置
制

御
盤

N
o
.
2

漏
え

い
検

知
装

置
制

御
盤

N
o
.
3

蒸
気

設
備

（
ボ

イ
ラ

）
5
8
2
-
1
0

　
（

注
６

）
中

央
運

転
管

理
室

建
家

　
　

（
注

６
）

5
8
2
-
1
1

5
8
2
-
1
2

付
帯

設
備

（
給

水
系

統
、

燃
料

系
統

）

再
処

理
施

設
へ

の
蒸

気
供

給
系

統

固
化

セ
ル

R
0
0
1

固
化

セ
ル

ク
レ

ー
ン

G
5
1
M
1
0
0
、

M
1
0
1

両
腕

型
マ

ニ
プ

レ
ー

タ
G
5
1
M
1
2
0
、

M
1
2
1

除
染

セ
ル

ク
レ

ー
ン

G
5
1
M
1
5
5

高
圧

受
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）

低
圧

動
力

配
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）
パ

ワ
ー

マ
ニ

プ
レ

ー
タ

G
5
1
M
1
6
0

無
停

電
電

源
装

置

低
圧

照
明

配
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）
主

排
気

筒

直
流

電
源

装
置

（
第

1
1
変

電
所

）

工
程

監
視

盤
（

1
）

～
（

3
）

C
P

ト
ラ

ン
ス

ミ
ッ

タ
ラ

ッ
ク

（
注

１
）
主

要
設

備
等

と
は

、
当

該
機

能
に

直
接

的
に

関
連

す
る

設
備

及
び

構
築

物
を

い
う

。
（

注
２

）
補

助
設

備
と

は
、

当
該

機
能

に
間

接
的

に
関

連
し

、
主

要
設

備
の

補
助

的
役

割
を

持
つ

設
備

を
い

う
。

（
注

３
）
直

接
支

持
構

造
物

と
は

、
主

要
設

備
若

し
く

は
補

助
設

備
に

直
接

取
り

付
け

ら
れ

る
支

持
構

造
物

又
は

こ
れ

ら
の

設
備

の
荷

重
を

直
接

的
に

受
け

る
支

持
構

造
物

を
い

う
。

（
注

４
）
間

接
支

持
構

造
物

と
は

、
直

接
支

持
構

造
物

か
ら

伝
達

さ
れ

る
荷

重
を

受
け

る
構

造
物

（
建

物
・

構
築

物
）

を
い

う
。

（
注

５
）
波

及
的

影
響

を
考

慮
す

べ
き

設
備

と
は

、
下

位
の

耐
震

ク
ラ

ス
に

属
す

る
も

の
の

破
損

等
に

よ
っ

て
上

位
の

分
類

に
属

す
る

も
の

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

設
備

を
い

う
。

（
注

６
）
基

準
地

震
動

を
考

慮
し

た
場

合
に

、
施

設
の

現
況

等
に

照
ら

し
て

機
能

を
維

持
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

、
そ

の
安

全
機

能
を

可
搬

型
設

備
に

よ
り

早
期

に
代

替
す

る
こ

と
で

最
適

化
を

図
る

。

波
及

的
影

響
を

考
慮

す
べ

き
設

備

主
　

要
　

設
　

備
　

等
補

　
助

　
設

　
備

ク
ラ

ス
別

施
設

S
ク

ラ
ス

施
設

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

漏
え

い
液

回
収

系
統

機
器

等
の

支
持

構
造

物 機
器

等
の

支
持

構
造

物
　

（
注

６
）

機
器

等
の

支
持

構
造

物
ガ

ラ
ス

固
化

技
術

開
発

施
設

（
T
V
F
）

ガ
ラ

ス
固

化
技

術
開

発
棟

建
家

耐 震 重 要 施 設

5
）

上
記

3
）

及
び

4
）

の
系

統
及

び
機

器
か

ら
放

射
性

物
質

が
漏

洩
し

た
場

合
に

、
そ

の
影

響
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

施
設

セ
ル

等

（
注

３
）

（
注

４
）

（
注

５
）

（
注

１
）

（
注

２
）
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S
ク

ラ
ス

施
設

 
(
4
／

5
)

施
設

区
分

高
圧

受
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
D
X

ホ
イ

ス
ト

・
レ

ー
ル

低
圧

配
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
D
Y

空
調

用
冷

却
塔

洗
浄

塔
2
7
2
T
4
4

動
力

分
電

盤
（

第
6
変

電
所

）
Ｈ

Ｍ
1
、

Ｈ
Ｍ

2

除
染

器
2
7
2
H
4
6

制
御

盤
換

気
制

御
盤

N
o
.
5

電
気

加
熱

器
2
7
2
H
4
7
1
、

H
4
7
2
、

H
4
8
1
、

H
4
8
2

空
調

用
フ

ァ
ン

コ
イ

ル
2
7
2
A
C
1
1
2
、

A
C
1
1
3

フ
ィ

ル
タ

2
7
2
F
4
6
1
1
、

F
4
6
2
1
、

F
4
6
1
3
、

F
4
6
2
3

ト
リ

チ
ウ

ム
モ

ニ
タ

2
7
2
T
2
R
A
+
0
0
1

よ
う

素
フ

ィ
ル

タ
2
7
2
F
4
6
5
、

F
4
6
6

動
力

分
電

盤
H
M
3

冷
却

器
2
7
2
H
4
9

セ
ル

換
気

系
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
2
7
2
F
0
3
3
-
F
0
4
0

主
排

気
筒

槽
類

換
気

系
排

風
機

2
7
2
K
4
6
3
、

K
4
6
4

セ
ル

換
気

系
排

風
機

2
7
2
K
1
0
3
、

K
1
0
4

セ
ル

換
気

系
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
2
7
2
F
0
3
3
～

F
0
4
0

槽
類

換
気

系
排

風
機

G
4
1
K
5
0
、

K
5
1
、

K
6
0
、

K
6
1
、

K
9
0
、

K
9
1
、

K
9
2

廃
気

処
理

室
ク

レ
ー

ン
G
5
1
M
9
0
1

洗
浄

塔
G
4
1
T
3
1

ス
ク

ラ
ッ

バ
ラ

ッ
ク

G
4
1
R
K
1
0

搬
送

室
ク

レ
ー

ン
G
5
1
M
1
5
3

ル
テ

ニ
ウ

ム
吸

着
塔

G
4
1
T
2
5
、

T
3
5
、

T
4
5
、

T
8
2
、

T
8
3

吸
収

塔
ラ

ッ
ク

G
4
1
R
K
2
0

動
力

分
電

盤
V
F
V
2

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

G
4
1
F
3
6
、

F
3
7
、

F
2
6
、

F
2
7
、

F
4
6
、

F
4
7
、

F
8
8
、

F
8
9

洗
浄

塔
ラ

ッ
ク

G
4
1
R
K
3
0

主
排

気
筒

ス
ク

ラ
ッ

バ
G
4
1
T
1
0

高
圧

受
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）
デ

ミ
ス

タ
ラ

ッ
ク

G
4
1
R
K
4
3

ベ
ン

チ
ュ

リ
ス

ク
ラ

ッ
バ

G
4
1
T
1
1

低
圧

動
力

配
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）

吸
収

塔
G
4
1
T
2
1

無
停

電
電

源
装

置

ヨ
ウ

素
吸

着
塔

G
4
1
T
8
6
、

T
8
7

低
圧

照
明

配
電

盤
（

第
1
1
変

電
所

）

直
流

電
源

装
置

（
第

1
1
変

電
所

）

プ
ロ

セ
ス

用
動

力
分

電
盤

V
F
P
1

冷
却

器
G
1
1
H
1
1
、

H
2
1

換
気

用
動

力
分

電
盤

V
F
V
1

G
1
2
H
1
3

G
4
1
H
3
0
、

H
3
2
、

H
2
0
、

H
2
2
、

H
7
0
、

H
9
3

変
換

器
盤

凝
縮

器
G
1
2
H
1
1

工
程

監
視

盤
（

1
）

～
（

3
）

C
P

デ
ミ

ス
タ

G
4
1
D
3
3
、

D
2
3
、

D
4
3

加
熱

器
G
4
1
H
3
4
、

H
2
4
、

H
8
0
、

H
8
1
、

H
8
4
、

H
8
5
、

H
4
4

ト
ラ

ン
ス

ミ
ッ

タ
ラ

ッ
ク

（
注

１
）
主

要
設

備
等

と
は

、
当

該
機

能
に

直
接

的
に

関
連

す
る

設
備

及
び

構
築

物
を

い
う

。
（

注
２

）
補

助
設

備
と

は
、

当
該

機
能

に
間

接
的

に
関

連
し

、
主

要
設

備
の

補
助

的
役

割
を

持
つ

設
備

を
い

う
。

（
注

３
）
直

接
支

持
構

造
物

と
は

、
主

要
設

備
若

し
く

は
補

助
設

備
に

直
接

取
り

付
け

ら
れ

る
支

持
構

造
物

又
は

こ
れ

ら
の

設
備

の
荷

重
を

直
接

的
に

受
け

る
支

持
構

造
物

を
い

う
。

（
注

４
）
間

接
支

持
構

造
物

と
は

、
直

接
支

持
構

造
物

か
ら

伝
達

さ
れ

る
荷

重
を

受
け

る
構

造
物

（
建

物
・

構
築

物
）

を
い

う
。

（
注

５
）
波

及
的

影
響

を
考

慮
す

べ
き

設
備

と
は

、
下

位
の

耐
震

ク
ラ

ス
に

属
す

る
も

の
の

破
損

等
に

よ
っ

て
上

位
の

分
類

に
属

す
る

も
の

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

設
備

を
い

う
。

（
注

６
）
基

準
地

震
動

を
考

慮
し

た
場

合
に

、
施

設
の

現
況

等
に

照
ら

し
て

機
能

を
維

持
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

、
そ

の
安

全
機

能
を

可
搬

型
設

備
に

よ
り

早
期

に
代

替
す

る
こ

と
で

最
適

化
を

図
る

。

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

波
及

的
影

響
を

考
慮

す
べ

き
設

備

主
　

要
　

設
　

備
　

等
補

　
助

　
設

　
備

ク
ラ

ス
別

施
設

S
ク

ラ
ス

施
設

高
放

射
性

廃
液

貯
蔵

場
(
H
A
W
)
の

槽
類

換
気

系
統

高
放

射
性

廃
液

貯
蔵

場
(
H
A
W
)
建

家

2
7
2
A
C
1
1
5
、

A
C
1
1
6
、

A
C
1
1
7

高
放

射
性

廃
液

貯
蔵

場
(
H
A
W
)
の

セ
ル

換
気

系
統

耐 震 重 要 施 設

6
）

上
記

3
)
、

4
）

及
び

5
）

に
関

連
す

る
施

設
で

放
射

性
物

質
の

外
部

に
対

す
る

放
散

を
抑

制
す

る
た

め
の

施
設

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

制
御

室
の

居
住

性
を

維
持

す
る

た
め

の
換

気
系

統

ガ
ラ

ス
固

化
技

術
開

発
施

設
（

T
V
F
）

ガ
ラ

ス
固

化
技

術
開

発
棟

建
家

機
器

等
の

支
持

構
造

物 機
器

等
の

支
持

構
造

物

（
注

３
）

（
注

４
）

（
注

５
）

（
注

１
）

（
注

２
）

26



S
ク

ラ
ス

施
設

 
(
5
／

5
)

施
設

区
分

固
化

セ
ル

換
気

系
排

風
機

G
4
3
K
3
5
、
K
3
6

固
化

セ
ル

換
気

系
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ
ト

G
4
3
F
3
0
、
F
3
1
、
F
3
2
、
F
3
3
、

F
3
4

主
排
気
筒

中
間

排
気

モ
ニ

タ
高
圧
受
電
盤
（
第
6
変
電
所
）

D
X

低
圧
配
電
盤
（
第
6
変
電
所
）

D
Y

動
力
分
電
盤
（
第
6
変
電
所
）

Ｈ
Ｍ
1
、
Ｈ
Ｍ
2

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
（
1
号
機
）

（
注
６
）

（
注
６
）

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
（
2
号
機
）

付
帯
設
備
（
冷
却
水
系
統
、
燃
料
系

統
、
始
動
空
気
系
統
、
潤
滑
油
系
統
）

第
6
変
電
所
（
高
放
射
性
廃
液
貯
蔵
場

(
H
A
W
)
）
へ
の
電
源
系
統

高
圧
受
電
盤
（
第
1
1
変
電
所
）

低
圧
動
力
配
電
盤
（
第
1
1
変
電
所
）

無
停
電
電
源
装
置

低
圧
照
明
配
電
盤
（
第
1
1
変
電
所
）

直
流
電
源
装
置
（
第
1
1
変
電
所
）

工
程
監
視
盤

C
P

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
（
1
号
機
）

（
注
６
）

（
注
６
）

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
（
2
号
機
）

付
帯
設
備
（
冷
却
水
系
統
、
燃
料
系

統
、
始
動
空
気
系
統
、
潤
滑
油
系
統
）

第
1
1
変
電
所
（
ガ
ラ
ス
固
化
技
術
開
発

施
設
（
T
V
F
）
ガ
ラ
ス
固
化
技
術
開
発

棟
）
へ
の
電
源
系
統

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備

（
注
６
）

（
注
６
）

第
1
1
変
電
所
ガ
ラ
ス
固
化
技
術
開
発
施

設
（
T
V
F
）
ガ
ラ
ス
固
化
技
術
開
発

棟
）
へ
の
電
源
系
統
（
非
常
系
）

7
）
津
波
防
護
機
能
を

有
す

る
設
備
及
び
浸
水
防
止

機
能
を
有
す
る
設
備

浸
水

防
止

施
設

8
）
敷
地
に
お
け
る
津

波
監

視
機
能
を
有
す
る
施
設

津
波

監
視

施
設

（
注
１
）
主
要
設
備
等
と
は
、
当

該
機

能
に

直
接

的
に

関
連

す
る

設
備

及
び

構
築

物
を

い
う
。

（
注
２
）
補
助
設
備
と
は
、
当
該

機
能

に
間

接
的

に
関

連
し

、
主

要
設

備
の

補
助

的
役

割
を
持
つ
設
備
を
い
う
。

（
注
３
）
直
接
支
持
構
造
物
と
は

、
主

要
設

備
若

し
く

は
補

助
設

備
に

直
接

取
り

付
け

ら
れ
る
支
持
構
造
物
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
の
荷
重
を
直
接
的
に
受
け
る
支
持
構
造
物
を
い
う
。

（
注
４
）
間
接
支
持
構
造
物
と
は

、
直

接
支

持
構

造
物

か
ら

伝
達

さ
れ

る
荷

重
を

受
け

る
構
造
物
（
建
物
・
構
築
物
）
を
い
う
。

（
注
５
）
波
及
的
影
響
を
考
慮
す

べ
き

設
備

と
は

、
下

位
の

耐
震

ク
ラ

ス
に

属
す

る
も

の
の
破
損
等
に
よ
っ
て
上
位
の
分
類
に
属
す
る
も
の
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
を
い

う
。

（
注
６
）
基
準
地
震
動
を
考
慮
し

た
場

合
に

、
施

設
の

現
況

等
に

照
ら

し
て

機
能

を
維

持
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
そ
の
安
全
機
能
を
可
搬
型
設
備
に
よ
り
早
期
に
代
替
す
る
こ
と
で
最
適

化
を
図
る
。

高
放
射
性
廃
液
貯
蔵
場
(
H
A
W
)
建
家

ガ
ラ
ス
固
化
技
術
開
発
施
設
（
T
V
F
）
ガ

ラ
ス
固
化
技
術
開
発
棟
建
家

津
波

監
視

設
備

第
二

付
属

排
気

筒
排

気
モ

ニ
タ

機
器
等
の
支
持
構
造

物
第
二
付
属
排
気
筒

ガ
ラ
ス
固
化
技
術
開
発
施
設
（
T
V
F
）
ガ

ラ
ス
固
化
技
術
開
発
棟
建
家

機
器
等
の
支
持
構
造

物
高
放
射
性
廃
液
貯
蔵
場
(
H
A
W
)
建
家

機
器
等
の
支
持
構
造

物
　
（
注
６
）

第
二
中
間
開
閉
所
建
家

機
器
等
の
支
持
構
造

物
　
（
注
６
）

ガ
ラ
ス
固
化
技
術
開
発

施
設
（
T
V
F
）
ガ
ラ
ス
固

化
技
術
管
理
棟
建
家

機
器
等
の
支
持
構
造

物
　
（
注
６
）

第
二
中
間
開
閉
所
建
家

耐 震 重 要 施 設

6
）
上
記
3
)
、
4
）
及
び

5
）

に
関
連
す
る
施
設
で
放

射
性
物
質
の
外
部
に
対
す

る
放
散
を
抑
制
す
る
た
め

の
施
設

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

放
射

線
管

理
施

設

第
二

付
属

排
気

筒

浸
水

防
止

扉

第
二
付
属
排
気
筒

ク
ラ
ス
別
施
設

S
ク
ラ
ス
施
設

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備

主
　

要
　
設
　
備
　
等

補
　
助
　
設
　
備

（
注
３
）

（
注
４
）

（
注
５
）

（
注
１
）

（
注
２
）
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別添 6-1-17 

暫定的な地震動（最大加速度 1000 ガル）による第二中間開閉所及び 

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術管理棟の耐震性評価について 

 耐震重要施設のうち，非常用電源を供給する第二中間開閉所及びガラス固化技術開

発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟に非常用電源を供給するガラス固化技術開発施設

（TVF）ガラス固化技術管理棟については，基準地震動を策定する前に暫定的な地震動

（最大加速度 1000 ガル）を用いた評価では，基礎杭も含め発生応力は基準値を大幅に

超え耐震性が不足する結果を得ていた（表-1, 表-2 参照）。今回策定した基準地震動 Ss

はその地震動をわずかに下回るが，暫定的な地震動（最大加速度 1000 ガル）を用いた

評価の結論に変わりはないと考えられる。しかし，既存建家及び設備直下の大規模な補

強工事は困難な状況である。また，新たな代替施設を建設することは，過去に建設した

施設の実績から，設計・工事及び審査に約 8 年を要する見通しであり，ガラス固化処

理期間に対して長期間を要すことから合理的でない。従ってこれらの施設の耐震補強

工事や代替施設の建設は実施せず，可搬型設備等による迅速かつ実効性のある代替策

を用いることとした。 

表-1  第二中間開閉所 評価結果 

対象 評価用地震動 評価項目 評価基準値 評価結果 耐震性 

第二中間開閉所 
暫定的な地震動 

(最大加速度 1000 ガル) 

建家 

せん断ひずみ 
2.00E-3 以下 1.45Ｅ-03 OK 

杭(建家) 

せん断 kN 
836.3 以下 680 OK 

杭(建家) 

曲げ kN･m 
392.6 以下 452 NG 

杭(建家) 

支持力 kN 
1340.0 以下 1543.5 NG 

杭(建家) 

引抜き抵抗力 kN 
585.0 以下 875 NG 

杭(非常用発電機基礎) 

せん断 kN 
836.3 以下 366.6 OK 

杭(非常用発電機基礎) 

曲げ kN･m 
395.2 以下 438 NG 

杭(非常用発電機基礎) 

支持力 kN･m 
1340.0 以下 848.1 OK 

杭(非常用発電機基礎) 

引抜き抵抗力 kN 
585.0 以下 360.9 OK 

表-2  ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術管理棟 評価結果 

対象 評価用地震動 評価項目 評価基準値 評価結果 耐震性 

ガラス固化技術

開発施設(TVF)ガ

ラス固化技術管

理棟 

暫定的な地震動 

(最大加速度 1000 ガル) 

建家 

層間変形角 
1/200 以下 1/574 OK 

杭(建家) 

曲げ kN･m/本 
1677 以下 2058.2 NG 

杭(建家) 

せん断 kN/本 
2402 以下 1675.7 OK 

杭(建家) 

押込み kN/本 
3967 以下 2881.7 OK 

杭(建家) 

引抜き kN/本 
422 以下 1353.9 NG 
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